
令和７年度 四国地方公共工事品質確保推進協議会（第２回） 

 

 

日時：令和８年１月２１日（水）13:00～14:00 

場所：高松シンボルタワーホール棟１階展示場 

＋ＷＥＢ会議併用  

 

 

 

議 事 次 第 

 

１．開 会 

 

２．挨 拶 

 

３．議 事 

 

(1) 四国品確協設置要領の改正（案）について        【資料－１】 

 

(2) 令和７年度 四国品確協の取組状況報告         【資料－２】 

 

(3)  令和７年度 各県部会の取組について          【資料－３】 

 

(4) 第三次・全国統一指標、地域独自指標について（報告）  【資料－４】 

 

(5) 実施方針（案）及び、令和８年度活動方針（案）について 【資料－５】 

 

(6) 好事例紹介と各取組に関する意見交換・情報提供 

 

 

４．閉 会  



資料－１ 

（案） 

「四国地方公共工事品質確保推進協議会」設置要領 

 

   

（名称） 

第１条 本会は、四国地方公共工事品質確保推進協議会（以下「協議会」という）と称

する。 

 

（目的） 

第２条 本協議会は、現在及び将来の公共工事の品質確保とその担い手の中長期的な育

成及び確保を図るため、国、地方公共団体及び特殊法人等の各発注者が責務を果

たすことを目的として、協力体制を強化し、情報交換を行うなど相互に緊密な連

携を図り、発注者としての具体的な施策の検討、発注関係事務を適切に実施する

ための発注者支援の体制づくりの検討を行うとともに地方公共団体等への支援等

を行う。 

 

（業務） 

第３条 本協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項に関する業務を行う。 

（１）各発注者の発注関係事務の実施状況の把握 

（２）発注関係事務の適切かつ効率的な運用の実施のために必要な連携や調整 

（３）発注者共通の課題への対応や各種施策の推進 

（４）地方公共団体等への発注関係事務の支援等及びその運営管理 

 

（委員） 

第４条 本協議会は、協議会の主旨に賛同する公共工事発注機関（別紙１に掲げる委員）

をもって構成する。 

 

（会長） 

第５条 本協議会に、会長を置き、国土交通省四国地方整備局長がこれにあたる。 

２ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

 

（幹事） 

第６条 協議会の円滑な運営を補助するために協議会に幹事会を置く。 

２ 幹事会は、別紙２に掲げる幹事をもって構成する。 

３ 幹事会に、幹事長を置き、国土交通省四国地方整備局企画部長がこれにあたる。 

 



（県部会） 

第７条 協議会の業務を円滑に推進するため、協議会に徳島県、香川県、愛媛県及び高

知県の各県の部会（以下「県部会」という）を置く。 

２ 県部会に、部会長を置く。 

３ 部会長は、会務を総理し、県部会を代表する。 

 

（会議） 

第８条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。 

２ 幹事会の会議は、必要に応じて幹事長が招集する。 

３ 委員は、あらかじめ指名した者を代理として会議に出席させることができる。 

４ 会長は、必要がある時は、別紙１に掲げる者以外の者の参加を求めることができ

る。 

５ 幹事長は、必要がある時は、別紙２に掲げる者以外の者の参加を求めることがで

きる。 

 

（事務局） 

第９条 協議会及び幹事会の事務局は、四国地方整備局企画部技術管理課が関係機関の

協力を得て努める。 

 

（雑則） 

第10条 この規約に定めるもののほか、本協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定

める。 

付則 この要領は、平成１８年７月１２日から施行する。 

付則 この要領は、平成１８年１１月１３日から施行する。 

付則 この要領は、平成１９年７月１８日から施行する。 

付則 この要領は、平成２０年１０月２４日から施行する。 

付則 この要領は、平成２４年１月３１日から施行する。 

付則 この要領は、平成２５年１月２８日から施行する。 

付則 この要領は、平成２７年１月２６日から施行する。 

付則 この要領は、平成２８年２月１０日から施行する。 

付則 この要領は、平成２９年１月１７日から施行する。 

付則 この要領は、平成３０年２月１日から施行する。 

付則 この要領は、平成３１年１月３０日から施行する。 

付則 この要領は、令和 ２年１月３０日から施行する。 

付則 この要領は、令和 ３年１月２８日から施行する。 

付則 この要領は、令和 ５年１月２７日から施行する。 

付則 この要領は、令和 ７年１月２３日から施行する。 

付則 この要領は、令和 ８年１月２１日から施行する。 

 

 



別紙１ 

第４条関係（委員） 

（１）会長：国土交通省 四国地方整備局長 

（２）委員：国土交通省 四国地方整備局次長 

次長兼総務部長 

企画部長 

建政部長 

港湾空港部長 

営繕部長 

農林水産省 中国四国農政局 農村振興部長 

林野庁 四国森林管理局 計画保全部長 

環境省 中国四国地方環境事務所 統括自然保護企画官 

高等裁判所 高松高等裁判所 事務局長 

財務省 四国財務局 総務部長 

国税庁 高松国税局 総務部次長 

徳島県 県土整備部長 県土整備部プロジェクト担当部長 

農林水産部長 

香川県 土木部長 

農政水産部長 

愛媛県 土木部長 

農林水産部長 

高知県 土木部長 

農業振興部長 

市町村 市町村長 

西日本高速道路(株)  四国支社 建設・改築事業部長 

本州四国連絡高速道路(株） 坂出管理センター所長 



別紙２ 

第６条 関係（幹事） 

（１）幹事長： 国土交通省 四国地方整備局 企画部長 

（２）幹 事： 国土交通省 四国地方整備局 企画部 技術調整管理官 

企画部 技術開発調整官 

企画部 総括技術検査官 

総務部 契約管理官 

総務部 契約管理官 

建政部 建設産業調整官 

建政部 都市調整官 

河川部 河川調査官 

道路部 地域道路調整官 

港湾空港部 港湾空港企画官 

港湾空港部 事業計画官 

営繕部 営繕調査官 

総括防災調整官 

農林水産省 中国四国農政局 農村振興部 設計課長 

林野庁 四国森林管理局 計画保全部 治山課長 

環境省 中国四国地方環境事務所 自然環境整備課長 

高等裁判所 高松高等裁判所 事務局 会計課長 

財務省 四国財務局 総務部 会計課長 

国税庁 高松国税局 総務部 営繕監理官 

徳島県 県土整備部 副部長 

農林水産部 農山漁村振興課長 

香川県 土木部 次長 

農政水産部 農村整備課長 

愛媛県 土木部 土木管理局長 

農林水産部 農業振興局 農地整備課長 

高知県 土木部 土木技術監兼建設検査長 

農業振興部 農業基盤課長 

市町村 担当部課長等 

西日本高速道路(株)  四国支社 技術審査担当部長 

本州四国連絡高速道路(株)  坂出管理センター副所長 

【オブザーバー】 

国土交通省 四国運輸局 

第五管区海上保安本部 

大阪航空局 

警察庁 中国四国管区警察局四国警察支局 

経済産業省 四国経済産業局 

（独）水資源機構 



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

国土交通省 四国地方整備局

令和７年度 実施・活動報告について

四国地方公共工事品質確保推進協議会 事務局
（四国地方整備局 企画部技術管理課）

四国地方公共工事品質確保推進協議会 （第２回）
令和８年１月２１日

◆四国地方公共工事品質確保推進協議会 概要
１）新・全国統一指標、地域独自指標について
２）市町村への支援活動について
３）令和７年度 四国品確協の取組状況

資料ｰ２
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四国地方整備局品確法のこれまでの経緯と四国地方公共工事品質確保推進協議会の状況（設立時～）

平成１７年４月１日 「公共工事の品質確保
の促進に関する法律」（=品確法）施行

＜メンバー＞ 整備局、４県、４市

◎Ｈ２０年度に他省庁等も加え体制拡充（11国の機関、3特殊法人、
4県、95市町村）

平成１８年７月１２日
四国地方公共工事

品質確保推進協議会設立
(略称：四国品確協)

毎年度
協議会（幹事会）を開催

平成２６年６月４日 「公共工事の品質確保の促進に関する法律
の一部を改正する法律」(公布・施行)

平成２６年９月３０日 「公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進
するための基本的な方針(基本方針)」(閣議決定)

品確法第22条「発注関係事務の運用に関する指針」（運用指針）(H27/1/30策定)

＜会議での主な内容＞

（１）総合評価方式の導入・拡大等

（２）発注者支援の具体的な施策展開

（３）地方公共団体等への発注関係事務の支援等の運営管理

（４）協力体制の強化のために関係機関との連携

（５）その他前条の目的を達成するために必要な事項

現在及び将来にわたる公共工事の品質確保とその担い手の中長期的な育成及び確保の促進

四国品確協 各県部会発足 H27年 2/12徳島県、2/2香川県、
2/4愛媛県、2/5高知県

平成２７年４月１日 品確法運用指針に基づく発注関係事務の運用開始

令和元年６月１４日 「公共工事の品質確保の促進に関する法律
の一部を改正する法律」(公布・施行)

令和元年１０月１８日 「公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進
するための基本的な方針」の一部変更

令和２年１月３０日 品確法第22条「発注関係事務の運用に関する指針」（運用
指針）」の一部改正

災害対応の強化、働き方改革への対応、情報通信技術の活用による生産性向上の取り組み、
調査･設計の品質確保

【法の目的】
公共工事の品質確保に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにするとともに、公共工事の品質確保の促進に関する基本的
事項を定めることにより、公共工事の品質確保の促進を図り、もって国民の福祉の向上及び国民経済の健全な発展に寄与する。

５
年
後
の
見
直
し
規
定

５
年
後
の
見
直
し
規
定

５
年
後
の
見
直
し
規
定
あ
り

令和６年６月１９日 「公共工事の品質確保の促進に関する法律
の一部を改正する法律」(公布・施行)

令和７年２月３日 品確法第24条「発注関係事務の運用に関する指針」（運用指
針）」の一部改正

令和６年１２月１３日 「公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進
するための基本的な方針」の一部変更

担い手の休日・賃金の確保と地域建設業等の維持

【協議会の目的】
現在及び将来の公共工事の品質確保とその担い手の中長期的な育成及び確保を図るため、各
発注者が責務を果たす。

協力体制を強化、情報交換を行うなど相互に緊密な連携を図り、発注者としての具体的な施策
の検討、発注関係事務を適切に実施するための発注者支援の体制づくりの検討を行うとともに
地方公共団体等への支援等を行う。
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四国地方整備局四国地方公共工事品質確保推進協議会 概要

■設立
平成18年7月12日

■メンバー（令和７年度時点）※オブザーバー含む

◇四国地方公共工事品質確保推進協議会
国 ：12団体

法人等：３団体

地方公共団体： 99団体（4県、全95市町村）

〇四国地方公共工事品質確保推進協議会は、国、法人、地方公共団体の全１１４団体で構成

＜目的＞公共工事の品質確保とその担い手の中長期的な育成及び確保
＜活動内容＞ 年１回開催

・発注者の責務としての各種施策の検討
・発注関係事務を適正に実施するための発注者支援の体制づくりの検討並び

に支援を実施。

＜構成員＞
（国） 四国地整局長、関係省庁出先機関部長等
（県） 土木部長等
（市町村） 市町村長
（特殊法人等） 四国内に組織を有する機関の部長等

＜活動内容＞ 年２回開催
・市町村へ施策実施に向けた働きかけ、支援要望等の情報交換等
＜構成員＞ （県）土木部長等

（市町村）課長(発注担当･財務担当課)
（国）オブザーバー

四国地方公共工事品質確保推進協議会

＜活動内容＞ 年１～２回開催
・各種施策の取り組み状況の情報交換及び推進・強化に向けた意見交換等
＜構成員＞

（国）四国地整企画部長、関係省庁出先機関部長等
（県）副部長、次長、課長等
（市町村）担当部課長等
（特殊法人等）四国に組織を有する機関の課長等

幹事会

県部会

国土交通省 四国地方整備局
農林水産省 中国四国農政局
林野庁 四国森林管理局
環境省 中国四国地方環境事務所
高等裁判所 高松高等裁判所
財務省 四国財務局
国税庁 高松国税局
国土交通省 四国運輸局
国土交通省 第五管区海上保安本部
国土交通省 大阪航空局
警察庁 四国管区警察局
経済産業省 四国経済産業局

西日本高速道路(株) 四国支社
本州四国連絡高速道路(株）
（独）水資源機構
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運用指針改正の主なポイント 設定した指標

必
ず
実
施
す
べ
き
事
項

①予定価格の適正な設定
地域①
(継続) 予定価格の原則事後公表

②歩切りの根絶 － (H28.12全国歩切実施ゼロ！)

③低入札価格調査基準又は最低制
限価格の設定・活用の徹底等

全国①
(工事)

低入札価格調査基準又は最低制
限価格の設定

④施工時期の平準化
全国②
(工事) 地域平準化率（工事）

⑤適正な工期設定
全国③
(工事) 週休２日工事の実施状況

⑥適切な設計変更
地域②
(継続) 設計変更ガイドラインの策定

⑦発注者間の連携体制の構築 － (四国品確協 114団体連携)

実
施
に
努
め
る
事
項

①ＩＣＴを活用した生産性向上
地域①
(新規) ＩＣＴを活用した工事の状況

②入札契約方式の選択・活用

地域②
(継続) 総合評価落札方式の導入

地域③
(継続) 工事成績評定の実施

③総合評価方式の改善 (市町村キャラバン等の実施)

④見積もりの活用

⑤余裕期間制度の活用
地域④
(継続) 余裕期間制度の導入

⑥工事中の施工状況の確認 (監督・検査の充実)

⑦受注者との情報共有・協議の迅
速化

地域⑤
(継続)

ワンデーレスポンス、設計変更
協議会、三者会議等の実施

その他
地域⑥
(新規)

中長期的な工事に関する発注見
通し

運用指針改正の主なポイント 設定した指標

必
ず
実
施
す
べ
き
事
項

①予定価格の適正な設定
地域①
(継続) 予定価格の原則事後公表

②低入札価格調査基準又は最低制
限価格の設定・活用の徹底等

全国①
(業務)

低入札価格調査基準又は最低制
限価格の設定

③履行期間の平準化
全国②
(業務) 地域平準化率（業務）

④適正な履行期間の設定 － (約款追加 著しく短い工期禁止)

⑤適切な設計変更 設計変更ガイドラインの策定

⑥発注者間の連携体制の構築 － (四国品確協 114団体連携)

実
施
に
努
め
る
事
項

①ＩＣＴを活用した生産性向上
地域①
(新規) ＩＣＴを活用した業務の状況

②入札契約方式の選択・活用
地域②
(新規)

プロポーザル方式・総合評価落
札方式の導入

③プロポーザル方式・総合評価落
札方式の積極的な活用 (市町村キャラバン等の実施)

④履行状況の確認

⑤受注者との情報共有・協議の迅
速化

地域③
(新規) ウイークリースタンスの適用

地域④
(新規)

スケジュール管理表などによる
情報共有

その他

地域⑤
(新規)

業務の発注見通し情報の共有化
（ＨＰ掲載）

地域⑥
(新規)

中長期的な設計に関する発注見
通し

【工事】 【業務】

１）新・全国統一指標、地域独自指標について
四国地方公共工事
品質確保推進協議会

※工事・業務ともに全国＝新・全国統一指標、地域＝地域独自指標
※地域独自指標の（継続）＝令和２年度以前より継続しているもの。（新規）＝令和２年度に新規設定したもの。 4



四国地方整備局

◆令和７年度の活動方針について

Ⅰ 全国統一指標に関連する項目

Ⅱ 地域独自指標に関連する項目

１ 適正な設計変更について（設計変更ガイドラインの策定）【工事】
• 市町村においても設計変更ガイドラインを策定し、適正な設計変更の取り組みを継続。

２ ＩＣＴを活用した工事、業務を普及させるための取り組み【工事、業務】
• 全機関が、ＩＣＴを活用した取り組みを進めることにより、ＩＣＴの拡大を図る。
• 発注者向けの講習会等開催の取り組みを継続しＩＣＴの浸透を図る。

Ⅲ 受発注者（建設業）共通の課題への対応

１ 魅力ある業界をＰＲする取り組み【広報・情報発信】
• 週休２日やＩＣＴ・最新技術の活用など、新しい建設業（現場）の魅力を各発注者から発信する。

１ 週休２日対象工事の拡大【工事】
•週休２日の対象工事を拡大（国、県、市町村等）し、週休２日の取り組みを推進する。
•国・県・市町村等全機関連携し『全工事週休２日！』を目標に週休２日（土日閉所）を推進する。

※やむを得ず、休日が取れない場合は、振替や交替制などを検討

２ 施工時期の平準化【工事】
• 施工時期平準化のため、全機関において平準化率０．９以上を目指す。
• 国・県・市町村等を含めた四国地域ブロック及び各県域単位の平準化率を公表（５００万円以上）。
• 小規模工事（５００万円未満）を含めて、施工時期の平準化に努める。
• 平準化推進のために「さ・し・す・せ・そ」の活用の継続実施に努める。
• 各機関において関係部局で相互の緊密な連携を図り、平準化の推進に努める。

四国地方公共工事

品質確保推進協議会

5



四国地方整備局
１）全国統一指標、地域独自指標について

N
o

全国統一指標
四国
地域

県域（県、市町村）

徳島県 香川県 愛媛県 高知県

工
事

①
地域平準化率
（施工時期の平準化）

（0.74）

【0.75】
0.90

（0.74）

【0.76】
0.90

（0.81）

【0.77】
0.90

（0.72）

【0.76】
0.90

（0.67）

【0.66】
0.90

②
週休２日工事の実施状況
（適正な工期設定）

（0.98）

【0.99】
1.00

（0.96）

【0.99】
1.00

（1.00）

【1.00】
1.00

（0.96）

【0.96】
1.00

（1.00）

【1.00】
1.00

③
低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定
（ダンピング対策） －

（0.99）

【0.99】
1.00

（0.98）

【0.98】
1.00

（0.99）

【0.99】
1.00

（0.99）

【0.99】
1.00

業
務

①
地域平準化率
（履行期限の分散）

（0.46）

【0.45】
0.4未満

（0.41）

【0.42】
0.4未満

（0.34）

【0.35】
0.4未満

（0.47）

【0.49】
0.4未満

（0.50）

【0.49】
0.4未満

②
低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定
（ダンピング対策） －

（1.00）

【1.00】
1.00

（1.00）

【1.00】
1.00

（1.00）

【1.00】
1.00

（1.00）

【1.00】
1.00

４～６月期の工事平均稼働件数
年度の工事平均稼働件数

週休２日対象工事件数（公告等）
全工事件数（公告等）

設定した入札件数
年度の発注工事件数

第４四半期（１～３月）に完了する業務件数
年度の業務稼働件数

設定した入札件数
年度の発注業務件数

（上段）：前回の実績値
【中段】：最新の実績値（令和６年度）
下段 ：令和６年度の目標値◆全国統一指標

◆地域独自指標

◆地域独自指標は、令和６年度（２０２４年）までに １００％達成 を目標とする。

四国地方公共工事

品質確保推進協議会

調査対象：国等、県、市町村

調査対象：国等、県

調査対象：県、市町村

調査対象：国等、県

調査対象：県

【令和６年度】

（令和５年度）

【令和６年度】

（令和５年度）

【令和６度】

（令和５年度）

【令和６年度】

（令和５年度）

【令和６年度】

（令和５年度）

実績値
調査年度指標算出数式

コリンズ登録データ
契約金額500万円以上の工事

県250万円以上の工事
市町村130万円以上の工事

「予定価格100万円以上の業務」

「予定価格100万円以上の業務」

年度に契約締結した工事

目標値

目標値

目標値

目標値

目標値

6



四国地方整備局
１）全国統一指標、地域独自指標について

四国地方公共工事

品質確保推進協議会

No 新・全国統一指標 目標値
四国
地域

国等
機関

県域（県、市町村）

徳島県 香川県 愛媛県 高知県

工
事

①
地域平準化率
（施工時期の平準化） 0.90

（11/107）
8/106
8%

（1/8）
2/7

29%

（1/25）
2/25
8%

（4/18）
1/18
6%

（1/21）
0/21
0%

（4/35）
3/35
9%

②
週休２日工事の実施状況
（適正な工期設定） 1.00

（7/10）
７／９
78%

（5/7）
５／５
100%

（0/1）
０／１
0%

（1/1）
１／１
100%

（0/1）
０／１
0%

（1/1）
１／１
100%

③
低入札価格調査基準又
は最低制限価格の設定
（ダンピング対策）

1.00 － －
（22/25）
23/25
92%

（14/18）
13/18
72%

（19/21）
19/21
90%

（30/35）
31/35
89%

業
務

①
地域平準化率
（履行期限の分散）

0.40
未満

（1/10）
１／９
11%

（0/6）
０／５
0%

（0/1）
０／１
0%

（1/1）
１／１
100%

（0/1）
０／１
0%

（0/1）
０／１
0%

②
低入札価格調査基準又
は最低制限価格の設定
（ダンピング対策）

1.00 － －
（1/1）
１／１
100%

（1/1）
１／１
100%

（1/1）
１／１
100%

（1/1）
１／１
100%

◆全国統一指標 組織数を整理
※１ 令和６年度の結果を基に、令和６年度の目標値の達成組織数／対象組織数

を整理。 上段（ ）内は前年度数値

調査対象：国等、県、市町村

調査対象：国等、県

調査対象：県、市町村

調査対象：国等、県

調査対象：県

※ 国等機関において対象工事・業務がない場合は、分母から除いており、全機関数とは合わない。
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四国地方整備局
１）新・全国統一指標、地域独自指標について

四国地方公共工事

品質確保推進協議会

※１ 令和７年度の目標値の達成組織数（令和7年11月末時点）／対象組織数
（ ）内は前年度数値

◆地域独自指標 組織数を整理

No 地域独自指標 目標値
四国
地域

国等
機関

県域（県、市町村）

徳島県 香川県 愛媛県 高知県

工
事

① 予定価格の原則事後公表 ◎実施
113/113
100%

14/14
100%

25/25
100%

18/18
100%

21/21
100%

35/35
100%

② 適正な設計変更 ◎実施
（112/113）
112/113

99%

（13/14）
13/14
93%

（25/25）
25/25
100%

（18/18）
18/18
100%

（21/21）
21/21
100%

（35/35）
35/35
100%

③ ICTを活用した生産性向上 ◎実施
（16/113）
19/113
17%

（6/14）
6/14
43%

（1/25）
2/25
8%

（2/18）
2/18
11%

（6/21）
8/21
38%

（1/35）
1/35
3%

④ 総合評価落札方式を導入 ◎実施
（79/113）
80/113
71%

（11/14）
11/14
79%

（22/25）
22/25
88%

（14/18）
14/18
78%

（18/21）
19/21
90%

（14/35）
14/35
40%

⑤ 工事成績評定 ◎実施
（81/113）
81/113
72%

（12/14）
12/14
86%

（25/25）
25/25
100%

（11/18）
11/18
61%

（21/21）
21/21
100%

（12/35）
12/35
34%

⑥ 余裕期間制度の活用 ◎実施
（43/113）
45/113
40%

（8/14）
8/14
57%

（7/25）
7/25
28%

（6/18）
6/18
33%

（12/21）
14/21
67%

（10/35）
10/35
29%

⑦
受注者との情報共有、協議
の迅速化(ﾜﾝﾃﾞｰﾚｽﾎﾟﾝｽ) ◎実施

（105/113）
107/113

95%

（11/14）
11/14
79%

（25/25）
25/25
100%

（14/18）
16/18
89%

（20/21）
20/21
95%

（35/35）
35/35
100%

※ 国等機関において対象工事がない場合は、分母から除いており、全機関数とは合わない。
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四国地方整備局
１）新・全国統一指標、地域独自指標について

四国地方公共工事

品質確保推進協議会

◆地域独自指標 組織数を整理

No 地域独自指標 目標値
四国
地域

国等
機関

県域（県、市町村）

徳島県 香川県 愛媛県 高知県

業
務

① 予定価格の原則事後公表 ◎実施
（111/112）
112/112
100%

（13/13）
13/13
100%

（25/25）
25/25
100%

（18/18）
18/18
100%

（20/21）
21/21
100%

（35/35）
35/35
100%

② ICTを活用した生産性向上 ◎実施
（87/112）
90/112
80%

（8/13）
8/13
62%

（25/25）
25/25
100%

（14/18）
16/18
89%

（21/21）
21/21
100%

（19/35）
20/35
57%

③ 入札契約方式の選択・活用 ◎実施
（60/112）
67/112
60%

（8/13）
8/13
62%

（23/25）
23/25
92%

（14/18）
14/18
78%

（7/21）
14/21
67%

（8/35）
8/35
23%

④ ウイークリースタンス ◎実施
（72/112）
74/112
66%

（8/13）
8/13
62%

（9/25）
9/25
36%

（9/18）
10/18
56%

（11/21）
12/21
57%

（35/35）
35/35
100%

⑤ スケジュール管理表 ◎実施
（52/112）
53/112
47%

（9/13）
9/13
69%

（5/25）
5/25
20%

（8/18）
9/18
50%

（11/21）
11/21
52%

（19/35）
19/35
54%

⑥ 発注見通しの統合・公表 ◎実施
（107/111）
108/111

97%

（11/12）
11/12
92%

（22/25）
23/25
92%

（18/18）
18/18
100%

（21/21）
21/21
100%

（35/35）
35/35
100%

※１ 令和７年度の目標値の達成組織数（令和7年11月末時点）／対象組織数
（ ）内は前年度数値

※ 国等機関において対象業務がない場合は、分母から除いており、全機関数とは合わない。

9



四国地方整備局

①県部会を中心として自治体支援活動を実施

②自治体支援（工事検査・成績評定の臨場）の活用推進 (１１月末時点)

整

備

局

③国・県等の既存研修制度等の活用推進

連携

臨場

研修
徳島県研修：８６名（２研修等）、香川県研修：１１９名（４研修等）、

愛媛県研修：１７２名（４研修等）、高知県研修：３１名（５研修等）

１５自治体６４名
（３０自治体１０２名）

④総合評価方式において国・県の職員等を学識経験者として活用推進 (1１月末時点)

派遣
県職員等を学識者として派遣した市町

徳島県：８市町、香川県：５市町、愛媛県：９市町、高知県：３市町

・各県部会

第１回県部会・・・徳島県：R7.7.1 香川県： R7.5.29 愛媛県： R7.7.23 高知県： R7.8(Web) 

第2回県部会・・・徳島県： R7.11.6 香川県： R7.11.5(Web) 愛媛県： R7.10.28 高知県： R7.10.29

・発注関係事務に関する全国統一の指標を把握・公表

・発注関係事務の実施状況地域独自指標（R７）について把握・公表

・平準化の取り組みとして市町村キャラバンを実施(４県各ブロック毎に開催)

・発注見通しの公表 ・・・４県、９５市町村、国関係１４機関、４特殊法人のＨＰリンクを公表中

・発注見通し統合版の公表 ・・・４県、９５市町村、国関係１４機関、４特殊法人の情報を県別に統合して公表中

・入札不調・不落状況の把握・・・定期的（毎月）に『四国ブロック不調不落対策ホットライン』として不調・不落情報の報告

合計 ４０８名

・ ７～ ９月 臨場３５名（７自治体）１１工事

・１０～１２月 臨場 ６名（２自治体） ５工事

・ １～ ２月 実施中（対象工事１４件）

各

県

・徳島県： １市町 ２名

・香川県： ５市町２１名

・愛媛県： 実施に向けて調整中

・高知県： なし

合

計

各
県

（）内昨年度実績(延べ)

四国品確協２）市町村への支援活動について 四国品確協
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

国土交通省 四国地方整備局

３）令和７年度 四国品確協の取組状況

四国地方公共工事品質確保推進協議会 事務局
（四国地方整備局 企画部技術管理課）

四国地方公共工事品質確保推進協議会 （第２回）
令和 ８ 年１月２１日
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12

四国品確協

令和７年１１月末現在

（単位：組織数）
上段：R6年度の数値
下段：Ｒ7.11末の数値

四国地方公共工事

品質確保推進協議会

全ての工事で実施

（週休２日実施困難工事除く） 2 (8%) 9 (50%) 6 (29%) 15 (43%)

21 (84%) 7 (39%) 15 (71%) 20 (57%)

2 (8%) 2 (11%) 0 (0%) 0 (0%)

(2) (8) (3) (12)

(21)

(1) (2)

一部の工事で実施

実施に向け検討

基本方針
徳島（２５）

(19)

(4)

県域（県、市町村）

香川（１８） 愛媛（２１） 高知（３５）

(3)

(7)

(17)

令和７年度 公共工事「週休２日」への取り組み（四国全体） 四国品確協



1,481

657

44
211

607

272

■国・県・市町村・法人等、各発注機関の受注者より回答
（約93の発注機関／対象114団体＝約8割）
（3,326の回答（対象工事報告件数の約54％）を収集）

■「週休２日」の実施状況 〔全体：3,326〕
週休２日以上 3,054（92％）（前回80％）
未 実 施 272（ 8％）（前回10％）

■週休２日未実施の理由（上記の未実施の方が回答）〔回答数：404〕
回答数上位
①週休2日対象外工事のため ＝38%（前回24%）

②週休２日をすると全体工期が足りない＝18%（前回14％）

③会社の休日ではなかったため ＝11%（前回18%）

■働き方改革に向け特に必要と感じること〔回答者数：3,326〕
回答数上位
発注時点における週休2日確保可能な工期設定
＝65％（前回項目なし）
週休2日に伴う費用の発注者負担
＝41％（前回47％）

工事関係書類の簡素化＝33％（前回41％）

「全工事週休２日」の取り組み【アンケート結果】 四国品確協

「全工事週休２日」 フォローアップ 工事受注者アンケート

→発注者側の適正な工期設定

→発注者側の適正な積算

※最大２つ回答可能

回 答 概 要

※複数回答あり

令和７年９月が工期に含まれる工事（一部除く）を対象

→週休２日実施が増加

現場閉所の実施状況 Σｎ＝3,326

週休２日を実施できなかった理由（複数選択可）

Σｎ＝404
155

45 42 46

9 12 8

71

16
→適正な工期設定が必要

● 週休２日の対象外工事のため（※対象工事であれば実施した）
● 工程上実施が困難であったため（雨天が多かったなど）
● 第三者の都合により土、日曜日でしか対応できない作業があったため
● 会社の休日ではなかったため
● 休日よりも収益を確保する必要があったため
● 気象条件の関係でその日にしか作業できなかったため
● 維持工事、災害復旧など緊急を要する作業があったため
● 週休２日をすると全体工期が足りない
● その他

●発注時点における週休2日確保可能な工期設定
●週休２日に伴う費用の発注者負担
●工期延期への発注者からの理解・協力
●工程管理方法の変更・導入
● ＩＣＴ活用・機械化・新技術導入への投資・教育
●工事関係書類の簡素化
●作業員・下請け業者への意識改革・教育
●その他

週休２日への対応にあって特に必要と感じること（最大２つ）

→受注者側の制度改革が必要

→徐々に減少している

→発注者側の対応が必要

→発注者側の制度改革が必要 13

38%

18%
11%

Σｎ＝6,158
2,159

1,370

949

90 123

1,106

332
29

65%

41% 33%

●完全週休2日（土日祝）を実施
●完全週休2日（土日）を実施
●月単位の週休2日の実施
●通期の週休2日を実施
●完全週休2日（交替制）を実施
●月単位の週休2日（交替制）を実施
●通期の週休2日（交替制）を実施
●実施できなかった

2331

※回答者数（3,326）に対する％を記載

※

※
※

92%

45%

20% 18%



令和７年度「全工事週休２日」の取り組み【アンケート結果】 四国品確協

「全工事週休２日」 フォローアップ 工事受注者アンケート

令和8年度も取り組みを継続！

■今後の週休２日の取り組み予定 〔全体：3,326〕

回答数
・完全週休２日（土日祝閉所）の実施 ＝ 729  (22%)
・完全週休２日（土日閉所） の実施 ＝1,571  (47%)
・月単位の週休２日 の実施 ＝ 534 (16%)
・通期の週休２日 の実施 ＝ 178  (  5%)
・完全週休２日（交替制） の実施 ＝ 47  (  1%)
・月単位の週休２日（交替制）の実施 ＝ 56  (  2%)
・通期の週休２日（交替制） の実施 ＝ 26  (  1%)

全体の94％（前回84%）が週休２日以上に取り組む予定

■今後の取り組み、「全工事週休２日」について、
「週休2日」の継続実施 ：37％ （前回34%）
土日休日の「完全週休2日」以上の休日の質向上：55％（前回54%）

受注者への週休２日の取り組みが浸透してきている

四国の建設業界全体へ「週休２日」の浸透

「全工事週休２日」について今後の取り組み

252
40

1,215

716

1,103

● 完全週休２日（土日）に祝日加えた取り組みにして欲しい
● 完全週休２日（土日）にして欲しい
● このまま継続して欲しい（週休２日）
● 週休２日より減らして欲しい
● 特に週休２日は希望しない

休日の質の向上
55％

継続実施
37％

Σｎ＝ 3,326

令和８年度以降の「週休２日」への取り組み予定

729

1,571

534

47 56 26

● 完全週休２日（土日祝日現場閉所）
● 完全週休２日（土日現場閉所）
● 月単位の週休2日の実施
● 通期の週休2日の実施
● 完全週休2日（交替制）の実施
● 月単位の週休2日（交替制）の実施
● 通期の週休2日（交替制）の実施
● 特に休日確保についての予定なし

Σｎ＝3,326

14

回 答 概 要

178 185
22%

47%

16%

94%



令和７年度「全工事週休２日」の取り組み【アンケート結果】 四国品確協

「全工事週休２日」は、建設業での令和６年４月からの「労働基準法による時間外労働規制」適用や“週休２日”（４週８休以上）を目
指すことを背景とした四国品確協での「週休２日対象工事の拡大」の取り組みの一環であり、令和７年度は「全工事週休２日（土日現場
閉所」を目標に取り組むもの。
今回、そのフォローアップとして、四国の公共工事で、令和７年９月が工期に含まれる工事（一部除く）を対象として、工事受注者アン
ケートを実施。

発注機関 施工箇所（県）

638

559

1,313

816

61

334

1,212

505
593 621

受注金額

924

426

1,806

170

工事期間（工期） 事業分野

447

193 266

1,396

118 185
108

245
368

主たる工事種別

Σｎ＝3,326

15

71

1,708

1,100

366
81

● 国（四国地方整備局）
● 国（四国地方整備局以外）
● 県
● 市町村
● その他（高速道路会社、法人等）

● 徳島県
● 香川県
● 愛媛県
● 高知県

● 100万円未満
● 100万円～500万円未満
● 500万円～3,000万円未満
● 3,000万円～5,000万円未満
● 5,000万円～1億円未満
● 1億円以上

● 3ヶ月未満
● 3ヶ月～6ヶ月未満
● 6ヶ月～1年未満
● 1年以上

● 河川
● 港湾
● 砂防
● 道路
● 林野土木
● 農業土木
● 都市計画
● 上・下水道
● 営繕



令和７年度「全工事週休２日」の取り組み【アンケート結果】 四国品確協

「週休２日工事」の対象

2,217534

486

週休２日を実施するために取り組んだ内容
（複数選択可）

● 作業手順見直しによる作業効率を高めた
● ICT活用などや機械化・新技術導入で、日々の出来高施工量を高めた
● 人員配置の見直しをして、日々の出来高施工量を高めた
● 工事期間を延ばして対応した
● 別の日に早出や残業を行い、日々の出来高施工量を高めた
● 特段何も変更せず取り組んだ
● 協力業者作業員に周知徹底し意識改革を行った

1,471

516

964

334

141

618

1,096

週休２日の仕事や生活効果・影響
（複数選択可）

● 【良かった点】家族や友人と過ごす時間が増えた
● 【良かった点】自分の趣味や学習の時間が増えた
● 【良かった点】リフレッシュや休養する時間が増えた
● 【良かった点】仕事のストレスが減った
● 【良かった点】仕事の効率や品質が向上した
● 【悪かった点】仕事のストレスが増えた
● 【悪かった点】工程管理が難しくなった
● 【悪かった点】時間外労働や振替出勤が増えた
● 【悪かった点】現場での労働時間が減ったことにより、

手取りが給与が減った
●特段何も効果（変化）はなかった
●その他

1,741

1,154

2,082

770

393 296

1,123

220 318 235
31

● 週休２日への取り組み意識が高まった
● 変わらない
● 下がった

2,260

1,035

18

昨年に比べ週休２日実施へ現場の意識

Σｎ＝3,313
Σｎ＝8,363

Σｎ＝5,140Σｎ＝3,326

16

● 発注者指定型
● 受注者希望型
● 発注者指定型（交替制）
● 受注者希望型（交替制）
● 対象外

35
54



令和７年度「全工事週休２日」の取り組み【アンケート結果】 四国品確協

●ＩＣＴのさらなる活用による労働の負担軽減、週休2日の標準化。
●ICT機械導入をしても作業員の教育に時間を要する。
●自社のケースでは、クラウドでの情報共有が特に時短の効果を感じれました。
●工事書類の簡素化を一段と進めてほしい。
●夏場の作業時間が熱中症や疲れがたまりやすい環境のため工期への余裕を持たせて欲しい。
●昨今の夏期中の異常気象（高温）により作業効率は低下及び熱中症対策に多大な費用を要している。 サマータイム制を取り入
れるとか、経費の見直しが必要である。

●とにかく賃金アップが必要だと思う。
●業界のイメージアップ(ＩＣＴ技術の促進や賃金底上げ等)によりインフラ整備を人気職種へ飛躍させて人手不足を解消し、平日の
進捗率を向上させていくと、より土日が休みやすくなる。結果、土日休みを絶対条件としている今の求職ニーズにも合ってくると思います。

■「週休２日」に取り組むにあたってのご意見・課題など（抜粋）

■建設業の働き方改革、現場の環境改善などに関するご意見、要望（抜粋）

●週休2日を前提とした余裕のある工期設定をお願いしたい。現状では工期が厳しく、週休2日が形骸化している。
●天候や予期せぬトラブルで遅延が発生すると、工期内完工が難しくなる。柔軟な工期延長の仕組みが必要。
●作業は雨による影響があり、作業中止の日もあり、土日の休日には無理がでてくる。
●現場施工期間は河川など非出水期のみの施工で工期が制限されるので余裕を考慮してほしい。
●７月から９月の間は熱中症対策により作業効率が半減している為、工期設定に反映してほしい。
●完全週休２日実施により月当たりの作業日が減少するため、月給でない職人等の所得減とならないよう労務費改善を行い、担い
手の確保にむけて検討願いたい。

●若手の人材確保には週休2日制が有効だが、賃金面の不安があるため、制度の整備が必要。
●下請け業者の週休二日制に対する意識が低い会社がある。もっと周知を徹底してほしい。
●人手不足の中で週休2日を実施するには、作業効率の向上やICT導入が不可欠。
●県単位では週休2日が基本となっているが、各市町村では対応していない場合も多い。県からも働きかけてほしい。県と市町村で制
度が異なると対応が難しい場合が多々ある。

●現場管理者は、現場は休工だが、書類整理で業務を行うことがある。
●働き方改革の意識が高まった。作業効率も上がりプライベート時間が充実して良い効果がたくさんある。

17



四国地方整備局

令和７年度「全工事週休２日」の取り組み【アンケート結果】 四国品確協

100%

91%

98%

国・法人等・県
・市町村含む

国

県

市町村

その他
（高速道路会社

、法人等）

18

徳島県内

国・法人等・県
・市町村含む

国

市町村

その他
（高速道路会社

、法人等）

県

香川県内

国・法人等・県
・市町村含む

国

県

市町村

その他
（高速道路会社

、法人等）

愛媛県内

国・法人等・県
・市町村含む

国

県

市町村

その他
（高速道路会社

、法人等）

高知県内

週休２日実施状況

100%

92%

98%

96%

82%

96%

100%

100%

86%

100%

98%

69%

90%

98%

100%

100%

92%



四国地方整備局

令和７年度「全工事週休２日」の取り組み【アンケート結果】 四国品確協

週休２日実施状況
四国全体

（国・法人等・県・
市町村含む）

19

92%

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

徳島県内市町村

香川県内市町

愛媛県内市町

高知県内市町村

96%

98%

100%

69%

98%

82%

91%

92%

●実施率は4県ともほぼ同じとなっている

●実施率は市町村で香川県・高知県が高い



四国地方整備局

令和７年度「全工事週休２日」の取り組み【アンケート結果】 四国品確協

51
%

66
%

45
%

51%

64%

国・法人等・県
・市町村含む

国

その他
（高速道路会社

、法人等）

県

市町村

20

徳島県内
国・法人等・県
・市町村含む

国

その他
（高速道路会社

、法人等）

県

市町村

香川県内
「全工事週休２日」について今後の取り組み

愛媛県内

国・法人等・県
・市町村含む

国

その他
（高速道路会社

、法人等）

県

市町村

国・法人等・県
・市町村含む

国

その他
（高速道路会社

、法人等）

県

市町村

高知県内

国

県

86%

53%

69%

47%

57%

55%

53%

70%

52%

51%

71%

56%

66%

58%

50%

71%

55%

67%

53%

47%

質の向上を希望



四国地方整備局

令和７年度「全工事週休２日」の取り組み【アンケート結果】 四国品確協

「全工事週休２日」について今後の取り組み

21

四国全体
（国・法人等・県・
市町村含む）

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

徳島県内市町村

香川県内市町

愛媛県内市町

高知県内市町村

55%

47%

52%

53%

50%

58%

57%

51%

47%

●週休２日（土日）以上の希望は、愛媛県が高い

●市町村では週休２日（土日）以上の希望は、徳島県が高い



対象者

ＩＣＴ現地研修会等 自治体職員向け 四国品確協

実施内容

実施目的

四国管内の工事発注事務に関わる職員（国・県・市町村職員）

ＩＣＴを活用した工事、機器を実際に施工業者等から現地等にて学び、実践、体感もした上で今後
の活用を検討し、各発注者として生産性向上を目指すことを目的として取り組む。

◆ＩＣＴ・最新技術を学ぶ：ＩＣＴの活用工事の現状
ＩＣＴ建機、機器、新技術の情報共有 ・ＩＣＴの実践・体感
小規模工事に適用できる技術の講話

ＢＩＭ／ＣＩＭ発注者技術研修（WEB）Ｒ７ｄ取り組み

香川県
日時：令和7年11月4日、5日
場所：四国技術事務所
内容：四国地方整備局の取組み・３次元計測技術の概要

・TLSによる起工測量（実習）・ﾓﾊﾞｲﾙ端末による起
工測量（実習）・３次元点群データ処理（演習）・３
次元設計データ作成（演習）・ﾓﾊﾞｲﾙ端末による３
次元出来形計測（実習）・３次元出来形帳票作成・
納品（演習）

愛媛県
日時：令和８年１月１６日
場所：今治朝倉IC工事現場
内容：建設DX技術活用省人化モデル工事現場見学会

施工管理システム、ダンプ運行管理システム、
ＩＣＴ建機、機器等、最新技術の紹介

四国４県（整備局、自治体職員）
日時：令和７年９月１７日、１０月２１日
場所：WEB
内容：BIM/CIM概要、新基準類の解説、BIM/CIMチャットボット

の活用、建設サイクルでのBIM/CIMの流れ、発注者による
BIM/CIM設計データの確認、BIM/CIM活用事例の紹介、
最新ICT活用事例・ツールの紹介 等

四国４県
日時：令和７年10月７日
場所：WEB
内容：ICT取組みのきっかけ ・ 現在のICT内製化状況 ・

ICT設備投資の状況・ICT取組みの中での苦労と
工夫 ・ ICT取組前と取組後 ・ICT未経験者への助
言等

22



「魅力ある、新しい、カッコイイ建設業」をＰＲ

○ 各機関の取り組みをマスコミ（ＴＶ・新聞）にＰＲし、取り上げて貰う

四国品確協

日本初!世界初!!「現場までゼロ距離」を可能にする
超最先端DX技術を現場で!
徳島の堤防工事現場に整備局オフィシャル広報パー
トナーが潜入（四国地整公式X）（R7.4.18）

高校生が松山外環の工事現場で建設業の魅力を
学ぶ 愛媛・松山市
（R7.8.4）(itvあいテレビ）

夏休みの子どもたちが海の上から港を見学 港や防波
堤の役割を学ぶ【高知】
（R7.7.24）（RKC高知放送）

「建設業に興味がなかったけど興味を持つように
なりました」建設業界について知る出前授業
安芸中学校の生徒250人が参加 高知県建

設業協会青年部連合会が実施
(R7.6.16）（KUTVテレビ高知）

長安口ダム「でっかい」 那賀で小学生が見学
（R78.30）（徳島新聞）

建設業の魅力、若い世代に 県協会がインターン
シップ ３高校１２５人受け入
（R7.6.19）四国新聞
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データ集計：新・全国統一指標【工事・過年度からの推移】 四国品確協
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目標値0.9以上



データ集計：新・全国統一指標【業務・過年度からの推移】 四国品確協
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データ集計：新・全国統一指標【工事・過年度からの推移】 四国品確協
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データ集計：新・全国統一指標【業務・過年度からの推移】 四国品確協
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データ集計：地域独自指標【工事・過年度からの推移】 四国品確協
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データ集計：地域独自指標【工事・過年度からの推移】 四国品確協
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データ集計：地域独自指標【工事・過年度からの推移】 四国品確協
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データ集計：地域独自指標【業務・過年度からの推移】 四国品確協
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データ集計：地域独自指標【業務・過年度からの推移】 四国品確協
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

国土交通省 四国地方整備局

令和７年度 各県部会の取組について

四国地方公共工事品質確保推進協議会（第２回）

令和８年１月２１日

資料－３

四国地方公共工事品質確保推進協議会 1



四国地方整備局

令和７年度 徳島県部会の取組み

■県部会の開催
第１回 令和７年７月１日（Ｒ７活動方針の確認、各指標のＲ６実施状況確認、Ｒ６市町村支援報告 等）

第２回 令和７年11月６日（各指標のＲ７実施状況確認、Ｒ７市町村支援報告、Ｒ８活動方針(案)の提示 等）

■発注関係事務の実施状況（県＋24市町村）［R8.1末時点］
●新・全国統一指標 ●地域独自指標

◆工事 ◆必ず実施すべき事項 工事 業務
 ○施工時期の平準化（目標値：0.90以上）  ○予定価格の原則事後公表 25 25

(R6)県全体：0.76  県：0.81  市町村：0.69  ○適正な設計変更 25 －

 ○適正な工期設定（目標値：1.0）

(R6)県全体：0.99  県：0.996  市町村：－ ◆実施に努める事項 工事 業務
 ○ダンピング対策（目標値：1.0）  ○ＩＣＴを活用した生産性向上 2 25

(R6)県全体：0.99  県：1.00  市町村：0.99  ○入札契約方式の選択・活用

 　・プロポーザル方式，総合評価落札方式の導入 22 23

◆業務  　・工事成績評定の実施 25 －

 ○履行期限の分散（目標値：0.40未満）  ○余裕期間制度の活用 7 －

(R6)県全体：0.42  県：0.42  市町村：－  ○受注者との情報共有，協議の迅速化

 ○ダンピング対策（目標値：1.0）  　・ワンデーレスポンスの実施 25 －

(R6)県全体：1.00  県：1.00  市町村：－  　・設計変更審査会の実施 25 －

 　・三者会議の実施 25 －

 　・ウイークリースタンスの実施 － 9

 　・スケジュール管理表などによる情報共有の実施 － 5

 ○発注見通しの統合・公表 － 23

達成 達成

達成

達成

達成

達成

達成

達成
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四国地方整備局

■主な市町村支援内容について［R8.1末時点］

令和７年度 徳島県部会の取組み

◆個別支援

〇市町村が実施する総合評価の意見聴取

・県の担当者への意見聴取 ⇒ Ｒ７実績：８市町 延べ77件

◆技術力向上のための取組み

〇土木技術者を対象とした各種研修の開催

・技術管理等説明会（積算基準等の説明）
・土木技術者職員研修 ⇒ Ｒ７実績：２研修等 延べ86名参加
（新規採用職員，新任役職別）

〇県工事における臨場検査の実施 ⇒ Ｒ７実績：２回 １町 延べ２名参加

◆事務負担軽減のための取組み

〇入札参加資格審査申請の市町村との共同受付
・市町村の事務の合理化・効率化 ⇒ Ｒ２までに全ての市町村で実施

〇電子入札システムの共同利用
・業務の効率化，システム導入費及び運用経費の削減 ⇒ 現時点まで16市町で実施

3



業 務 県 市町

履行期限の
分散

（目標値：0.40未満）

R6：0.35
（R5：0.34） －

ダンピング
対策

（目標値：1.0）

R6：1.0
（R5：1.0） －

工 事 県 市町 県＋市町

施工時期の
平準化

（目標値：0.90以上）

R6：0.91
（R5：0.94）

R6：0.53
（R5：0.59）

R6：0.77
（R5：0.81）

週休２日の
実施状況

（目標値：1.0）

R6：1.0
（R5：1.0） － －

ダンピング
対策

（目標値：1.0）

R6：1.0
（R5：1.0）

R6：0.96
（R5：0.96）

R6：0.98
（R5：0.98）

令和７年度 香川県部会の取組

第１回 令和７年５月29日（取組方針、指標の実施状況の把握 等）
第２回 令和７年11月５日（実施状況の把握、県部会の活動状況報告 等）

令和８年１月時点、「 － 」は調査対象外

達成

■新・全国統一指標 ■地域独自指標

達成

達成

達成

達成

必ず実施すべき
事項 工 事 業 務

予定価格の公表 １８／１８団体 １８／１８団体

適正な設計変更 １８／１８団体 －

達成

達成

実施に努める事項 工 事

ICTを活用した
生産性向上 ２／１８団体

入札契約方式の
選択・活用

①総合評価落札方式
②工事成績評定

①１４／１８団体

②１１／１８団体

余裕期間制度の活用 ６／１８団体

受注者との情報共有、
協議の迅速化

①ワンデーレスポンス
②設計変更審査会
③三者会議の実施

①１６／１８団体

②１８／１８団体

③１５／１８団体

達成

実施に努める事項 業 務

ICTを活用した
生産性向上 １６／１８団体

入札契約方式の
選択・活用

プロポーザル方式、
総合評価落札方式

１４／１８団体

受注者との情報共有、
協議の迅速化

①ウイークリースタンス
②スケジュール管理表な
どによる情報共有の実施

①１０／18団体

② ９／18団体

発注見通しの統合・公表 １８／１８団体

達成
達成

１県部会の開催

２発注関係事務の実施状況（県＋17市町）

・県は四国品確協の目標値を達成
・市町の取組推進のため、働きかけを継続 4



〇市町土木技術相談室
・各出先事務所に設定
・入札、契約、技術に関する相談窓口

〇基準等に関する支援
・国や県の基準が掲載されているＨＰを紹介

〇県工事検査への臨場
・土地改良や建築も実施（７月～11月） 〇市町事業の積算支援、施工管理受託

〇研修の開催
・CAD、積算、監督業務、災害復旧、

道路計画、建設DX 等

（１）目標１：全ての市町で週休２日を導入
（全て or 一部の工事で実施）

R6協議会
（R6.12月時点）

１０
R7協議会

（R7.11月時点）

１５

残り２団体もR8.4月から導入予定

／１７ （検討中）
０ ／１６

相談件数（事務所）

６４件（10月時点）

６回開催

５市町２１名が参加

１７回開催予定

１６２名が参加（16回まで）

〇市町の総合評価委員会へ職員派遣
・学識経験者支援として委嘱
・市町土木技術相談室の室長を派遣

〇土木技術職員スキルアッププランの公表
・新規採用時から土木技術職員として必要な

技術的能力の習得をサポート

５市町

ため池改修工事

令和８年１月時点

積算支援：１町３件
施工管理：２市町２件

（２）目標２：主要な未導入項目を１つ検討

（３）技術・業務支援

令和７年度 香川県部会の取組

３県部会の活動内容について

※１団体は主要項目を導入済み

※引き続き、来年度も導入に向けて検討
※さらに、R8検討項目も設定済み令和８年度からは全団体で週休２日を導入
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愛媛県令和７年度 愛媛県部会の取り組み

第１回 7月23日 国･県の今年度の取組予定、指標の実施状況把握、市町の課題抽出など
第２回 10月28日 国･県の今年度の取組紹介、指標達成に向けた今後の取組計画、意見交換など

１ 施工時期の平準化（全機関において第１段階として0.8以上を目標として取組みの推進に努める。）

２ 週休2日対象工事の設定（市町においても、週休2日の取組みを推進する。）

３ 適正な設計変更（市町における設計変更ガイドラインの策定、適正な設計変更）

研修

業務
支援

受委
託等

人事
交流

相談

・土木職員技術研修（11市町）
・工事検査実地研修（実施予定）
・社会基盤ﾒﾝﾃﾅﾝｽｴｷｽﾊﾟｰﾄ養成講座

・入札制度や積算基準等の情報提供（20市町）
・総合評価学識経験者意見聴取の共同実施（19市町）
・電子入札ｼｽﾃﾑの共同利用（20市町）
・成績評定ｼｽﾃﾑのﾃﾞｰﾀ提供（10市町）

・県市町間の技術職員の交流
（県→1市 計2名、1市→県 1名）

・市町の道路施設点検を県が受託（5市町）
・離島の県道ﾊﾟﾄﾛｰﾙを町に委託（1町）
・降雪時の道路の交換除雪の実施（1市）

・業務に関する相談窓口を設置
（県庁及び５地方機関）

市町
ｷｬﾗﾊﾞﾝ

県部会の開催

発注者間（県･市町）の連携･支援

令和７年度の活動方針に対する取組状況

平準化率（Ｒ６年度 ）県域 0.76（県0.82、市町全体 0.63（0.7以上：6市町（全市町の30%）））

導入済：20市町

設計変更ガイドラインを20市町（全市町完了）で策定済（Ｒ6年度）
４ ICTを活用した工事、業務を普及させるための取組みの推進。

ICTトップセミナーの開催、WEB会議の活用（業務）：20市町（全市町完了）

・市町からの要望に対して実施
（西条市、東温市(予定)）

達成

達成

達成 6



愛媛県令和７年度 愛媛県部会の取り組み

地域独自指標（工事） 達成自治体数
予定価格の原則事後公表 21
適正な設計変更（設計変更ガイドライン等の明示） 21
ICTを活用した生産性向上 11
入札契約方式の選択・活用 -

総合評価落札方式の導入
工事成績評定の取組み

21
21

余裕期間制度の活用 14
受注者との情報共有・協議の迅速化 -

ワンデーレスポンスの実施
設計変更審査会の開催
三者会議の実施

20
16
18

地域独自指標（業務） 達成自治体数
予定価格の原則事後公表 21
ICTを活用した生産性向上 21
入札契約方式の選択・活用 15
受注者との情報共有や協議の迅速化等 -

①ウイークリースタンスの明示
②スケジュール管理表などによる情報共有

12
11

発注見通しの統合・公表 21

全国統一指標 目標値（Ｒ６） 現状の指標分類
施工時期の平準化（工事） 0.9以上 0.9以上 0.9～0.8 0.8～0.7 0.7～0.6 0.6以下

①平準化率（Ｒ5年度実績）件数 0 4 3 3 11

発注関係事務の実施状況（県＋20市町の目標達成状況）

達成

達成

達成

達成

令和８年１月現在

達成

達成

達成
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１．県部会の開催（対象：34市町村、県、国）
◆第１回 Ｒ7.7.8（WEB会議）

◆第２回 Ｒ7.10.29（高知市会場およびWEB会議）

※第２回は、課題の共有・改善策等について、より実務的な意見交換ができるよう、県内３会場で分割開催していたが、

スケジュールの都合から、今年度は１会場のみの開催とした。

令和７年度 高知県部会の取り組み

２．発注関係事務の実施状況
必ず実施すべき事項 工事 業務

【工事③業務②】予定価格の原則事後公表 ３５／３５ ３５／３５

【工事⑥】適切な設計変更
設計図書に「設計変更ガイドライン」等の明示を行い、施工
条件の変化等に応じた適切な設計変更を行えるようにしている。

３５／３５ －

実施に努める事項（工事） 工事

【工事①】ICTを活用した生産性向上 1／３５

【工事②】工事の性格等に応じた入札契約
方式の選択・活用

・総合評価落札方式の導入
・工事成績評定の導入

15／３５
12／３５

【工事④】余裕期間制度の活用 10／３５

【工事⑤】受注者との情報共有、協議の
迅速化

・ワンデーレスポンスの実施
・設計変更審査会等の実施
・三者会議の実施 16／３５

実施に努める事項（業務） 業務

【業務①】ICTを活用した生産性向上 20／３５

【業務②】入札契約方式の選択・活用 ８／３５

【業務③】受注者との情報共有、協議の
迅速化

・ウィークリースタンスに関する事項
を設計図書に明示し実施

・スケジュール管理表などによる情報
共有に関する事項を設計図書に明示
し実施

35／３５

19／３５

【業務④】発注見通しの統合・公表 35／３５

↑UP

↑UP

↑UP
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令和７年度 高知県部会の取り組み

３．週休２日工事の推進
①建設業における労働環境改善の取り組みを推進するため、週休２日制工事での発注を継続。

・原則、全ての工事

→「週休２日制工事」

・社会的要請により早期の工事完成が必要な工事等

→「週休２日交替制工事」

※市町村に対して、県要領などの資料提供と相談受付

②標準工事日数の見直し（適正な工期の確保）

「直轄土木工事における適正な工期設定指針」や ｢猛暑日｣

の見直しに伴い、土木工事標準工事日数を改定。

・単価適用日が令和７年７月１日以降の工事に適用

・従前に比べ、一部の工種で５～20日程度の日数増

４．各種支援等の継続
・積算基準・単価、技術関係通達などの情報提供

・積算基準の改定説明や市町村職員を対象とした研修

・高知県建設技術公社による発注者支援業務

積算システムの提供、ヘルプデスク、

建設工事に係る積算・監督・検査業務

・入札参加資格審査申請の市町村との共同受付開始

・電子入札システムの市町村との共同利用開始（19市町村）

・ICT活用工事に関する研修会の開催

ICTトップランナー研修会、i-Construction講座（WEB）

ICT技術研修会［３次元データ作成等］

＜高知県におけるICT活用工事 実施状況の推移＞

＜週休2日工事のR7取組状況＞

県
R7.10末時点

市町村
R7.10末時点

取組状況
原則、

全ての工事で実施
全ての市町村で実施
（34/34）

取組件数 780件 852件

県発注

9



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

国土交通省 四国地方整備局

第三次・全国統一指標、地域独自指標について

四国地方公共工事品質確保推進協議会 事務局
（四国地方整備局 企画部技術管理課）

四国地方公工事品質確保推進協議会（第２回）
令和８年１月２１日

1

１）四国品確協における指標の設定項目について
２）四国品確協における指標の目標値及び

基準値（Ｒ６年度実績値）について
３）令和７年度協議会のスケジュールについて

資料ー４



全国統一指標の新たな設定方針
○令和６年の品確法改正に伴い、新たな全国統一指標を設定し、取組を強化していく。

○これまでの取組状況等も踏まえ、統一指標に加えて、地域ブロック毎に「地域独自指標」を設定し、取組を

推進する。

「第三次・全国統一指標」 ＋「地域独自指標」の設定
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①地域平準化率（閑散期のボトムアップ・繁忙期のピークカット）
地域ブロック単位・県域単位で、国等・都道府県・市区町村の発注工事の稼働件数
から算出した平準化率（閑散期のボトムアップ・繁忙期のピークカット）

※地域平準化率の内訳となる各団体別の平準化率（閑散期のボトムアップ・繁忙期のピークカット）
※コリンズデータを用いて前年度実績により算出
※計算方法は別紙参照。当該月に工期が含まれるものを稼働件数に含める。

→品確法等の改正や現行指標の課題を踏まえ変更

②週休２日の達成状況（休日の確保）
地域ブロック単位・県域単位で、国等・都道府県・政令市の発注工事の実際の
週休２日の達成状況（４週８休以上達成状況）
※工事対象期間（着手日から完成日の間）において、実際に４週８休以上（現場閉所・交代制問わず）を行ったと

 認められる工事の割合

※計算方法：
該当年度に完了した工事（災害緊急復旧工事等を除く）のうち、実際に４週８休以上（現場閉所・交代制問わず）行ったと認められる工事件数

該当年度の工事完了件数（災害緊急復旧工事等を除く）
（注1.該当年度は実績値を算出する年度のこと）
（注2.これまでと同様に災害緊急復旧工事以外で週休2日達成の集計対象から除く工事は各地域ブロックで判断。対象にならないとの説明がつくものとすること。）

→品確法等の改正や現行指標の達成状況を踏まえ変更

第三次・全国統一指標 工事

※新・全国統一指標からの変更箇所は赤字で示す。
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③低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定状況（ダンピング対策）
県域単位で、都道府県・市区町村の発注工事に対する低入札価格調査基準
又は最低制限価格の設定割合
※調査対象は、都道府県・政令市は４００万円を超える工事（随契除く）、市区町村は２００万円を超える工事（随契除く）。

第三次・全国統一指標 工事

※新・全国統一指標からの変更箇所は赤字で示す。

→改正地方自治法施行令の施行※（R7.4.1～）を踏まえ、調査対象を変更
※少額随意契約の基準額が改正された

s883121
テキスト ボックス
4




工期

工事名と工期 過年度 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 翌年度

い工事：前年度11/3～9/26

ろ工事：6/5～1/13

は工事：9/17～3/28

に工事：1/21～翌年度5/25

各月における工事稼働件数 １件 １件 ２件 ２件 ２件 2件 ２件 ２件 ２件 ３件 3件 ２件

年度全体の月平均工事稼働数 24÷12

4-6月期の月平均工事稼働数 4÷3

1-3月期の月平均工事稼働数 8÷3

① 当該年度に稼働した工事の工期を把握し、各月における工
事稼働件数をカウント

② ４～６月において、１月あたり平均何件の工事が稼働したか
（上記青枠内の「４ー６月期の月平均工事稼働数」）を算出
③ 当該年度全体において、１月あたり平均何件の工事が稼働
したか（緑枠内の「年度全体の月平均工事稼働数」）を算出
④ 「４ー６月期の月平均工事稼働数」を「年度全体の月平均
工事稼働数」を割ることで平準化率を算出

① 当該年度に稼働した工事の工期を把握し、各月における工
事稼働件数をカウント

② １～３月において、１月あたり平均何件の工事が稼働したか
（上記赤枠内の「１ー３月期の月平均工事稼働数」）を算出
③ 当該年度全体において、１月あたり平均何件の工事が稼働
したか（緑枠内の「年度全体の月平均工事稼働数」）を算出
④ 「１ー３月期の月平均工事稼働数」を「年度全体の月平均
工事稼働数」を割ることで平準化率を算出

平準化率（閑散期のボトムアップ・繁忙期のピークカット）の考え方の比較

〇平準化率(閑散期のボトムアップ)とは、通常閑散期である４～６月期における公共工事の稼働状況を年度平均と比較した指標
〇平準化率(繁忙期のピークカット)とは、通常繁忙期である１～３月期における公共工事の稼働状況を年度平均と比較した指標

平準化率(繁忙期のピークカット)の計算方法

※工事稼働件数は、稼働日数に関わらず各月１件ずつカウント （例えば、工期が4/1～5/1の工事の場合、４月と５月の工事の稼働件数はそれぞれ１件としてカウント）

平準化率(閑散期のボトムアップ)の計算方法

（1～3月期の月平均工事稼働数） 
（年度全体の月平均工事稼働数） 

＝
8÷3 
24÷12

＝1.33
（4～6月期の月平均工事稼働数） 
（年度全体の月平均工事稼働数） 

＝
4÷3 
24÷12

＝0.67

双方の平準化率を1.00に近づけていく必要
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第三次・全国統一指標 測量、調査及び設計（業務）

①地域平準化率（履行期限の分散）
地域ブロック単位・県域単位で、国等、都道府県、政令市の発注業務
の第４四半期履行期限設定割合
※テクリスデータ等を用いて集計時の前年度実績により算出

②低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定状況（ダンピング対策）
県域単位で、都道府県、市区町村の発注業務に対する
低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定割合

     ※土木コンサルタント、測量、地質、建築コンサルタント業務を対象
※都道府県、政令市は２００万円を超える業務、市区町村は１００万円を超える業務（随契除く）。

※新・全国統一指標からの変更箇所は赤字で示す。

→調査対象を市区町村まで拡大
→改正地方自治法施行令の施行※（R7.4.1～）を踏まえ、調査対象を変更
※少額随意契約の基準額が改正された

s883121
テキスト ボックス
6




四国地方整備局

１）四国品確協における指標の設定項目 四国品確協

【工事】 【業務】

運用指針改正の主なポイント 今回設定した指標

必
ず
実
施
す
べ
き
事
項

①地域の実情等を踏まえた発注
【内容充実】 ー ー

②予定価格の適正な設定 ー 予定価格の原則事後公表

③歩切りの根絶 ー （H28.12全国歩切実施ゼロ）

④適切な工期設定

全国統一指標②
（見直し継続）

週休２日工事の達成状況
（国等、県）

地域独自指標① 週休２日工事の達成状況
（市町村）

⑤施工時期の平準化【内容充実】 全国統一指標①
（見直し継続）

地域平準化率
（国等、県、市町村）

⑥低入札価格調査制度の基準価格又は
最低制限価格の設定・活用の徹底等

全国統一指標③
（継続）

低入札価格調査基準又は最低制限価格
の設定
（県、市町村）

⑦適切な設計変更 ー 設計変更ガイドラインの策定

⑧スライド条項の設定等【新】 地域独自指標②

「賃金または物価の変動に基づく請負
代金額の変更」についてを契約書に記
載し実施
（国等、県、市町村）

実
施
に
努
め
る
事
項

①情報通信技術を活用した生産性向上
【内容充実】

地域独自指標③
（継続）

情報通信技術を活用した工事の状況
（国等、県、市町村）

②「総合的に価値の最も高い資材等」
の活用【新】 ー ー

③工事中の施工状況の確認 ー ー

④週休２日の質の向上【内容充実】 ー 「適切な工期設定で対応」

⑤受注者との情報共有、協議の迅速化
【内容充実】

地域独自指標④
（見直し継続）

スリム化ガイドラインの適用、設計変
更協議会、三者会議等の実施
（国等、県、市町村）

⑥維持管理を広域的に行う連携体制の
構築【新】 ー ー

⑦参加者確認型随意契約方式の活用
【新】 ー ー

運用指針改正の主なポイント 今回設定した指標

必
ず
実
施
す
べ
き
事
項

①地域の実情等を踏まえた発注
【内容充実】 ー ー

②予定価格の適正な設定 ー 予定価格の原則事後公表

③適正な履行期間の設定 ー （約款追加 著しく短い工期禁止）

④履行期間の平準化【内容充実】 全国統一①
（継続）

地域平準化率
（国等、県）

⑤低入札価格調査制度の基準価格又
は最低制限価格の設定・活用の徹底
等

全国統一②
（見直し継続）

低入札価格調査基準又は最低制限価格の設
定
（県、市町村）

⑥適切な設計変更 ー （設計変更ガイドラインの作成）

実
施
に
努
め
る
事
項

①情報通信技術を活用した生産性向
上

地域独自指標①
（見直し継続）

情報通信技術を活用した業務の状況
（国等、県、市町村）

②プロポーザル方式・総合評価落札
方式の積極的な活用

地域独自指標②
（継続）

プロポーザル方式、総合評価落札方式の導
入
（国等、県、市町村）

③履行状況の確認 ー ー

④受注者との情報共有、協議の迅速
化【内容充実】

地域独自指標③
（継続）

ウイークリースタンスの適用
スケジュール管理表などによる情報共有
（国等、県、市町村）

⑤参加者確認型随意契約方式の活用
【新】 ー ー
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四国地方整備局
２）四国品確協における指標の目標値及び基準値（Ｒ６年度実績値）について 四国品確協

No 第三次・全国統一指標
四国
地域

県域

徳島県 香川県 愛媛県 高知県

工
事

①

地域平準化率
（施工時期の平準化）

（0.75）
1.00

（0.76）
1.00

（0.77）
1.00

（0.76）
1.00

（0.66）
1.00

地域平準化率
（施工時期の平準化）

（1.08）
1.00

（1.09）
1.00

（1.06）
1.00

（1.06）
1.00

（1.14）
1.00

②
週休２日工事の達成状況
（適正な工期設定）

（0.78）
1.00

（0.76）
1.00

（0.80）
1.00

（0.56）
1.00

（0.95）
1.00

③
低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定
（ダンピング対策） －

（0.99）
1.00

（0.98）
1.00

（0.99）
1.00

（0.99）
1.00

業
務

①
地域平準化率
（履行期限の分散）

（0.45）
0.40未満

（0.42）
0.40未満

（0.35）
0.40未満

（0.49）
0.40未満

（0.49）
0.40未満

②
低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定
（ダンピング対策） －

（0.89）
1.00

（0.80）
1.00

（0.69）
1.00

（0.91）
1.00

＜閑散期のボトムアップ＞
４～６月期の工事平均稼働件数
年度の工事平均稼働件数

週休２日達成工事件数
工事完了件数

設定した入札件数
年度の発注工事件数

第４四半期（１～３月）に完了する業務件数
年度の業務稼働件数

設定した入札件数
年度の発注業務件数

（上段）：令和６年度の実績値

下段 ：令和11年度の目標値◆第三次・全国統一指標

◆地域独自指標

◆地域独自指標は、令和１１年度（２０２９年）までに １００％達成 を目標とする。

＜繁忙期のピークカット＞
１～３月期の工事平均稼働件数
年度の工事平均稼働件数

調査対象：国等、県、市町村
コリンズ登録データ
契約金額500万円以上の工事

調査対象：国等、県、市町村

年度に完了した工事 災害復旧、緊急工事等やむを得ない場合及び、工期
が1週間に満たない小規模工事を除く調査対象：国等、県

コリンズ登録データ
契約金額500万円以上の工事

調査対象：県、市町村
県400万円を超える工事
市町村200万円を超える工事

調査対象：国等、県 100万円以上の業務

調査対象：県、市町村
県200万円を超える業務
市町村100万円を超える業務
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四国地方整備局

N
o

第三次・全国統一指標 目標値
四国
地域

国等
機関

県域（県、市町村）

徳島県 香川県 愛媛県 高知県

工
事

①

地域平準化率
（施工時期の平準化）

1.00 3/106
3%

1/7
14%

1/25
4%

0/18
0%

0/21
0%

1/35
3%

地域平準化率
（施工時期の平準化）

1.00 22/106
21%

3/7
43%

4/25
16%

3/18
17%

5/21
24%

7/35
20%

②
週休２日工事の達成状況
（適正な工期設定）

1.00 ２／９
22%

２／５
40%

０／１
0%

０／１
0%

０／１
0%

０／１
0%

③
低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定
（ダンピング対策）

1.00 － －
23/25
92%

13/18
72%

19/21
90%

31/35
89%

業
務

①
地域平準化率
（履行期限の分散）

0.40
未満

１／９
11%

０／５
0%

０／１
0%

１／１
100%

０／１
0%

０／１
0%

②
低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定
（ダンピング対策）

1.00 － －
9/25
36%

6/18
33%

2/21
10%

22/35
63%

＜閑散期のボトムアップ＞

＜繁忙期のピークカット＞

調査対象：国等、県、市町村
1.00以上を集計

調査対象：国等、県、市町村
1.00以下を集計

調査対象：国等、県

調査対象：県、市町村

調査対象：国等、県

調査対象：県、市町村

◆第三次・全国統一指標 組織数を整理 ※１ 令和６年度の実績を基に、令和11年度の目標値の達成組織数／対象組織数
を整理。

※２ 国等機関において対象工事・業務がない場合は、分母から除いており、全機関数とは合わない。

9

２）四国品確協における指標の目標値及び基準値（Ｒ６年度実績値）について
四国品確協



四国地方整備局

四国品確協における指標の目標値（案）

◆地域独自指標 組織数を整理

No 地域独自指標 目標値
四国
地域

国等
機関

県域（県、市町村）

徳島県 香川県 愛媛県 高知県

工
事

①
週休２日工事の達成状況
（適切な工期設定） ◎実施 － －

0/24
0%

2/17
12%

0/20
0%

9/34
26%

② スライド条項の設定等 ◎実施
94/113
83%

11/14
79%

17/25
68%

13/18
72%

18/21
86%

35/35
100%

③
情報通信技術を活用した生
産性向上 ◎実施

16/113
14%

6/14
43%

1/25
4%

2/18
11%

6/21
29%

1/35
3%

④
受注者との情報共有、

協議の迅速化（スリム化ガイ
ドラインを適用）

◎実施
16/113
14%

4/14
29%

5/25
20%

0/18
0%

7/21
33%

0/35
0%

⑤
受注者との情報共有、

協議の迅速化（設計変更審
査会を実施）

◎実施
74/113
65%

6/14
43%

25/25
100%

18/18
100%

16/21
76%

9/35
26%

⑥
受注者との情報共有、協議
の迅速化（三者会議を実施） ◎実施

77/113
68%

5/14
36%

25/25
100%

14/18
78%

17/21
81%

16/35
46%

※２ 国等機関において対象工事がない場合は、分母から除いており、全機関数とは合わない。

※１ 令和６年度の実績を基に、令和11年度の目標値の達成組織数／対象組織数を整理。

調査対象：市町村
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四国地方整備局
２）四国品確協における指標の目標値及び基準値（Ｒ６年度実績値）について

◆地域独自指標 組織数を整理

No 地域独自指標 目標値
四国
地域

国等
機関

県域（県、市町村）

徳島県 香川県 愛媛県 高知県

業
務

①
情報通信技術を活用した生
産性向上 ◎実施

13/112
12%

5/13
38%

2/25
8%

2/18
11%

2/21
10%

2/35
6%

②
プロポーザル方式、総合評
価落札方式の積極的な活用 ◎実施

60/112
54%

8/13
62%

23/25
92%

14/18
78%

7/21
33%

8/35
23%

③
受注者との情報共有、協議
の迅速化（ウィークリースタン
スの実施）

◎実施
72/112
64%

8/13
62%

9/25
36%

9/18
50%

11/21
52%

35/35
100%

④
受注者との情報共有、

協議の迅速化（スケジュール
管理表などによる情報共有）

◎実施
52/112
46%

9/13
69%

5/25
20%

8/18
44%

11/21
52%

19/35
54%

※２ 国等機関において対象工事がない場合は、分母から除いており、全機関数とは合わない。

※１ 令和６年度の実績を基に、令和11年度の目標値の達成組織数／対象組織数を整理。
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四国地方整備局

工 事 業 務

指標概要

①施工時期の平準化 ② 適正な工期設定
③ 低入札調査基準価格又は最低
制限価格の設定・活用の徹底等

（ダンピング対策）
①履行期間の平準化

②低入札調査基準価格又は最低
制限価格の設定・活用の徹底等

（ダンピング対策）

◆地域平準化率
（施工時期の平準化）

◆週休２日対象工事の
達成状況

◆低入札調査基準価格又は
最低制限価格の設定状況

◆地域平準化率
◆低入札調査基準価格又は
最低制限価格の設定状況

調査対象：国等、県、市町村 調査対象：国等、県 調査対象：県、市町村 調査対象：国等、県 調査対象：県、市町村

（データ時点：令和6年度） （データ時点：令和6年度） （データ時点：令和6年度） （データ時点：令和6年度） （データ時点：令和6年度）

指標分類 指標分類 指標分類 指標分類 指標分類 指標分類

定義

◆国等、都道府県、市区町村の発注工事の稼働件数から
算出した平準化率。
◆地域ブロック単位・県域単位で公表

◆国等、都道府県の発注工事の実際の週休
２日達成状況
◆地域ブロック単位・県域単位で公表

◆都道府県、市区町村の発注工事に対
する低入札調査基準価格又は最低制限
価格の設定割合。
◆県域単位で公表

◆国等、都道府県の発注業務の第４四
半期履行期限設定割合。
◆地域ブロック単位・県域単位で公表

◆都道府県、市町村の発注業務に対す
る低入札価格調査基準又は最低制限価
格の設定割合。
◆県域単位で公表

Ｒ１１年度までの
目標値

閑散期 繁忙期
(４－６月) (１－３月)

◆四国地域：１．００ １．００
◆徳島県 ：１．００ １．００
◆香川県 ：１．００ １．００
◆愛媛県 ：１．００ １．００
◆高知県 ：１．００ １．００

◆四国地域：１．００
◆徳島県 ：１．００
◆香川県 ：１．００
◆愛媛県 ：１．００
◆高知県 ：１．００
※災害復旧、緊急工事等やむを得ない場合
及び、工期が１週間に満たない小規模工事
を除く

◆徳島県：１．００
◆香川県：１．００
◆愛媛県：１．００
◆高知県：１．００

◆四国地域：０．４０未満
◆徳島県 ：０．４０未満
◆香川県 ：０．４０未満
◆愛媛県 ：０．４０未満
◆高知県 ：０．４０未満

◆徳島県：１．００
◆香川県：１．００
◆愛媛県：１．００
◆高知県：１．００

基準値

Ｒ６実績値 閑散期 繁忙期
(４－６月) (１－３月)

◆四国地域：０．７５ １．０８
◆徳島県 ：０．７６ １．０９
◆香川県 ：０．７７ １．０６
◆愛媛県 ：０．７６ １．０６
◆高知県 ：０．６６ １．１４

◆工事件数等の規模が小さい場合、状況によって年度で
バラツキが生じる場合もあるが、Ｒ６年度までの目標値
（閑散期：０．９以上）を達成している機関もあり、発
注者の責務として取り組んでいかなければならない重要
なテーマであることを踏まえ、５年後の目標値として閑
散期１．０、繁忙期１．０を設定することは妥当と考え
る。

Ｒ６実績値
◆四国地域：０．７７８
◆徳島県 ：０．７６３
◆香川県 ：０．７９６
◆愛媛県 ：０．５６１
◆高知県 ：０．９５４

◆四国品確協の目標として全工事週休２日
（土日現場閉所）を推進しており、原則全
工事を対象として週休２日の達成を目指す。
（ただし、災害復旧や緊急事態等やむを得
ない事象が発生した場合及び、工期が1週間
に満たない小規模工事は除く。）

Ｒ６実績値
◆徳島県：０．９９
◆香川県：０．９８
◆愛媛県：０．９９
◆高知県：０．９９

◆工事の品質確保等のための必要な措
置として、原則全工事に低入札調査基
準価格又は最低制限価格等を設定する
ことで、ダンピング受注の防止を図る
ものとする。

Ｒ６実績値
◆四国地域：０．４５
◆徳島県 ：０．４２
◆香川県 ：０．３５
◆愛媛県 ：０．４９
◆高知県 ：０．４９

◆令和６年度までの実績値を踏まえ、
０．４未満の目標設定を継続する。

Ｒ６実績値
◆徳島県：０．８９
◆香川県：０．８０
◆愛媛県：０．６９
◆高知県：０．９１

◆業務の品質確保等のための必要な措
置として、原則全工事に低入札調査基
準価格又は最低制限価格等を設定する
ことで、ダンピング受注の防止を図る
ものとする。

第三次・全国統一指標の目標値及び基準値（令和６年度実績値） 四国品確協
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四国地方整備局

必ず実施すべき事項 実施に努める事項

指標
項目

②予定価格
の適正な設定

③歩
切り根
絶

②予定
価格の
原則事
後公表

⑤施工
時期の
平準化

④適正
な工期
設定

④適切な工期設定
⑦適正
な設計
変更

⑦適正
な設計
変更

⑧スライド条項の設
定等

①情報通信技術を活
用した生産性向上

○工事の性格等に
応じた

入札契約方式の選
択・活用

○見
積りの
活用

○余裕期間制度の活用
⑤受注者との情報共有、

協議の迅速化

○発注
見通し
の統
合・公
表

最新の積算
基準の適用

最新の労務
単価等の適
用（年度途
中に改訂が
あった場合
は見直す）

（全ての工
事で歩切り
なし）

事後公表とし
ている、また
は、事前公表
の場合でも、
適否につい
て十分検討し、
建設業者の
技術力や経
営力による適
正な競争を
損ねる弊害
が生じないよ
う適切に取り
扱っている

発注見通し
情報の共有
化（地整発注
見通し情報
へのＨＰリン
ク）

施工に必要
な日数の設
定（準備・後
片付け・雨
天・休日等不
稼働日等の
考慮）

週休２日工事の達成

状況（市町村）

施工条件の
変化等に応
じた適切な設
計変更（精算
変更（請負代
金額や工期
の適切な変
更）の実施）

設計図書に
「設計変更
ガイドライ
ン」等の明
示を行い、
施工条件の
変化等に応
じた適切な
設計変更が
行えるよう
にしている

「賃金または物価の変動
に基づく請負代金額の変
更」についてを契約書に
記載し実施

情報通信技術活用工事の
要領等を定め、情報通信
技術活用工事を発注して
いる

総合評価落札
方式の実施基
準等を定め、
総合評価落札
方式を導入し
ている

工事成績評定の基
準等を作成し、工
事成績評定に取り
組んでいる

不調・不落
等の場合の
見積り活用
方式の導入

実工期を柔軟に設定できる余
裕期間制度を活用している

ワンデーレ
スポンスを
実施してい
る

スリム化ガイドラ
インを適用してい
る

設計変更審査会を
実施している

三者会議を
実施してい
る

中長期的な工
事の発注見通
しとして、各
事業の進捗状
況を公表して
いる

状況 達成 達成 達成 達成 達成 達成 新規 達成
概ね
達成

新規 継続 終了 終了 達成 継続
概ね
達成

新規 継続 継続 終了

評
価
の
仕
方

実施
状況

備考
（補足説明
等）

実施
状況

備考
（補足説明
等）

実施
状況

備考
（補足説明
等）

実施
状況

備考
（補足説明等）

実施
状況

備考
実施
状況

備考
実施
状況

備考

※実施して
いる項目を
記載
例：ICT土工、
3Dレーザー
スキャナ
など

×： 未達成 ×：
契約書に記
載していな
い

×： 未実施 ×： 未実施 ×： 未実施

△：
一部の工事
で達成

△：

一部の対象
工事で契約
書に記載し
ている

△：
要領等は定
めているが、
未発注

△：
試行工事を実
施

△： 一部未実施の工事がある

◎：
全ての工事
で達成

◎：

全ての対象
工事で契約
書に記載し
ている

◎：

要領等を定
め、ICT活用
工事を発注
している

◎：
対象工事で制
度を活用して
いる

◎： 対象工事で実施している

Ｒ11年度
までの
目標値

全機関：◎ 全機関：◎ 全機関：◎ 全機関：◎

基準値

※災害復旧、緊急工事等
やむを得ない場合及び、工
期が1週間に満たない小規
模工事を除く

Ｒ６実績値
◆１１．６％

Ｒ６実績値
◆８３．２％

※発注方式は「発注者指定
型」、「受注者希望型」どち
らでも良い。
※備考欄には実施した項目
または実施を予定している
項目を記載。

Ｒ６実績値
◆１４．２％

※発注方式は「発注者指定方
式」、「任意着手方式」、「フレック
ス方式」のいずれでもよい。
※備考欄には実施した項目を記
載。

Ｒ６実績値
◆３９．８％

Ｒ６実績値
◆１４．２％

Ｒ６実績値
◆６５．５％

◆４９．3％

Ｒ６実績値
◆６８．１％

四国品確協

◆発注関係事務に関する『地域独自指標』（工事）

※余裕期間制度の活用については、指標の設定はしていないが、調査を継続していく。13

地域独自指標および目標値（工事）及び基準値（令和６年度実績値） 四国品確協



四国地方整備局

必ず実施すべき事項 実施に努める事項

指標
項目

②予定価格の適正な設定
②予定価格の
原則事後公表

③適正な履行
期間設定

⑥適切な設計
変更

①情報通信技術を活用した生産性向上
②プロポーザル方式、総合評価落札

方式の積極的な活用
④受注者との情報共有、協議の迅速化 ○発注見通しの統合・公表

最新の積算基準
の適用

最新の技術者単
価等の適用（年度
途中に改定があっ
た場合は見直す）

歩切り根絶（全て
の業務で歩切り
無し）

事後公表としてい
る、または、事前
公表の場合でも、
適否について十分
検討し、調査設計
等の業者の技術力
や経営力による適
正な競争を損ねる
弊害が生じないよ
う適切に取り扱っ
ている

業務の内容や規模、
方法、地域の実情
等を踏まえた業務
履行に必要な日数
のほか照査期間や
週休２日を前提とし
た休日を考慮

設計条件の変化
等に応じた適切な
設計変更（精算変
更（請負代金額や
履行期間の適切
な変更）の実施）

情報通信技術を活用した業務を
発注している
①３次元データの活用
②遠隔臨場の活用
③情報共有システムの活用
④BIM/CIM等の活用
⑤その他

プロポーザル方式、総合評価
落札方式の実施基準等を定め、
業務発注時に導入している

ウイークリースタンスに関する
事項を設計図書に明示し実施し
ている

①スケジュール管理表などによ
る情報共有に関する事項を設計
図書に明示し実施している

当該年度の業務の
発注見通しについ
て地域ブロック単
位で統合し、四国
地整ＨＰの発注見
通しにて公表して
いる。

中長期的な業務の
発注見通しとして、
各事業の進捗状況
を公表している

状況 達成 達成 達成 概ね達成 達成 達成 継続 継続 継続 継続 概ね達成 終了

評
価
の
仕
方

実施
状況

備考
（補足説明等）

実施
状況

備考
（補足説明等）

実施
状況

備考
（補足説明等）

実施
状況

備考
（補足説明等）

※実施している項目
を記載
例：３次元データの
活用、遠隔臨場 な
ど

×： 未実施 ×：
基準を定めていな
い

×： 明示していない ×： 明示していない

△： 実施を予定している △：
基準は定めている
が、対象業務がな
い

△：
設計図書に明示は
しているが未実施

△：
設計図書に明示は
しているが未実施

◎：
情報通信技術を活用
した業務を発注して
いる

◎：
基準を定め、対象
業務があれば導入
している

◎：
設計図書に明示し、
適切に実施してい
る

◎：
設計図書に明示し、
適切に実施してい
る

Ｒ11年度
までの
目標値

全機関：◎ 全機関：◎ 全機関：◎ 全機関：◎

基準値

※発注方式は「発注者指定型」、「受注
者希望型」どちらでも良い。

※備考欄には実施した項目を記載。

Ｒ６実績値
◆１１．６％

Ｒ６実績値
◆５３．６％

Ｒ６実績値
◆６４．３％

※他にも「合同現地踏査」など、受発注
者間で情報共有が図れ、協議の迅速化
につながる項目を明示・実施しても良い。

※備考欄に、明示・実施した項目を記載。

Ｒ６実績値
◆４６．４％ ◆５５．４％

地域独自指標および目標値（業務）及び基準値（令和６年度実績値） 四国品確協

◆発注関係事務に関する『地域独自指標』（業務）
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四国地方整備局
発注工事の月ごとの稼働状況（令和６年度） 四国品確協

※コリンズ登録データからＪＡＣＩＣが抽出
（2025/4/16時点データ）

○発注工事の月ごとの稼働状況（R６年度）

※１ 稼動金額…工期に当該月が含まれている工事ごとに請負金額（税込）を
工期（月数）で除した金額を総計した金額

※２ 稼動件数…工期に当該月が含まれている工事の総件数

【四国全体】国等機関、県、市町村

○平準化率

4-6月平均
/当年度月平均
件数

1-3月平均
/当年度月平均
件数

四国全体 0.75 1.08

国等全体 0.92 1.03

徳島県域 0.76 1.09

香川県域 0.77 1.06

愛媛県域 0.76 1.06

高知県域 0.66 1.14

【国等全体】四国地方整備局、四国森林管理局、四国運輸局、高松高等裁判所、
四国財務局、高松国税局、四国経済産業局、西日本高速道路(株)四国支社、
(独)水資源機構 吉野川本部
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四国地方整備局
発注工事の月ごとの稼働状況（令和６年度） 四国品確協

○発注工事の月ごとの稼働状況（R６年度） 【各県域】各県及び県内市町村
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四国地方整備局
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R6.4 R6.5 R6.6 R6.7 R6.8 R6.9 R6.10 R6.11 R6.12 R7.1 R7.2 R7.3

四国ブロック

発注工事の月ごとの稼働状況（令和６年度） 四国品確協

※コリンズ登録データからＪＡＣＩＣが抽出
（2025/4/16時点データ）

○発注工事の月ごとの稼働状況（R６年度）

※１ 稼動金額…工期に当該月が含まれている工事ごとに請負金額（税込）を
工期（月数）で除した金額を総計した金額

※２ 稼動件数…工期に当該月が含まれている工事の総件数

【四国全体】国等機関、県、市町村

○平準化率

4-6月平均
/当年度月平均
件数

1-3月平均
/当年度月平均
件数

四国全体 0.75 1.08

国等全体 0.92 1.03

徳島県域 0.76 1.09

香川県域 0.77 1.06

愛媛県域 0.76 1.06

高知県域 0.66 1.14

【国等全体】四国地方整備局、四国森林管理局、四国運輸局、高松高等裁判所、
四国財務局、高松国税局、四国経済産業局、西日本高速道路(株)四国支社、
(独)水資源機構 吉野川本部
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四国地方整備局
発注工事の月ごとの稼働状況（令和６年度） 四国品確協

○発注工事の月ごとの稼働状況（R６年度） 【各県域】各県及び県内市町村
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四国地方整備局
データ集計：国等・県 週休２日公告状況、達成状況（令和６年度完成工事） 四国品確協

○各県ともほぼ週休２日で発注

※週休２日未達成には「週休２日未実施」件数を含む。

○ほぼ週休２日で発注するも未達成
工事が発生

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00

国等機関合計：587件

徳島県：1150件

香川県：1959件

愛媛県：1714件

高知県：1318件

四国全体：6728件

週休２日公告状況

公告時（発注者指定型） 公告時（受注者希望型） 週休２日未実施

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00

国等機関合計：587件

徳島県：1150件

香川県：1959件

愛媛県：1714件

高知県：1318件

四国全体：6728件

週休２日達成状況

週休２日達成 週休２日未達成
19



四国地方整備局

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

国等機関合計： 517件

徳島県：856件

香川県：1556件

愛媛県：383件

高知県：1248件

四国全体：4560件

公告時（発注者指定型）週休２日設定状況

月単位の週休2日① 月単位の週休２日
交替制②

通期の週休２日③ 通期の週休２日
交替制④

完全週休２日
(土日）⑤

完全週休２日
（土日祝）⑥

データ集計：国等・県 公告時週休２日設定状況（令和６年度完成工事） 四国品確協

※集計には「週休２日未実施」件数を含んでいない。

○「通期の週休２日」での公告が多いが、「月単位の週休
２日」で発注するなど、質の向上に取り組んでいる発注も
見られる。

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

国等機関合計： 70件

徳島県：274件

香川県：403件

愛媛県：1261件

高知県：61件

四国全体：2069件

公告時（受注者希望型）週休２日設定状況

月単位の週休2日① 月単位の週休２日
交替制②

通期の週休２日③ 通期の週休２日
交替制④

完全週休２日
(土日）⑤

完全週休２日
（土日祝）⑥
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四国地方整備局
データ集計：国等・県 週休２日公告時設定状況、達成状況（令和６年度完成工事） 四国品確協

※週休２日未達成には「週休２日未実施」件数を含む。

○公告時から「完全週休２日（土日）」や、「完全週休２
日（土日祝」へのランクアップが見られる一方、未達成工
事も増加している。

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

国等機関合計： 587件

徳島県：1150件

香川県：1959件

愛媛県：1714件

高知県：1318件

四国全体：6728件

公告時の週休２日設定状況（発注者指定型＋受注者希望型＋未実施）

月単位の週休2日① 月単位の週休２日
交替制②

通期の週休２日③ 通期の週休２日
交替制④

完全週休２日
(土日）⑤

完全週休２日
（土日祝）⑥

週休２日未実施

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

国等機関合計： 587件

徳島県：1150件

香川県：1959件

愛媛県：1714件

高知県：1318件

四国全体：6728件

完成時の週休２日達成状況

月単位の週休2日① 月単位の週休２日
交替制②

通期の週休２日③ 通期の週休２日
交替制④

完全週休２日
(土日）⑤

完全週休２日
（土日祝）⑥

週休２日未達成
21



四国地方整備局

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00

徳島県内市町村：2068件

香川県内市町村：1340件

愛媛県内市町村：2911件

高知県内市町村：2055件

四国市町村全体：8374件

週休２日公告状況

公告時（発注者指定型） 公告時（受注者希望型） 週休２日未実施

データ集計：市町村 週休２日公告状況、達成状況（令和６年度完成工事） 四国品確協

○公告時から週休２日実施工事を
拡大していく必要がある。

※週休２日未達成には「週休２日未実施」件数を含む。
22

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00

徳島県内市町村：2068件

香川県内市町村：1340件

愛媛県内市町村：2911件

高知県内市町村：2055件

四国市町村全体：8374件

週休２日達成状況

週休２日達成 週休２日未達成



四国地方整備局
データ集計：市町村 公告時週休２日設定状況（令和６年度完成工事） 四国品確協

※集計には「週休２日未実施」件数を含んでいない。

○「通期の週休２日」での公告が多いが、「月単位の週休
２日」で発注するなど、質の向上に取り組んでいる状況も
見られる。

23

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

徳島県内市町村：278件

香川県内市町村：756件

愛媛県内市町村：28件

高知県内市町村：782件

四国市町村全体：1844件

公告時（発注者指定型）週休２日設定状況

月単位の週休2日① 月単位の週休２日
交替制②

通期の週休２日③ 通期の週休２日
交替制④

完全週休２日
(土日）⑤

完全週休２日
（土日祝）⑥

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

徳島県内市町村：32件

香川県内市町村：2件

愛媛県内市町村：767件

高知県内市町村：610件

四国市町村全体：1411件

公告時（受注者希望型）週休２日設定状況

月単位の週休2日① 月単位の週休２日
交替制②

通期の週休２日③ 通期の週休２日
交替制④

完全週休２日
(土日）⑤

完全週休２日
（土日祝）⑥



四国地方整備局

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

徳島県内市町村：2068件

香川県内市町村：1340件

愛媛県内市町村：2911件

高知県内市町村：2055件

四国市町村全体：8374件

完成時の週休２日達成状況

月単位の週休2日① 月単位の週休２日
交替制②

通期の週休２日③ 通期の週休２日
交替制④

完全週休２日
(土日）⑤

完全週休２日
（土日祝）⑥

週休２日未達成

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

徳島県内市町村：2068件

香川県内市町村：1340件

愛媛県内市町村：2911件

高知県内市町村：2055件

四国市町村全体：8374件

公告時の週休２日設定状況（発注者指定型＋受注者希望型＋未実施）

月単位の週休2日① 月単位の週休２日
交替制②

通期の週休２日③ 通期の週休２日
交替制④

完全週休２日
(土日）⑤

完全週休２日
（土日祝）⑥

週休２日未実施

データ集計：市町村 週休２日公告時設定状況、達状況（令和６年度完成工事） 四国品確協

※週休２日未達成には「週休２日未実施」件数を含む。

○公告時から一部で「完全週休２日（土日）」や、「完全
週休２日（土日祝」へのランクアップが見られる一方、未
達成工事の増加も見られる。
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県・市町村 令和６年度完成工事の週休２日達成状況 四国品確協

（令和５年度）

令和６年度

（令和５年度）

令和６年度

令和６年度完成工事
週休２日達成状況

（単位：組織数）

基本方針
県域（県、市町村）

徳島（２５） 香川（１８） 愛媛（２１） 高知（３５）

全ての工事で達成
（週休２日実施困難工事除く） 0 (0%) 2 (11%) 0 (0%) 9 (26%)

一部の工事で達成 10 (40%) 9 (50%) 15 (71%) 21 (60%)

未達成 15 (60%) 7 (39%) 6 (29%) 5 (14%)

未達成

一部の工事で達成

全ての工事で達成
（週休２日実施困難工事は除く）

凡例 （単位：組織数）

25



四国地方整備局

３）令和７年度 協議会のスケジュールについて 四国品確協

令和６年度四国地方公共工事品質確保推進協議会 開催

・令和６年度四国品確協活動状況及び発注関係事務の実施状況の報告（目標に対する達成状況を公表）

・令和７年度協議会実施・活動方針（案）等の決定

・令和７年度 実施・活動方針に基づいた、県部会を開催

・令和７年度県部会取組方針の策定及び指標・目標値に関する実施状況の確認

・週休２日の取り組み、平準化のための具体化・討議

・令和７年度四国品確協活動状況及び発注関係事務の実施状況の確認（目標値に対する状況確認）

・第三次・全国統一指標及び地域独自指標の目標値について協議

・実施方針（案）・令和８年度活動方針（案）等の調整

第１回・第２回県部会 開催予定

・令和７年度実施・活動方針に基づき、幹事会を開催

・令和７年度四国品確協活動状況及び発注関係事務の実施状況の把握（目標の状況の把握）

・ 実施方針（案）・令和８年度活動方針（案）、第三次・全国統一指標及び地域独自指標の指標・目標値等の

調整

四国地方公共工事品質確保推進協議会（幹事会（第２回）） 開催

令和７年 ６～７月頃

令和７年１月２３日

令和７年１１月１９日

令和７年１０～１１月頃

四国品確協議会の取り組みに関する説明 （国等から首長へ説明）

・令和７年度の実施・活動方針（案）及び四国品確協議会の取組について

令和７年度の活動方針に関する取り組み公表・宣言

・令和７年度の「週休２日」における取組について公表・宣言して「全工事週休２日」などスタート！

令和７年６月２６日

令和７年３～４月中

・「発注関係事務の運用に関する指針」をもとに第三次・全国統一指標の決定

・第三次・全国統一指標の目標値及び地域独自指標・目標値についての協議開始

四国地方公共工事品質確保推進協議会（幹事会（第１回）） 開催

※週休2日アンケート実施
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四国地方整備局

３）令和７年度 協議会のスケジュールについて 四国品確協

令和７年度 四国地方公共工事品質確保推進協議会（第２回） 開催

・令和７年度四国品確協活動状況及び発注関係事務の実施状況の報告（目標に対する実施状況を公表）

・実施方針（案）・令和８年度活動方針（案）等の決定、第三次・全国統一指標及び地域独自指標の指標・目標

値等の報告

令和８年１月２１日

※令和８年度から
第三次・指標・目標値に移行

全国統一指標・地域独自指標の基準値・目標値をまとめて公表予定【本省発表】
令和８年１月頃

・第三次・全国統一指標の基準値（R6実績値）、目標値及び地域独自指標の項目、基準値（R6実績値）、
目標値の公表

第三次・全国統一指標、地域独自指標の公表【四国発表】令和７年１２月２日

令和７年度 四国地方公共工事品質確保推進協議会（第１回） 書面開催

・第三次・全国統一指標の基準値（R6実績値）、目標値及び地域独自指標の項目、基準値（R6実績値）、
目標値の決定

令和７年１１月２７日
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

国土交通省 四国地方整備局

実施方針（案）・令和８年度活動方針（案）について

四国地方公共工事品質確保推進協議会 事務局
（四国地方整備局 企画部技術管理課）

四国地方公共工事品質確保推進協議会（第２回）
令和８年１月２１日

1

資料－５

１）実施方針（案）について
２）令和８年度 活動方針（案）について
３）令和８年度 スケジュール（案）について



四国地方整備局１）実施方針（案）について

１．公共工事の品質確保の促進に向けた取組

現在及び将来にわたるインフラの品質確保とその担い手の中長期的な育成・確保を図るため、

各発注者が改正品確法第７条に規定する｢発注者の責務｣等を踏まえて、

発注関係事務を適切かつ効率的に実施する。

２．発注者間の連携や調整

①各発注者の発注関係事務の実施状況を把握・公表

②発注関係事務の適切かつ効率的な運用の実施のために必要な連携や調整

③発注者共通の課題への対応や各種施策の推進

３．地方公共団体等への発注関係事務の支援等及びその運営管理

・四国品確協活動状況及び発注関係事務の実施状況の把握結果を踏まえた国・県の個別支援（キャラバン）

・地公体が抱える課題に対する解決策の提案や、国の施策の地公体への浸透、展開

・品質確保関係相談窓口（国・県）の活用

・工事検査・成績評定の臨場の活用

・国・県等の既存研修制度の活用及び講習会の開催

・国・県の職員等を学識経験者として活用

・国・県による市町村との意見交換の実施等（場合によっては地区別県部会の開催等）

四国品確協

2

４．令和８年度からの全国統一指標、地域独自指標の実施

第三次・全国統一指標、地域独自指標の達成に向けた取り組みを推進



四国地方整備局

２）令和８年度 活動方針（案）について 四国品確協

Ⅰ 全国統一指標に関連する項目

Ⅱ 地域独自指標に関連する項目

１ 情報通信技術を活用した工事、業務を普及させるための取り組み【工事、業務】
•全機関が情報通信技術を活用した取り組みを進めることにより、情報通信技術の拡大を図る。
•発注者向けの講習会等開催の取り組みを継続し情報通信技術の浸透を図る。

２ スライド条項の設定【工事】
•全機関において受注者からの請求により請負代金の変更が可能となる条項を工事請負契約書に規定する。

３ 受注者との情報共有、協議の迅速化【工事、業務】
・スリム化ガイドライン（工事）、ウィークリースタンス・スケジュール管理（業務）等を適用し、工事・業務を円滑かつ
効率的に進める。

Ⅲ 受発注者（建設業）共通の課題への対応

１ 魅力ある業界をＰＲする取り組み【広報・情報発信】
•週休２日や情報通信技術・最新技術の活用など、新しい建設業（現場）の魅力を各発注者から発信する。

１ 週休２日工事の達成【工事】
•全機関において週休２日対象工事を拡大し、週休２日の取り組みを推進する。
•国・県・市町村等全機関連携し『全工事週休２日！』を目標に週休２日（土日閉所）の達成を目指す。

※やむを得ず、休日が取れない場合は、振替や交替制などを検討

２ 施工時期の平準化【工事】
•全機関において閑散期（４～６月）の平準化率１．０以上・繁忙期（１～３月）の平準化率１．０以下を目指す。
•国・県・市町村等を含めた四国地域ブロック及び各県域単位の平準化率を公表（５００万円以上）。
•小規模工事（５００万円未満）を含めて、施工時期の平準化に努める。
•平準化推進のために「さ・し・す・せ・そ」の活用の継続実施に努める。
•各機関において関係部局で相互の緊密な連携を図り、平準化の推進に努める。

〔赤文字〕：R8年度の内容
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目的 建設業の担い手の育成・確保のために、魅力ある職場に改善！
＝週に２日休める（週休２日）業界を目指す！

目標 「１．００」（第三次・全国統一指標R11ｄ：国等・県、地域独自指標：市町村）
→ 国・県・市町村等の発注工事について、週休２日の達成に取り組む

提案

□対象工事を拡大（国等、県、市町村等）し、週休２日を推進するよう、取り組む。
→ 対象：国・県・市町村等

☑受注者希望 → 発注者指定、一部（工種、金額など） → 全体への、拡大に努める
☑未実施機関への取り組み拡大（実施要領の確立など）

□国・４県・市町村等含めて『全工事週休２日！』を目標に週休２日の達成を目指す。
目標R11ｄ 週休２日（４週８休）達成 ⇒ 目標R8ｄは「週休２日（土日閉所）」 とし質を

向上するとともに、その達成を目指す。
☑四国品確協で統一し、公共工事は土、日の現場閉所の達成を目指す！
☑やむを得ず、土日に作業がある場合は、振替や交替制などを検討

→ 対象：国・県・市町村等

週休２日工事の達成状況（適正な工期設定）

■広報：取り組み内容を幅広くPRしていく。（業界内だけにとどまらない広報）

四国品確協
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（単位：組織数）

令和８年度の週休２日への取り組み予定 四国品確協

5

令和７年１１月末現在

（単位：組織数）
上段：Ｒ７年度の実績数値
下段：Ｒ８年度の予定数値

全ての工事で実施

（週休２日実施困難工事除く） 3 (12%) 9 (50%) 10 (48%) 18 (51%)

22 (88%) 9 (50%) 11 (52%) 17 (49%)

0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

(2) (9) (6) (15)

(20)

(0) (0)

一部の工事で実施

実施に向け検討

基本方針
徳島（２５）

(21)

(2)

県域（県、市町村）

香川（１８） 愛媛（２１） 高知（３５）

(7)

(2)

(15)



週休２日対象工事の拡大及び達成【工事】

◎『全工事週休２日』の達成
(目標Ｒ８ｄ 全工事週休２日の達成)

◎対象工事の拡大（国、県、市町村等）
週休２日の取り組み推進

四国品確協

■令和８年度 品確協の取り組み
【提案】：令和８年度も継続して『週休２日』拡大に向けた取り組みを推進

令和８年度は各機関の一部実施を全工事実施に向け 『週休２日対象工事を拡大』
するとともに『全工事週休２日』の達成を目指し各機関で取り組む

※やむを得ず、休日が取れない場合は、振替や交替制などを検討 6



地域平準化率 （施工時期の平準化） 四国品確協

Ｒ８ｄの取り組み

•目標達成に向けて施工時期平準化のために、全機関において閑散期（４～６月）の平
準化率１．０以上、繁忙期（１～３月）の平準化率１．０以下を目指す。（Ｒ８ｄ＝１．０目
標）

•国・県・市町村等を含めた四国地域ブロック及び各県域単位の平準化率を公表(５００
万円以上）

•小規模工事（５００万円未満）についても、施工時期の平準化に努める。

•平準化推進のための「さ・し・す・せ・そ」の活用を継続実施に努める。 7

Ｒ７ｄの取り組み

•目標達成に向けて施工時期平準化のために、全機関において平準化率０．９以上を
目指す。（Ｒ７ｄ＝０．９目標）

•国・県・市町村等を含めた四国地域ブロック及び各県域単位の平準化率を公表(５００
万円以上）

•小規模工事（５００万円未満）についても、施工時期の平準化に努める。

•平準化推進のための「さ・し・す・せ・そ」の活用を継続実施に努める。



３）令和８年度 協議会のスケジュール（案）について 四国品確協

令和７年度四国地方公共工事品質確保推進協議会（第２回） 開催

・令和７年度四国品確協活動状況及び発注関係事務の実施状況の報告（目標に対する達成状況を公表）

・実施方針（案）・令和８年度活動方針（案）等の決定、第三次・全国統一指標及び地域独自指標の指標・目標

値等の報告

・実施方針・令和８年度活動方針に基づいた、県部会を開催

・令和８年度県部会取組方針の策定及び指標・目標値に関する実施状況の確認

・週休２日の取り組み、平準化のための具体化・討議

・令和８年度四国品確協活動状況及び発注関係事務の実施状況の確認（目標値に対する状況確認）

・実施方針（案）・令和９年度活動方針（案）等の調整

令和８年 ６～７月頃

令和８年１月２１日

令和８年１０～１２月頃

四国品確協議会の取り組みに関する説明 （国等から首長へ説明）

・実施方針・令和８年度活動方針及び四国品確協議会の取組について

令和８年度の活動方針に関する取り組み公表・宣言

・令和８年度の「週休２日」における取組について公表・宣言して「全工事週休２日」の達成などスタート！
令和８年３～４月中

8

※週休2日アンケート実施

第１回・第２回県部会 開催予定

令和８年 ５～６月頃

令和７年度 四国地方公共工事品質確保推進協議会（第１回） 書面開催

・第三次・全国統一指標の基準値（R6実績値）、目標値及び地域独自指標の項目、基準値（R6実績値）、

目標値の決定

令和７年１１月２７日

全国統一指標・地域独自指標の基準値・目標値をまとめて公表予定【本省発表】令和８年１月頃

・第三次・全国統一指標の基準値（R6実績値）、目標値及び地域独自指標の項目、基準値（R6実績値）、

目標値の公表

第三次・全国統一指標、地域独自指標の公表【四国発表】
令和７年１２月２日



３）令和８年度 協議会のスケジュール（案）について 四国品確協

・実施方針・令和８年度活動方針に基づき、幹事会を開催

・令和８年度四国品確協活動状況及び発注関係事務の実施状況の把握（目標の状況の把握）

・実施方針（案）・令和９年度活動方針（案）等の調整

四国地方公共工事品質確保推進協議会（幹事会） 開催予定

令和８年度 四国地方公共工事品質確保推進協議会 開催予定

・令和８年度四国品確協活動状況及び発注関係事務の実施状況の報告（目標に対する実施状況を公表）

・実施方針（案）・令和９年度活動方針（案）の決定

令和８年１２月頃

令和９年１～２月頃
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◆発注関係事務に関する『新・全国統一指標』（工事・業務） 【別添－１】

地域平準化率
週休２日対象
工事の実施状況

低入札価格調査基準又は
最低制限価格の設定状況

地域平準化率
低入札価格調査基準
又は最低制限価格の

設定状況

目標値 0.80 0.90 1.00 1.00 0.40 1.00

達成数 20 8 7 86 1 4

（Ｒ５件数） （Ｒ６件数） （Ｒ５件数） （Ｒ６件数） （Ｒ５件数） （Ｒ６件数） （Ｒ５件数） （Ｒ６件数） （Ｒ５件数） （Ｒ６件数）

前年より上 47 前年より上 3 前年より上 8 前年より下 4 前年より上 0
四国 0.74 0.75 0.98 0.99 0.46 0.45

国 0.88 0.92 1.00 1.00 0.57 0.49
国土交通省　四国地方整備局 0.88 0.91 1.00 1.00 0.57 0.48
国土交通省　四国運輸局 0.00 － 1.00 - 1.00 -
林野庁　四国森林管理局 0.73 0.71 1.00 1.00 0.57 0.57
財務省　四国財務局 0.57 0.28 0.67 1.00 1.00 0.50
国税庁　高松国税局 0.57 0.69 1.00 - - -
経済産業省　四国経済産業局 - － - - - -
高松高等裁判所 0.44 0.48 - - - -
西日本高速道路（株）　四国支社 0.99 1.07 1.00 1.00 0.51 0.55
（独）水資源機構　関西・吉野川支社　吉野川本部 0.87 0.87 0.97 1.00 0.49 0.45

徳島県地方公共団体全体 0.74 0.76 0.96 0.996 0.99 0.99 0.41 0.42 1.00 1.00
徳島県 0.80 0.81 0.96 0.996 1.00 1.00 0.41 0.42 1.00 1.00

徳島県市区町村全体 0.64 0.69 0.98 0.99
徳島県徳島市 0.72 0.84 1.00 1.00
徳島県鳴門市 0.58 0.53 1.00 1.00
徳島県小松島市 0.71 0.76 1.00 1.00
徳島県阿南市 0.49 0.70 1.00 1.00
徳島県吉野川市 0.60 0.76 1.00 1.00
徳島県阿波市 0.47 0.44 1.00 1.00
徳島県美馬市 0.59 0.57 1.00 1.00
徳島県三好市 0.79 0.64 1.00 1.00
徳島県勝浦郡勝浦町 0.89 0.27 1.00 1.00
徳島県勝浦郡上勝町 0.68 0.58 0.00 0.00
徳島県名東郡佐那河内村 0.53 0.54 1.00 1.00
徳島県名西郡石井町 0.81 0.26 0.97 0.98
徳島県名西郡神山町 0.54 0.75 1.00 1.00
徳島県那賀郡那賀町 0.55 0.56 1.00 1.00
徳島県海部郡牟岐町 1.00 0.71 1.00 1.00
徳島県海部郡美波町 0.66 0.87 1.00 1.00
徳島県海部郡海陽町 0.41 1.65 1.00 1.00
徳島県板野郡松茂町 0.35 0.25 1.00 1.00
徳島県板野郡北島町 0.75 0.81 1.00 1.00
徳島県板野郡藍住町 0.32 0.42 1.00 1.00
徳島県板野郡板野町 0.63 0.43 1.00 1.00
徳島県板野郡上板町 0.55 0.28 0.92 1.00
徳島県美馬郡つるぎ町 0.67 0.98 1.00 1.00
徳島県三好郡東みよし町 0.59 0.88 1.00 1.00

香川県地方公共団体全体 0.81 0.77 1.00 1.00 0.98 0.98 0.34 0.35 1.00 1.00
香川県 0.94 0.91 1.00 1.00 1.00 1.00 0.34 0.35 1.00 1.00

香川県市区町村全体 0.59 0.53 0.96 0.96
香川県高松市 0.65 0.68 1.00 1.00
香川県丸亀市 0.64 0.58 1.00 1.00
香川県坂出市 0.42 0.32 1.00 1.00
香川県善通寺市 0.08 0.15 0.00 0.06
香川県観音寺市 0.40 0.44 1.00 1.00
香川県さぬき市 0.71 0.33 0.82 0.92
香川県東かがわ市 0.92 0.73 1.00 1.00
香川県三豊市 0.37 0.43 1.00 1.00
香川県小豆郡土庄町 0.89 0.60 0.83 0.81
香川県小豆郡小豆島町 0.90 0.54 1.00 0.98
香川県木田郡三木町 0.62 0.53 1.00 1.00
香川県香川郡直島町 0.56 0.52 1.00 1.00
香川県綾歌郡宇多津町 0.97 0.31 1.00 1.00
香川県綾歌郡綾川町 0.32 0.34 1.00 1.00
香川県仲多度郡琴平町 0.63 0.71 0.00 0.00
香川県仲多度郡多度津町 0.69 0.37 1.00 1.00
香川県仲多度郡まんのう町 0.57 0.26 1.00 1.00

愛媛県地方公共団体全体 0.72 0.76 0.96 0.96 0.99 0.99 0.47 0.49 1.00 1.00
愛媛県 0.80 0.82 0.96 0.96 1.00 1.00 0.47 0.49 1.00 1.00

愛媛県市区町村全体 0.64 0.69 0.99 0.99
愛媛県松山市 0.72 0.78 1.00 1.00
愛媛県今治市 0.54 0.78 1.00 1.00
愛媛県宇和島市 0.78 0.80 0.87 0.83
愛媛県八幡浜市 0.59 0.55 0.96 0.97
愛媛県新居浜市 0.59 0.68 1.00 1.00
愛媛県西条市 0.47 0.51 1.00 1.00
愛媛県大洲市 0.72 0.80 1.00 1.00
愛媛県伊予市 0.44 0.58 1.00 1.00
愛媛県四国中央市 0.57 0.54 1.00 1.00
愛媛県西予市 0.73 0.69 1.00 1.00
愛媛県東温市 0.60 0.53 1.00 1.00
愛媛県越智郡上島町 0.34 0.53 1.00 1.00
愛媛県上浮穴郡久万高原町 0.92 0.86 1.00 1.00
愛媛県伊予郡松前町 0.56 0.52 1.00 1.00
愛媛県伊予郡砥部町 0.58 0.63 1.00 1.00
愛媛県喜多郡内子町 0.67 0.58 1.00 1.00
愛媛県西宇和郡伊方町 0.57 0.47 1.00 1.00
愛媛県北宇和郡松野町 0.67 0.49 1.00 1.00
愛媛県北宇和郡鬼北町 0.63 0.56 1.00 1.00
愛媛県南宇和郡愛南町 0.71 0.73 1.00 1.00

高知県地方公共団体全体 0.67 0.66 1.00 1.00 0.99 0.99 0.50 0.49 1.00 1.00
高知県 0.69 0.72 1.00 1.00 1.00 1.00 0.50 0.49 1.00 1.00

高知県市区町村全体 0.66 0.60 0.99 0.98
高知県高知市 0.69 0.61 1.00 1.00
高知県室戸市 0.77 0.52 1.00 1.00
高知県安芸市 0.81 0.48 1.00 0.97
高知県南国市 0.64 0.57 1.00 1.00
高知県土佐市 0.57 0.30 1.00 1.00
高知県須崎市 0.63 0.77 1.00 1.00
高知県宿毛市 0.83 0.59 1.00 1.00
高知県土佐清水市 0.48 0.92 1.00 1.00
高知県四万十市 0.47 0.58 1.00 1.00
高知県香南市 0.41 0.35 1.00 1.00
高知県香美市 0.55 0.54 1.00 0.95
高知県安芸郡東洋町 1.29 0.80 0.86 1.00
高知県安芸郡奈半利町 1.13 0.67 1.00 1.00
高知県安芸郡田野町 0.31 0.41 1.00 1.00
高知県安芸郡安田町 0.38 0.26 1.00 1.00
高知県安芸郡北川村 0.80 0.50 1.00 1.00
高知県安芸郡馬路村 0.67 0.77 1.00 1.00
高知県安芸郡芸西村 0.57 0.74 0.68 0.55
高知県長岡郡本山町 1.05 0.38 1.00 1.00
高知県長岡郡大豊町 0.89 0.94 0.94 1.00
高知県土佐郡土佐町 0.48 1.58 1.00 1.00
高知県土佐郡大川村 0.55 0.46 1.00 1.00
高知県吾川郡いの町 0.73 0.69 1.00 1.00
高知県吾川郡仁淀川町 0.82 0.71 1.00 1.00
高知県高岡郡中土佐町 0.96 0.42 1.00 1.00
高知県高岡郡佐川町 0.66 0.62 1.00 1.00
高知県高岡郡越知町 0.80 0.84 1.00 1.00
高知県高岡郡檮原町 0.78 0.73 0.93 1.00
高知県高岡郡日高村 0.82 0.65 1.00 1.00
高知県高岡郡津野町 0.70 0.51 0.84 0.66
高知県高岡郡四万十町 0.68 0.52 1.00 1.00
高知県幡多郡大月町 0.39 0.78 1.00 1.00
高知県幡多郡三原村 0.38 0.00 1.00 1.00
高知県幡多郡黒潮町 0.35 0.50 1.00 1.00

機関名

業務工事

備考



※上記は、１１月末現在。確認中や引き続き各機関で検討中あり。（２月中旬確定予定） 

必ず実施すべき事項 

◆発注関係事務に関する『地域独自指標』（工事）

④施工時期の
平準化

⑤適正な工期
設定

⑥適正な設計
変更

③見積りの
活用

最新の積算
基準の適用

最新の労務
単価等の適
用（年度途中
に改訂が
あった場合
は見直す）

発注見通し情
報の共有化
（地整発注見
通し情報への
ＨＰリンク）

施工に必要な
日数の設定
（準備・後片付
け・雨天・休日
等不稼働日等
の考慮）

施工条件の変
化等に応じた
適切な設計変
更（精算変更
（請負代金額
や工期の適切
な変更）の実
施）

不調・不落等
の場合の見
積り活用方
式の導入

状況 達成 達成 達成 達成 達成 達成 達成 継続 継続 継続

実施
状況

備考
（補足説明等）

実施
状況

備考
（補足説明等）

実施
状況

備考
（補足説明等）

実施
状況

備考
（補足説明等）

実施
状況

備考
（補足説明等）

実施
状況

備考
（補足説明等）

実施
状況

備考
実施
状況

備考
実施
状況

備考
実施
状況

備考
（補足説明

等）

※事後公表以外の場
合は「事前公表」、
「総合評価方式は事
後公表としている」
など状況が分かるよ
う記載

※実施している項
目を記載
例：ICT土工、3D
レーザースキャナ
など

※□の場合、実績
年度を記載
例：○年度実施

×： 未公表 ×： 明示していない ×： 未実施 ×： 基準を定めてい
ない ×：

基準は定めて
おらず、工事
成績評定も導
入していない

×： 未実施 ×： ×： 未実施

△： 公表しているが弊
害が生じている ◎： 明示している △：

発注基準は定め
ているが、未発
注

△：
基準は定めてい
るが、対象工事
がない

△：

基準は定めて
いるが、工事
成績評定は導
入していない

△： 試行工事を実施 △： △： 今後実施予
定

◎： 実施している ◎：

発注基準を定
め、ICT活用工
事を発注してい
る

◎：

基準を定め、対
象となる工事が
あれば導入して
いる

◎：

基準を定め、
工事成績評定
も導入してい
る

◎： 対象工事で制度を活用し
ている ◎： ◎： 実施済み

Ｒ６年度
までの
目標

備考

※達成項目については、引き続き継続して取り組んで行くこと。
国等 ◎ 14 13 6 11 12 8 11 6 5 7

△ 0 0 0 1 0 0 1 2 1
× 0 1 8 2 2 6 2 6 8

徳島 ◎ 25 25 2 22 25 7 25 25 25 25
△ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
× 0 0 23 3 0 18 0 0 0

香川 ◎ 18 18 2 14 11 6 16 18 15 16
△ 0 0 0 2 0 0 0 0 0
× 0 0 16 2 7 12 2 0 3

愛媛 ◎ 21 21 8 19 21 14 20 16 18 18
△ 0 0 1 2 0 0 0 0 1
× 0 0 12 0 0 7 1 5 2

高知 ◎ 35 35 1 14 12 10 35 35 16 29
△ 0 0 0 10 3 1 0 0 3
× 0 0 34 11 20 24 0 0 16

合計 ◎ 113 112 19 80 81 45 107 100 79 95
△ 0 0 1 15 3 1 1 2 5
× 0 1 93 18 29 67 5 11 29

113 100.0% 99.1% 16.8% 70.8% 71.7% 39.8% 94.7% 88.5% 69.9% 84.4%

84.4%

Ｒ７実施状況(地域独自指標・工事)

④施工時期の
平準化

⑤適正な工期
設定

⑥適正な設計
変更

③見積りの
活用

最新の積算
基準の適用

最新の労務
単価等の適
用（年度途中
に改訂が
あった場合
は見直す）

発注見通し情
報の共有化
（地整発注見
通し情報への
ＨＰリンク）

施工に必要な
日数の設定
（準備・後片付
け・雨天・休日
等不稼働日等
の考慮）

施工条件の変
化等に応じた
適切な設計変
更（精算変更
（請負代金額
や工期の適切
な変更）の実
施）

不調・不落等
の場合の見
積り活用方
式の導入

四国地方
整備局
（国土交
通省）

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

中国四国
農政局
（農林水
産省）

◎

事後公表を行って
いる

◎ ◎

ICTの基準を定め
ている。

◎

導入済み

◎ ◎ ◎ ◎ ◎

四国森林
管理局
（林野
庁）

◎ ◎ ◎

ICT土工、ICT付
帯構造物設置
工、ICT法面工、
ICT舗装工

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

中国四国
地方環境
事務所
（環境

◎

実施している

◎ × ◎ ◎ × ◎ △

設計変更の内
容に応じて必
要な場合は実
施

×

内容に
応じて
必要な
場合は
実施

高松高等
裁判所

◎ × × ◎ ◎ ◎ ◎ ×

審査会は実施
していないが，
設計変更に関
する協議等を
行っている。

×

四国財務
局（財務
省）

◎
実施している

◎
明示している

×
未実施

◎
導入済み

◎
基準を定め、工
事成績評定も導
入している

×
未実施

◎ × ×

高松国税
局（国税
庁）

◎ ◎

設計変更ガイドラ
インを作成してい
ないが、設計変更
は適切に実施して
いる。

× ◎ ◎ × ◎ × ×

西日本高
速道路
(株)
 四国支社

◎ ◎ ◎

ICT土工の基準を
定めている。

◎ ◎ ◎ ◎ ◎

設計変更の内
容に応じて、工
事変更等検討
会を随時実施

◎

本州四国
連絡高速
道路(株)

◎ ◎ × ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

（以下オ
ブザー
四国運輸
局（国土
交通省）

◎ ◎ × × × × × × ×

第五管区
海上保安
本部
（国土交

◎ ◎ × × × × △ △ △

大阪航空
局（国土
交通省） ◎ ◎

設計変更ガイドラ
インの明示はして
いないが設計図書
及び工事請負契約
書に基づき適切な
設計変更を行って
いる

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ×

審査会は実施
していないが，
設計変更に関
する協議等を
行っている。

×

中国四国
管区警察
局四国警
察支局
（警察
庁）

◎ ◎

設計変更ガイドラ
インの明示はして
いないが設計図書
及び工事請負契約
書に基づき適切な
設計変更を行って
いる

× △

総合評価落札方
式の実施基準等
を定めているが、
対象案件がない ◎ × × × ×

四国経済
産業局
（経済産
業省）

－ － － － － － － － －

(独)水資
源機構
吉野川本
部

◎ ◎

工事請負契約にお
ける設計変更ガイ
ドライン

◎ ◎

導入済み

◎

導入済み

◎ ◎ ◎

工事変更指示
書及び工事変
更協議書等の
書面主義のも
と、必要の都度
受注者と認識
を共有する。

×

当該年
度に該
当がな
い

実施に努める事項

⑥発注見通しの
統合・公表

中長期的な工事の
発注見通しとし
て、各事業の進捗
状況を公表してい
る

継続 新規 継続 継続 継続
新規

(四国地整のみ)

指標
項目

①予定価格の適正な設定

②歩切り根
絶（全ての工
事で歩切りな

し）

③予定価格の
原則事後公表

⑥適正な設計変更
①ICTを活用した

生産性向上
②工事の性格等に応じた

入札契約方式の選択・活用
④余裕期間制度の活用

⑤受注者との情報共有、
協議の迅速化

事後公表としている、また
は、事前公表の場合でも、
適否について十分検討し、
建設業者の技術力や経営力
による適正な競争を損ねる
弊害が生じないよう適切に
取り扱っている

設計図書に「設計変更ガイ
ドライン」等の明示を行
い、施工条件の変化等に応
じた適切な設計変更が行え
るようにしている

ＩＣＴ活用工事の発
注基準等を定め、Ｉ
ＣＴ活用工事を発注
している

総合評価落札方式の
実施基準等を定め、
総合評価落札方式を
導入している

工事成績評定の基準
等を作成し、工事成
績評定に取り組んで
いる

実工期を柔軟に設定できる余
裕期間制度を活用している

ワンデーレスポ
ンスを実施して
いる

設計変更審査会を実
施している

三者会議を実
施している

継続

評
価
の
仕
方

未実施

一部未実施の工事がある

対象工事で実施している

全機関：◎ 全機関：◎ 全機関：◎ 全機関：◎ 全機関：◎ 全機関：◎ 全機関：◎ 対象機関：◎

※なお、適切な技術力や経営力
を持った建設業者が適切に受注
できる環境をつくるためにも、予
定価格の事後公表の検討も行
う。

Ｒ６実績値
◆１００％

※各自治体ごとの「設計変更ガイ
ドライン」を策定するよう努める。

Ｒ６実績値
◆９９．１％

※発注方式は「発注者指
定型」、「受注者希望型」ど
ちらでも良い。
※備考欄には実施した項
目を記載。

Ｒ６実績値
◆１４．２％

Ｒ６実績値
◆６９．９％

Ｒ６実績値
◆７１．７％

Ｒ６実績値
◆３８．１％

Ｒ６実績値
◆９２．９％

Ｒ６実績値
◆－

必ず実施すべき事項 実施に努める事項

指標
項目

①予定価格の適正な設定

②歩切り根
絶（全ての工
事で歩切りな

し）

③予定価格の
原則事後公表

⑥適正な設計変更
①ICTを活用した

生産性向上
②工事の性格等に応じた

入札契約方式の選択・活用
④余裕期間制度の活用

【別添－２(工事)】

⑤受注者との情報共有、
協議の迅速化

⑥発注見通しの
統合・公表

事後公表としている、また
は、事前公表の場合でも、
適否について十分検討し、
建設業者の技術力や経営力
による適正な競争を損ねる
弊害が生じないよう適切に
取り扱っている

設計図書に「設計変更ガイ
ドライン」等の明示を行
い、施工条件の変化等に応
じた適切な設計変更が行え
るようにしている

ＩＣＴ活用工事の発
注基準等を定め、Ｉ
ＣＴ活用工事を発注
している

総合評価落札方式の
実施基準等を定め、
総合評価落札方式を
導入している

工事成績評定の基準
等を作成し、工事成
績評定に取り組んで
いる

実工期を柔軟に設定できる余
裕期間制度を活用している

ワンデーレスポ
ンスを実施して
いる

設計変更審査会を実
施している

三者会議を実
施している

中長期的な工事の
発注見通しとし
て、各事業の進捗
状況を公表してい
る



Ｒ７実施状況(地域独自指標・工事)

④施工時期の
平準化

⑤適正な工期
設定

⑥適正な設計
変更

③見積りの
活用

最新の積算
基準の適用

最新の労務
単価等の適
用（年度途中
に改訂が
あった場合
は見直す）

発注見通し情
報の共有化
（地整発注見
通し情報への
ＨＰリンク）

施工に必要な
日数の設定
（準備・後片付
け・雨天・休日
等不稼働日等
の考慮）

施工条件の変
化等に応じた
適切な設計変
更（精算変更
（請負代金額
や工期の適切
な変更）の実
施）

不調・不落等
の場合の見
積り活用方
式の導入

徳島県 ◎

事前公表だが、弊
害がないよう適切
に取り扱っている。

◎

「設計変更ガイドラ
イン」を策定し，適
切な設計変更を
行っている ◎

発注基準を定
め、ICT活用工事
を発注している

◎

設計金額3千万
円以上

◎

請負額5百万円
以上

◎

余裕期間制度を活用
・着手日選択契約方式
・着手日指定契約方式
・任意着手方式 ◎ ◎

設計変更ガイド
ラインに基づ
き、変更協議を
実施している ◎

徳島市 ◎

事前公表だが弊害
がないよう適切に
取り扱っている。

◎

「設計変更ガイドラ
イン」を策定し，適
切な設計変更を
行っている ◎

受注者希望型で
ICT活用工事を発
注している。

◎

設計金額5千万
円以上

◎

請負額3百万円
以上

× ◎ ◎

設計変更ガイド
ラインに基づ
き、変更協議を
実施している ◎

鳴門市 ◎

事前公表だが弊害
がないよう適切に
取り扱っている。

◎

「設計変更ガイドラ
イン」を策定し，適
切な設計変更を
行っている × ◎

適宜選定

◎

請負額2百万円
以上

× ◎ ◎

設計変更ガイド
ラインに基づ
き、変更協議を
実施している。 ◎

小松島市 ◎

事前公表だが弊害
がないよう適切に
取り扱っている。

◎

「設計変更ガイドラ
イン」を策定し，適
切な設計変更を
行っている × ◎

設計金額3千5百
万円以上(建築工
事は設計金額5
千万円以上) ◎

請負額2百万円
以上

× ◎ ◎

設計変更ガイド
ラインに基づ
き、協議を実施
することとなっ
ている

◎

阿南市 ◎

事前公表だが弊害
がないよう適切に
取り扱っている

◎

県の「設計変更ガ
イドライン」に基づ
き、適切な設計変
更を行っている × ◎

設計金額2憶円
以上

◎

設計金額1百万
円以上

◎

余裕期間制度を活用
・着手日選択契約方式
・着手日指定契約方式

◎ ◎

設計変更ガイド
ラインに基づ
き、変更協議を
実施している ◎

吉野川市 ◎

事前公表だが弊害
がないよう適切に
取り扱っている。

◎

「設計変更ガイドラ
イン」を策定し，適
切な設計変更を
行っている × ◎

設計金額3千万
円以上
(建築一式は5千
万円以上） ◎

請負額3百万円
以上

◎

余裕期間制度を活用
・着手日選択契約方式
・着手日指定契約方式

◎ ◎

設計変更ガイド
ラインに基づ
き、変更協議を
実施している ◎

阿波市 ◎

事前公表だが弊害
がないよう適切に
取り扱っている。

◎

「設計変更ガイドラ
イン」を策定し，適
切な設計変更を
行っている × ◎

適宜選定

◎

請負額2百万円
以上

× ◎ ◎

設計変更ガイド
ラインに基づ
き、変更協議を
実施している ◎

美馬市 ◎

事前公表だが弊害
がないよう適切に
取り扱っている。

◎

「設計変更ガイドラ
イン」を策定し，適
切な設計変更を
行っている × ◎

設計金額２千万
円以上

◎

請負額3百万円
以上

× ◎ ◎

設計変更ガイド
ラインに基づ
き、変更協議を
実施している ◎

三好市 ◎

事前公表だが弊害
がないよう適切に
取り扱っている。

◎

「設計変更ガイドラ
イン」を策定し，適
切な設計変更を
行っている × ◎

設計金額5千万
円以上
（建築一式は7千
万円以上） ◎

請負額5百万円
以上

× ◎ ◎

設計変更ガイド
ラインに基づ
き、変更協議を
実施している ◎

勝浦町 ◎

事前公表だが弊害
がないよう適切に
取り扱っている。

◎

「設計変更ガイドラ
イン」を策定し、適
切な設計変更を
行っている × ◎

設計金額5千万
円以上

◎ × ◎ ◎ ◎

上勝町 ◎

事前公表だが弊害
がないよう適切に
取り扱っている。

◎

県の「設計変更ガ
イドライン」に基づ
き、適切な設計変
更を行っている × ◎

適宜選定

◎ ◎

余裕期間制度を活用
・任意着手方式

◎ ◎ ◎

佐那河内村 ◎

事前公表だが弊害
がないよう適切に
取り扱っている。

◎

「設計変更ガイドラ
イン」を策定し、適
切な設計変更を
行っている × ◎

試行導入

◎

請負額1百万円
以上

◎

余裕期間制度を活用
・着手日選択契約方式
・着手日指定契約方式

◎ ◎ ◎

特記仕
様書に
明示し
ている

石井町 ◎

事前公表だが弊害
がないよう適切に
取り扱っている。

◎

県の「設計変更ガ
イドライン」に基づ
き、適切な設計変
更を行っている × ◎

適宜選定

◎ × ◎ ◎ ◎

神山町 ◎

事前公表だが弊害
がないよう適切に
取り扱っている。

◎

県の「設計変更ガ
イドライン」に基づ
き、適切な設計変
更を行っている × ◎

適宜選定

◎

請負額5百万円
以上

× ◎ ◎ ◎

那賀町 ◎

事前公表だが弊害
がないよう適切に
取り扱っている。

◎

県の「設計変更ガ
イドライン」に基づ
き、適切な設計変
更を行っている × ◎

土木一式工事の
み設計金額1千
万円以上

◎ × ◎ ◎ ◎

牟岐町 ◎

事前公表だが弊害
がないよう適切に
取り扱っている。

◎

県の「設計変更ガ
イドライン」に基づ
き、適切な設計変
更を行っている × ◎

設計金額3千万
円以上

◎

請負額5百万円
以上

× ◎ ◎ ◎

美波町 ◎

事前公表だが弊害
がないよう適切に
取り扱っている。

◎

県の「設計変更ガ
イドライン」に基づ
き、適切な設計変
更を行っている × ◎

試行導入

◎ × ◎ ◎ ◎

海陽町 ◎

事前公表だが弊害
がないよう適切に
取り扱っている。

◎

県の「設計変更ガ
イドライン」に基づ
き、適切な設計変
更を行っている × ◎

試行導入

◎ ◎

余裕期間制度を活用
・着手日選択契約方式
・着手日指定契約方式

◎ ◎

設計変更ガイド
ラインに基づ
き、変更協議を
実施している ◎

松茂町 ◎

事前公表だが弊害
がないよう適切に
取り扱っている。

◎

県の「設計変更ガ
イドライン」に基づ
き、適切な設計変
更を行っている × × ◎

請負額2百万円
以上

× ◎ ◎ ◎

北島町 ◎

事前公表だが弊害
がないよう適切に
取り扱っている。

◎

県の「設計変更ガ
イドライン」に基づ
き、適切な設計変
更を行っている × × ◎ × ◎ ◎

設計変更ガイド
ラインに基づ
き、変更協議を
実施している ◎

藍住町 ◎

事前公表だが弊害
がないよう適切に
取り扱っている。

◎

県の「設計変更ガ
イドライン」に基づ
き、適切な設計変
更を行っている × ◎

適宜選定（設計
金額5千万円以
上）

◎ ◎

余裕期間制度を活用
・着手日指定契約方式

◎ ◎ ◎

板野町 ◎

事前公表だが弊害
がないよう適切に
取り扱っている。

◎

県の「設計変更ガ
イドライン」に基づ
き、適切な設計変
更を行っている × ◎

適宜選定

◎ × ◎ ◎ ◎

上板町 ◎

事前公表だが弊害
がないよう適切に
取り扱っている。

◎

県の「設計変更ガ
イドライン」に基づ
き、適切な設計変
更を行っている × × ◎

請負額5百万円
以上

× ◎ ◎ ◎

つるぎ町 ◎

事前公表だが弊害
がないよう適切に
取り扱っている。

◎

県の「設計変更ガ
イドライン」に基づ
き、適切な設計変
更を行っている × ◎

試行導入

◎ × ◎ ◎

設計変更ガイド
ラインに基づ
き、変更協議を
実施している ◎

東みよし町 ◎

事前公表だが弊害
がないよう適切に
取り扱っている。

◎

県の「設計変更ガ
イドライン」に基づ
き、適切な設計変
更を行っている × ◎

設計金額2千万
円以上

◎ × ◎ ◎

設計変更ガイド
ラインに基づ
き、変更協議を
実施している ◎

現場説
明書に
明示し
ている

中長期的な工事の
発注見通しとし
て、各事業の進捗
状況を公表してい
る

事後公表としている、また
は、事前公表の場合でも、
適否について十分検討し、
建設業者の技術力や経営力
による適正な競争を損ねる
弊害が生じないよう適切に
取り扱っている

設計図書に「設計変更ガイ
ドライン」等の明示を行
い、施工条件の変化等に応
じた適切な設計変更が行え
るようにしている

ＩＣＴ活用工事の発
注基準等を定め、Ｉ
ＣＴ活用工事を発注
している

総合評価落札方式の
実施基準等を定め、
総合評価落札方式を
導入している

工事成績評定の基準
等を作成し、工事成
績評定に取り組んで
いる

実工期を柔軟に設定できる余
裕期間制度を活用している

ワンデーレスポ
ンスを実施して
いる

設計変更審査会を実
施している

三者会議を実
施している

②工事の性格等に応じた
入札契約方式の選択・活用

④余裕期間制度の活用
⑤受注者との情報共有、

協議の迅速化
⑥発注見通しの

統合・公表

必ず実施すべき事項 実施に努める事項

指標
項目

①予定価格の適正な設定

②歩切り根
絶（全ての工
事で歩切りな

し）

③予定価格の
原則事後公表

⑥適正な設計変更
①ICTを活用した

生産性向上



Ｒ７実施状況(地域独自指標・工事)

④施工時期の
平準化

⑤適正な工期
設定

⑥適正な設計
変更

③見積りの
活用

最新の積算
基準の適用

最新の労務
単価等の適
用（年度途中
に改訂が
あった場合
は見直す）

発注見通し情
報の共有化
（地整発注見
通し情報への
ＨＰリンク）

施工に必要な
日数の設定
（準備・後片付
け・雨天・休日
等不稼働日等
の考慮）

施工条件の変
化等に応じた
適切な設計変
更（精算変更
（請負代金額
や工期の適切
な変更）の実
施）

不調・不落等
の場合の見
積り活用方
式の導入

香川県 ◎

事前公表だが弊害
がないよう適切に
取り扱っている。

◎

「設計変更ガイドラ
イン」を策定し、適
切に設計変更を実
施 ◎

ICT土工、ICT小
規模土工、ICT付
帯構造物設置
工、ICT舗装工、
ICT法面工の基
準を定めている。

◎ ◎ ◎ ◎ ◎

工事打合簿に
より決裁を行っ
ている。

◎

高松市 ◎

予定価格が30百万
円超は、事前公表
だが弊害がないよ
う適切に取り扱っ
ている。
予定価格が30百万
円以下は、事後公
表

◎

「設計変更ガイドラ
イン」を策定し、高
松市工事請負契約
約款に基づき、適
切に設計変更を実
施

◎

令和６年度から
情報共有システ
ムを活用した電
子納品の運用ガ
イドラインを策定
し、発注してい
る。
また、香川県の
建設現場の遠隔
臨場に関する試
行要領を準用し、
発注している。
県要領を準用し、
ICT小規模土工、
ICT床掘、ICT付
帯構造物設置工
の基準を定めて
いる。

◎ ◎ ×

施工時期に制約がある工
事が多い。
手持ち件数の制約があり、
運用が難しい。

◎ ◎

工事打合簿に
より決裁を行っ
ている。

◎

必要な
場合
は、実
施して
いる。

丸亀市 ◎

事前公表だが弊害
がないよう適切に
取り扱っている。

◎

県のガイドラインに
基づくことを工事の
特記仕様書に明示
し、適正に設計変
更を実施

×

ICT施工に適した
規模の工事が少
ない。

◎ ◎ ×

現場条件から、施工期間が
限定された工事が多く、標
準工期の確保までとなって
いる。 ◎ ◎

工事打合簿に
より決裁を行っ
ている。

◎

必要で
あれ
ば、実
施する
体制は
ある。

坂出市 ◎ ◎

坂出市工事請負契
約約款、香川県の
設計変更ガイドラ
インに基づくことを
設計図書に明示
し、適正に設計変
更を実施

× ◎ ◎ × ◎ ◎

工事打合簿に
より決裁を行っ
ている。

◎

必要で
あれ
ば、実
施する
体制は
ある。

善通寺市 ◎

事前公表だが弊害
がないよう適切に
取り扱っている。 ◎

「設計変更ガイドラ
イン」を策定し、適
切に設計変更を実
施 × ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

工事打合簿に
より決裁を行っ
ている。 ◎

必要な
場合
は、実
施して
いる。

観音寺市 ◎

事前公表だが弊害
がないよう適切に
取り扱っている。

◎

「設計変更ガイドラ
イン」を策定し、観
音寺市工事請負契
約約款に基づき、
適切に設計変更を
実施

× ◎ × × ◎ ◎

工事打合簿に
より決裁を行っ
ている。

◎

必要な
場合
は、実
施して
いる。

さぬき市 ◎ ◎

県のガイドラインに
基づくことを工事の
特記仕様書に明示
し適切に設計変更
を実施

×

本市で実施する
工事は小規模で
あることから、
ICTを活用した生
産性向上に対し
て導入費用を勘
案したところ、十
分な費用対効果
を得られないと考
えるため、導入に
至っていない。

◎ ◎ ×

現場状況から、施工期間が
限定された工事が多く、標
準工期の確保までとなって
いる。

◎ ◎

工事打合簿に
より決裁を行っ
ている。

◎

必要な
場合
は、実
施して
いる。

東かがわ市 ◎ ◎

「設計変更ガイドラ
イン」に沿って、適
切に設計変更を実
施 ×

市の発注工事で
は費用対効果が
見込めるだけの
工事規模がない
ため。導入に至っ
ていない。

◎ ◎ ×

標準工期は確保しているこ
とや、業者からの要望も少
ないため導入に至っていな
い。 ◎ ◎

工事打合簿に
より決裁を行っ
ている。

◎

三豊市 ◎

事前公表だが弊害
がないよう適切に
取り扱っている。 ◎

三豊市工事請負契
約約款および設計
変更ガイドラインに
沿って、適切に設
計変更を実施

× △

基準は定めてい
るが、対象工事
がない ◎ × ◎ ◎

工事打合せ簿
及び指示書・質
疑書により決裁
を行っている。 ◎

必要な
場合
は、実
施して
いる。

土庄町 ◎

事前公表だが弊害
がないよう適切に
取り扱っている。 ◎

県のガイドラインに
基づくことを工事の
特記仕様書に明示
し、適正に設計変
更を実施

× ◎ × ◎ × ◎

工事打合簿に
より決裁を行っ
ている。 ◎

必要な
場合
は、実
施して
いる。

小豆島町 ◎

指名競争入札は、
事前公表
一般競争入札は、
事後公表

◎

小豆島町工事請負
契約約款、香川県
の設計変更ガイド
ラインに基づくこと
を設計図書に明示
し、適正に設計変
更を実施 ×

ICT用の機材を
持っている業者
がほとんどいな
いうえ、ICTを活
用するような案件
が少ないため、
導入に至ってい
ない。

◎ ×

ノウハウがない
ため、導入に
至っていない。

×

ノウハウがないため、導入
に至っていない。

◎ ◎

工事打合簿に
より決裁を行っ
ている。

×

ほとん
どの設
計を直
営で
行って
おり、
対象案
件も少
ないた
め、導
入に
至って
いな

三木町 ◎ ◎

三木町工事請負契
約約款に基づき変
更、香川県の設計
変更ガイドラインに
基づくことを設計図
書に明示予定

×

ノウハウがないた
め、導入に至って
いない。

◎ ◎ ×

ノウハウがないため、導入
に至っていない。

◎ ◎

工事打合簿に
より決裁を行っ
ている。

×

ノウハ
ウがな
いた
め、導
入に
至って
いな
い。

直島町 ◎ ◎

直島町工事請負契
約約款に基づき変
更、香川県の設計
変更ガイドラインに
基づくことを設計図
書に明示

× ×

対象工事がない
ため、導入に至っ
ていない。

× × ◎ ◎

工事打合簿に
より決裁を行っ
ている。

◎

宇多津町 ◎ ◎

宇多津町工事請負
契約約款に基づき
変更、香川県の設
計変更ガイドライン
に基づくことを設計
図書に明示

× ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

綾川町 ◎ ◎

綾川町工事請負契
約約款に基づき変
更 ×

工事規模が小さ
く、適切な対象工
事がないため ×

導入に向け基準
を検討

◎ ◎ ◎ ◎ ◎

琴平町 ◎ ◎

琴平町工事請負契
約約款に基づき変
更 ×

発注基準・仕様
等を定めていな
い。 ◎ ×

検討予定

◎

適切な工期の設定

◎ ◎

工事打合簿に
より決裁を行っ
ている。 ×

現在の
運用で
処理で
きてい
るため

多度津町 ◎ ◎

多度津町工事請負
契約約款に基づき
変更

× △

基準は定めてい
るが、対象工事
がない

× × ×

事業者
から問
い合わ
せ事項
があっ
た場合
は可能
な限り
早急な
回答を
心がけ
てい
る。

◎

工事打合簿に
より決裁を行っ
ている。

◎

まんのう町 ◎

事前公表だが弊害
がないよう適切に
取り扱っている。 ◎

まんのう町工事請
負契約約款に基づ
き変更 × ◎ × × ◎ ◎

工事打合簿に
より決裁を行っ
ている。 ◎

必要に
応じ、
実施

必ず実施すべき事項 実施に努める事項

指標
項目

①予定価格の適正な設定

②歩切り根
絶（全ての工
事で歩切りな

し）

③予定価格の
原則事後公表

⑥適正な設計変更
①ICTを活用した

生産性向上
②工事の性格等に応じた

入札契約方式の選択・活用
④余裕期間制度の活用

⑤受注者との情報共有、
協議の迅速化

⑥発注見通しの
統合・公表

事後公表としている、また
は、事前公表の場合でも、
適否について十分検討し、
建設業者の技術力や経営力
による適正な競争を損ねる
弊害が生じないよう適切に
取り扱っている

設計図書に「設計変更ガイ
ドライン」等の明示を行
い、施工条件の変化等に応
じた適切な設計変更が行え
るようにしている

ＩＣＴ活用工事の発
注基準等を定め、Ｉ
ＣＴ活用工事を発注
している

総合評価落札方式の
実施基準等を定め、
総合評価落札方式を
導入している

工事成績評定の基準
等を作成し、工事成
績評定に取り組んで
いる

実工期を柔軟に設定できる余
裕期間制度を活用している

ワンデーレスポ
ンスを実施して
いる

設計変更審査会を実
施している

三者会議を実
施している

中長期的な工事の
発注見通しとし
て、各事業の進捗
状況を公表してい
る



Ｒ７実施状況(地域独自指標・工事)

④施工時期の
平準化

⑤適正な工期
設定

⑥適正な設計
変更

③見積りの
活用

最新の積算
基準の適用

最新の労務
単価等の適
用（年度途中
に改訂が
あった場合
は見直す）

発注見通し情
報の共有化
（地整発注見
通し情報への
ＨＰリンク）

施工に必要な
日数の設定
（準備・後片付
け・雨天・休日
等不稼働日等
の考慮）

施工条件の変
化等に応じた
適切な設計変
更（精算変更
（請負代金額
や工期の適切
な変更）の実
施）

不調・不落等
の場合の見
積り活用方
式の導入

愛媛県 ◎

事前公表だが
弊害がないよ
う適切に取り
扱っている。

◎ ◎

ICT活用工事
実施要領を
策定し、ＩＣＴ
活用工事を
施工中 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

設計変更の
妥当性等に
ついて受注
者と協議す
る場を必要
に応じて設
けている

◎

松山市 ◎

事前公表だが
弊害がないよ
う適切に取り
扱っている。

◎ ×

建設現場に
おける遠隔
臨場に関す
る試行要領
を策定し、発
注している。

◎ ◎ ◎ ◎ ◎

設計変更の
妥当性等に
ついて受注
者と協議す
る場を必要
に応じて設
けている

◎

今治市 ◎

事前公表だが
弊害がないよ
う適切に取り
扱っている。 ◎ ◎

県要領を準
用しＲ6年4月
以降の対象
工事から適
用

◎ ◎ ◎ ◎ ◎

設計変更が
基準を満た
す工事で実
施 ◎

宇和島市 ◎

事前公表だが
弊害がないよ
う適切に取り
扱っている。

◎ ◎

Ｒ7年4月から
要領を策定
し、運用を開
始

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

八幡浜市 ◎

事前公表だが
弊害がないよ
う適切に取り
扱っている。

◎ ◎

ICT活用工事
実施要領を
策定R7年4月
からの対象
工事より運用

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

新居浜市 ◎

事前公表だが
弊害がないよ
う適切に取り
扱っている。 ◎ × ◎ ◎ × ◎ ×

設計変更ガ
イドラインに
基づき設計
変更につい
ては適切に
行っている
ため。

◎

西条市 ◎

事前公表だが
弊害がないよ
う適切に取り
扱っている。

◎ ×

建設現場に
おける遠隔
臨場に関す
る試行要領
を策定

◎

導入済み

◎

基準等を定
め、工事成
績評定（請
負額100万
円以上が対
象）も導入 × ◎ ×

設計変更ガ
イドラインに
基づいて適
正な変更が
行われてい
るため、審
査会までの
必要性が生
じていな
い。

◎

大洲市 ◎

事前公表だが
弊害がないよ
う適切に取り
扱っている。

◎ × ◎ ◎ × ◎ ◎

設計変更が
基準額を超
える工事で
実施

△

一部
工事
で実
施し
てい

伊予市 ◎

事前公表だが
弊害がないよ
う適切に取り
扱っている。

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

四国中央市 ◎

事前公表だが
弊害がないよ
う適切に取り
扱っている。 ◎ × △

要領は定め
ているが、近
年の実績は
ない。 ◎ ◎ ◎ ◎

設計変更に
ついて受注
者と協議す
る場を必要
に応じて設
けている

◎

西予市 ◎

事前公表だが
弊害がないよ
う適切に取り
扱っている。

◎ × ◎ ◎ ◎ × × ×

東温市 ◎

指名競争入札
は事前公表だ
が弊害がない
よう適切に取
り扱ってい
る。

◎

ガイドライン策
定済みだが、
設計図書への
明示は行って
いない。

×

建設現場に
おける遠隔
臨場に関す
る試行要領
を策定し、発
注している。

◎ ◎ ◎ ◎ ◎

設計変更協
議会として
必要に応じ
実施 ◎

上島町 ◎

事前公表だが
弊害がないよ
う適切に取り
扱っている。

◎ × ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

対象案件が
無かった
が、実施出
来る体制は
整っている

◎

久万高原町 ◎

事前公表だが
弊害がないよ
う適切に取り
扱っている。

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

設計変更に
ついて受注
者と協議す
る場を必要
に応じて設
けている

◎

松前町 ◎ 事後公表 ◎ × ◎ ◎ × ◎ ◎

設計変更の
妥当性等に
ついて受注
者と協議す
る場を必要
に応じて設
けている

◎

砥部町 ◎

事前公表だが
弊害がないよ
う適切に取り
扱っている。

◎ × △

基準は定め
ているが近年
実績は無し。

◎ × ◎ ◎

設計変更の
妥当性等に
ついて受注
者と協議す
る場を必要
に応じて設
けている

◎

内子町 ◎

事前公表だが
弊害がないよ
う適切に取り
扱っている。

◎ × ◎ ◎ × ◎ × ◎

伊方町 ◎

事前公表だが
弊害がないよ
う適切に取り
扱っている。

◎ × ◎ ◎ × ◎ × ×

松野町 ◎

事前公表だが
弊害がないよ
う適切に取り
扱っている。

◎ △

ICT活用工事
実施要領を
策定したが、
ICT活用工事
の発注には
至っていない

◎ ◎ ◎ ◎ ◎

設計変更の
妥当性等に
ついて受注
者と協議す
る場を必要
に応じて設
けている

◎

鬼北町 ◎

事前公表だが
弊害がないよ
う適切に取り
扱っている。

◎

R６．４月策定
し、適切な設
計変更に努め
ている。
設計図書への
明示は検討中

◎

R6.4より運用

◎ ◎ ◎

R6.4より運用

◎ ◎

R6.4より運
用

◎

愛南町 ◎

事前公表だが
弊害がないよ
う適切に取り
扱っている。

◎ ◎

R6.4月から要
領を策定し運
用開始してい
る。

◎ ◎ ◎

R6.4月から要領を策
定し運用開始してい
る。

◎ ◎

設計変更の
妥当性等に
ついて受注
者と協議す
る場を必要
に応じて設
けている

◎

必ず実施すべき事項 実施に努める事項

指標
項目

①予定価格の適正な設定

②歩切り根
絶（全ての工
事で歩切りな

し）

③予定価格の
原則事後公表

⑥適正な設計変更
①ICTを活用した

生産性向上
②工事の性格等に応じた

入札契約方式の選択・活用
④余裕期間制度の活用

⑤受注者との情報共有、
協議の迅速化

⑥発注見通しの
統合・公表

事後公表としている、また
は、事前公表の場合でも、
適否について十分検討し、
建設業者の技術力や経営力
による適正な競争を損ねる
弊害が生じないよう適切に
取り扱っている

設計図書に「設計変更ガイ
ドライン」等の明示を行
い、施工条件の変化等に応
じた適切な設計変更が行え
るようにしている

ＩＣＴ活用工事の発
注基準等を定め、Ｉ
ＣＴ活用工事を発注
している

総合評価落札方式の
実施基準等を定め、
総合評価落札方式を
導入している

工事成績評定の基準
等を作成し、工事成
績評定に取り組んで
いる

実工期を柔軟に設定できる余
裕期間制度を活用している

ワンデーレスポ
ンスを実施して
いる

設計変更審査会を実
施している

三者会議を実
施している

中長期的な工事の
発注見通しとし
て、各事業の進捗
状況を公表してい
る



Ｒ７実施状況(地域独自指標・工事)

④施工時期の
平準化

⑤適正な工期
設定

⑥適正な設計
変更

③見積りの
活用

最新の積算
基準の適用

最新の労務
単価等の適
用（年度途中
に改訂が
あった場合
は見直す）

発注見通し情
報の共有化
（地整発注見
通し情報への
ＨＰリンク）

施工に必要な
日数の設定
（準備・後片付
け・雨天・休日
等不稼働日等
の考慮）

施工条件の変
化等に応じた
適切な設計変
更（精算変更
（請負代金額
や工期の適切
な変更）の実
施）

不調・不落等
の場合の見
積り活用方
式の導入

高知県 ◎

請負対象金額2500
万円未満について
は事前公表だが、
弊害がないよう適
切に取り扱ってい
る。

◎

ガイドラインを策定
し、特記仕様書に
明示している。

◎

ICT土工、ＩＣＴ舗
装等（全15工種）
の基準を定め、
発注している。 ◎

導入済み

◎ ◎ ◎ ◎

審査会は開催
していないが、
要領に基づき
変更協議を実
施している。

◎

高知市 ◎

一般競争入札によ
る土木系工事以外
については事前公
表だが、弊害がな
いよう適切に取り
扱っている。

◎

ガイドラインを策定
し，特記仕様書に
明示している。

× ◎

導入済み

◎ ◎ ◎ ◎

審査会は開催
していないが、
要領に基づき
変更協議を実
施している。

◎

室戸市 ◎

事前公表だが弊害
がないよう適切に
取り扱っている。 ◎

県のガイドラインに
基づくことを工事の
特記仕様書に記載
している。

× ◎ ◎

令和3年度より
運用開始

× ◎ ◎

審査会は開催
していないが、
要領に基づき
変更協議を実
施している。

◎

安芸市 ◎ ◎

県のガイドラインに
基づくことを工事の
特記仕様書に記載
している。

× ◎ ◎ × ◎ ◎

審査会は開催
していないが、
変更協議を実
施している。

×

南国市 ◎ ◎

県のガイドラインに
基づくことを工事の
特記仕様書に記載
している。

× ◎

導入済み

◎ ◎ ◎ ◎ ×

土佐市 ◎ ◎

県のガイドラインに
基づくことを工事の
特記仕様書に記載
している。

× ◎ ◎ × ◎ ◎ ×

須崎市 ◎ ◎

県のガイドラインに
基づくことを工事の
特記仕様書に記載
している。

× × △ × ◎ ◎ ◎

宿毛市 ◎

事前公表だが弊害
がないよう適切に
取り扱っている。 ◎

県のガイドラインに
基づくことを工事の
特記仕様書に記載
している。

×

未実施

△

対象工事がない

×

基準は定めてい
る。

◎

導入済み

◎ ◎

審査会は開催
していないが、
変更協議を実
施している。

×

未実施

土佐清水市 ◎

一部事前公表だ
が、弊害がないよ
う適切に取り扱っ
ている。

◎

県のガイドラインに
基づくことを工事の
特記仕様書に記載
している。

× △

総合評価落札方
式試行要領は定
めているが、対象
工事がない

× × ◎ ◎ ◎

四万十市 ◎ ◎
ガイドラインを策定
し，特記仕様書に
明示している。

× × ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

香南市 ◎ ◎

県のガイドラインに
基づくことを工事の
特記仕様書に記載
している。

× ◎ × × ◎ ◎

審査会は開催
していないが、
要領に基づき
変更協議を実
施している。

△

香美市 ◎ ◎

県のガイドラインに
基づくことを工事の
特記仕様書に記載
している。 × △

基準を定めてい
るが、実用してい
ない。

◎ × ◎ ◎ △

工事規
模に
よって
実施し
てい
る。

東洋町 ◎ ◎

県のガイドラインに
基づくことを工事の
特記仕様書に記載
している。

× × × × ◎ ◎ ×

奈半利町 ◎ ◎

県のガイドラインに
基づくことを工事の
特記仕様書に記載
している。

× △ × × ◎ ◎ ×

田野町 ◎

実施している

◎

県のガイドラインに
基づくことを工事の
特記仕様書に記載
している。

×

未実施

×

基準を定めてい
ない

×

基準は定めてお
らず、工事成績
評定も導入して
いない

× ◎ ◎ ×

未実施

安田町 ◎ ◎

県のガイドラインに
基づくことを工事の
特記仕様書に記載
している。

× × ◎ ◎ ◎ ◎ ×

北川村 ◎ ◎

県のガイドラインに
基づくことを工事の
特記仕様書に記載
している。

× × × × ◎ ◎ ×

馬路村 ◎ ◎

県のガイドラインに
基づくことを工事の
特記仕様書に記載
している。

× × × × ◎ ◎ ×

芸西村 ◎ ◎

県のガイドラインに
基づくことを工事の
特記仕様書に記載
している。

× × × ◎ ◎ ◎

審査会は開催
していないが、
変更協議を実
施している。

×

本山町 ◎

実施している

◎

県のガイドラインに
基づくことを工事の
特記仕様書に記載
している。

×

未実施

◎

導入済み

× △

未実施

◎ ◎

審査会は開催
していないが、
要領に基づき
変更協議を実
施している。

◎

大豊町 ◎ ◎

県のガイドラインに
基づくことを工事の
特記仕様書に記載
している。

× △ × × ◎ ◎ ◎

土佐町 ◎ ◎

県のガイドラインに
基づくことを工事の
特記仕様書に記載
している。

× △ △ ◎ ◎

すべて
の工事
で心掛
けてい
る

◎

審査会は実施
していないが、
変更協議を実
施している。

◎

技術的
等必要
な時に

大川村 ◎ ◎

県のガイドラインに
基づくことを工事の
特記仕様書に記載
している。

×

未実施

◎

導入済み

×

基準は定めてお
らず、工事成績
評定も導入して
いない

×

未実施

◎

一部未
実施の
工事が
ある

◎ ×

未実施

いの町 ◎

請負対象金額5000
万円未満について
は事前公表だが、
弊害がないよう適
切に取り扱ってい
る。

◎

県のガイドラインに
基づくことを工事の
特記仕様書に記載
している。 ×

未実施

◎

導入済み

◎

請負対象金額
500万円以上の
工事（土木一
式・とび・土木・
コンクリート）を
対象として導入
している

◎ ◎

すべて
の工事
で心掛
けてい
る

◎

審査会は開催
していないが、
要領に基づき
変更協議を実
施している。

◎

技術的
等必要
な時に

仁淀川町 ◎

事前公表だが弊害
がないよう適切に
取り扱っている。 ◎

県のガイドラインに
基づくことを工事の
特記仕様書に記載
している。

× △ × × ◎ ◎ ◎

中土佐町 ◎

請負対象金額2500
万円未満について
は事前公表だが、
弊害がないよう適
切に取り扱ってい
る。

◎

県のガイドラインに
基づくことを工事の
特記仕様書に記載
している。 × △

対象工事がない

× × ◎ ◎

審査会は開催
していないが、
変更協議を実
施している。 ◎

必要に
応じて
実施

佐川町 ◎ ◎

県のガイドラインに
基づくことを工事の
特記仕様書に記載
している。 × × × × ◎ ◎

審査会は開催
していないが、
変更協議を実
施している。 ◎

技術的
等必要
な時に

越知町 ◎

事前公表だが弊害
がないよう適切に
取り扱っている。 ◎

県のガイドラインに
基づくことを工事の
特記仕様書に記載
している。 ×

未実施

◎

3000万円以上の
工事について総
合評価方式を適
用 ×

基準は定めてお
らず、工事成績
評定も導入して
いない ×

未実施

◎

すべて
の工事
で心掛
けてい
る

◎

審査会は開催
していないが、
要領に基づき
変更協議を実
施している。

◎

技術的
等必要
な時に

梼原町 ◎ ◎

県のガイドラインに
基づくことを工事の
特記仕様書に記載
している。 × ◎

請負対象金額
3,000万円以上の
工事（建築除く）
を対象として導入
している

◎

請負対象金額
3,000万円以上
の工事（建築除
く）を対象として
導入している

× ◎ ◎ ×

日高村 ◎

実施している

◎

県のガイドラインに
基づくことを工事の
特記仕様書に記載
している。 ×

未実施

◎

基準を定め、対
象業務があれば
導入している。 △

今後の課題とし
て研究中であ
る。 ×

明示していない。

◎ ◎ ×

未実施

津野町 ◎

請負対象金額500
万円未満について
は事前公表だが、
弊害がないよう適
切に取り扱ってい
る。

◎

県のガイドラインに
基づくことを工事の
特記仕様書に記載
している。 × 未実施 ◎ ◎ ◎ ◎ 努めて

いる ◎ ◎

四万十町 ◎

請負対象金額5000
万円未満は事前公
表としているが、弊
害がないよう適切
に取り扱っている。

◎

県のガイドラインに
基づくことを工事の
特記仕様書に記載
している。 × △

基準は定めてい
るが対象工事が
ない

× × ◎ ◎

審査会は実施
しないが、要領
に基づき変更
協議を実施して
いる。

◎
必要に
応じて
実施

大月町 ◎ ◎

県のガイドラインに
基づくことを工事の
特記仕様書に記載
している。

× △

総合評価落札方
式試行要領は定
めているが、対
象工事がない

× × ◎

努めて
いる

◎

審査会は開催
していないが、
変更協議を実
施している。

△

要領は
定めて
いない
が必要
に応じ
て三者
協議を
実施す
る。

三原村 ◎

実施している

◎

県のガイドラインに
基づくことを工事の
特記仕様書に記載
している。 × × × × ◎ ◎ ×

黒潮町 ◎ ◎

県のガイドラインに
基づくことを工事の
特記仕様書に記載
している。

× × × × ◎

努めて
いる

◎

審査会は開催
していないが、
変更協議を実
施している。

×

必ず実施すべき事項 実施に努める事項

指標
項目

①予定価格の適正な設定

②歩切り根
絶（全ての工
事で歩切りな

し）

③予定価格の
原則事後公表

⑥適正な設計変更
①ICTを活用した

生産性向上
②工事の性格等に応じた

入札契約方式の選択・活用
④余裕期間制度の活用

⑤受注者との情報共有、
協議の迅速化

⑥発注見通しの
統合・公表

事後公表としている、また
は、事前公表の場合でも、
適否について十分検討し、
建設業者の技術力や経営力
による適正な競争を損ねる
弊害が生じないよう適切に
取り扱っている

設計図書に「設計変更ガイ
ドライン」等の明示を行
い、施工条件の変化等に応
じた適切な設計変更が行え
るようにしている

ＩＣＴ活用工事の発
注基準等を定め、Ｉ
ＣＴ活用工事を発注
している

総合評価落札方式の
実施基準等を定め、
総合評価落札方式を
導入している

工事成績評定の基準
等を作成し、工事成
績評定に取り組んで
いる

実工期を柔軟に設定できる余
裕期間制度を活用している

ワンデーレスポ
ンスを実施して
いる

設計変更審査会を実
施している

三者会議を実
施している

中長期的な工事の
発注見通しとし
て、各事業の進捗
状況を公表してい
る



◆発注関係事務に関する『地域独自指標』（業務）
※上記は、１１月末現在。確認中や引き続き各機関で検討中あり。（２月中旬確定予定） 

必ず実施すべき事項 

③適正な履行期
間設定

④適切な設計変
更

最新の積算基
準の適用

最新の技術者
単価等の適用
（年度途中に改
定があった場合
は見直す）

歩切り根絶（全
ての業務で歩切
り無し）

業務の内容や規
模、方法、地域の
実情等を踏まえ
た業務履行に必
要な日数のほか
照査期間や週休
２日を前提とした
休日を考慮

設計条件の変化
等に応じた適切
な設計変更（精算
変更（請負代金
額や履行期間の
適切な変更）の実
施）

状況 達成 達成 達成 達成 達成

実施
状況

備考
（補足説明等）

実施
状況

備考
（補足説明等）

実施
状況

備考
（補足説明等）

実施
状況

備考
（補足説明等）

実施
状況

備考
（補足説明等）

実施
状況

備考
（補足説明等）

実施
状況

備考
（補足説明等）

※事後公表以外の場合
は「事前公表」、「総
合評価方式は事後公表
としている」など状況
が分かるよう記載

※実施している
項目を記載
例：Ｗｅｂ会
議、遠隔臨場
など

×： 未公表 ×： 未実施 ×： 基準を定めていない ×： 明示していない ×： 明示していない ×： 未実施 ×： 未実施

△：
公表しているが弊害が
生じている

△：
実施を予定して
いる

△：
基準は定めているが、
対象業務がない

△： 設計図書に明示は
しているが未実施

△： 設計図書に明示は
しているが未実施

△： 今後実施予定 △： 今後実施予定

◎： 実施している ◎：
ICTを活用した
業務を発注して
いる

◎：
基準を定め、対象業務
があれば導入している

◎：
設計図書に明示
し、適切に実施し
ている

◎：
設計図書に明示
し、適切に実施し
ている

◎： 実施済み ◎： 実施済み

Ｒ６年度　までの
目標

備考

※達成項目については、引き続き継続して取り組んで行くこと。

国等 ◎ 13 8 8 8 9 11
△ 0 1 2 0 0 0
× 0 4 3 5 4 1

徳島 ◎ 25 25 23 9 5 23
△ 0 0 0 0 0 0
× 0 0 2 16 20 2

香川 ◎ 18 16 14 10 9 18
△ 0 0 0 0 1 0
× 0 2 4 8 8 0

愛媛 ◎ 21 21 14 12 11 21
△ 0 0 2 0 0 0
× 0 0 5 9 10 0

高知 ◎ 35 20 8 35 19 35
△ 0 0 8 0 0 0
× 0 15 19 0 16 0

合計 ◎ 112 90 67 74 53 108
△ 0 1 12 0 1 0
× 0 21 33 38 58 3

112 100.0% 80.4% 59.8% 66.1% 47.3% 97.3%

Ｒ７実施状況（地域独自指標・業務）

③適正な履行期
間設定

④適切な設計変
更

最新の積算基
準の適用

最新の技術者
単価等の適用
（年度途中に改
定があった場合
は見直す）

歩切り根絶（全
ての業務で歩切
り無し）

業務の内容や規
模、方法、地域の
実情等を踏まえ
た業務履行に必
要な日数のほか
照査期間や週休
２日を前提とした
休日を考慮

設計条件の変化
等に応じた適切
な設計変更（精算
変更（請負代金
額や履行期間の
適切な変更）の実
施）

四国地方整備局
（国土交通省） ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

中国四国農政局
（農林水産省） ◎ 事後公表を行っている ◎ ・Ｗｅｂ会議 ◎ ◎ ◎ ◎

四国森林管理局
（林野庁）

◎ ◎

WEB会議の活
用、３次元デー
タの活用、遠隔
臨場の活用、情
報共有システム
の活用

◎ ◎ ◎ ◎

中国四国地方環
境事務所
（環境省）

◎ ◎ ◎ ◎ × ◎

高松高等裁判所 － － － － － －

四国財務局（財
務省） ◎ × × 該当なし × ◎ ◎

高松国税局（国
税庁） ◎ △

対象業務があれ
ば、ウェブ会議
の活用を検討す
る。

× × × － 対象なし

西日本高速道路
(株)
 四国支社

◎ ◎

①一部業務にお
いて、Ｗｅｂ会
議の活用
②一部業務にお
いて、３次元
データの活用
⑤一部業務にお
いて、BIM/CIM
等の活用

◎ ◎ ◎
「計画工程表の作
成」について、設計
図書に明示

◎

本州四国連絡高
速道路(株) ◎ ◎ ①Ｗｅｂ会議の

活用 ◎ ◎ ◎ ◎

（以下オブザー
バー）
四国運輸局
（国土交通省）

◎ × × × × ×

第五管区海上保
安本部
（国土交通省）

◎ × △ 対象工事無し × ◎ ◎

大阪航空局（国
土交通省） ◎ ◎

・Web会議
・BIM/CIM等を
一部活用

◎ ◎ × ◎

中国四国管区警
察局四国警察支
局（警察庁）

◎ × △ × ◎ ◎

四国経済産業局
（経済産業省） － － － － － －

(独)水資源機構
吉野川本部 ◎ ◎ ◎ プロポーザル方式を適

宜実施 ◎ ◎ ◎ 平成30年度（4月）より公
表

継続 新規

実施に努める事項

指標項目

①予定価格の適正な設定 ②予定価格の原則事後公表
①ICTを活用した生産

性向上【新】
②入札契約方式の選択・活用

【新】
③受注者との情報共有、協議の迅速化【新】 ④発注見通しの統合・公表【新】

事後公表としている、また
は、事前公表の場合でも、適
否について十分検討し、調査
設計等の業者の技術力や経営
力による適正な競争を損ねる
弊害が生じないよう適切に取
り扱っている

ＩＣＴを活用した業務
を発注している
①Ｗｅｂ会議の活用
②３次元データの活用
③遠隔臨場の活用
④情報共有システムの
活用
⑤BIM/CIM等の活用
⑥その他

プロポーザル方式、総合評価
落札方式等の実施基準等を定
め、業務発注時に導入してい
る

ウイークリースタンスに
関する事項を設計図書に
明示し実施している

①スケジュール管理表な
どによる情報共有に関す
る事項を設計図書に明示
し実施している

当該年度の業務の発注見通
しについて地域ブロック単
位で統合し、四国地整ＨＰ
の発注見通しにて公表して
いる。

中長期的な業務の発注
見通しとして、各事業
の進捗状況を公表して
いる

新規 新規 新規 新規 新規
（四国地整のみ）

全機関：◎ 対象機関：◎

ＩＣＴを活用した業務
を発注している
①Ｗｅｂ会議の活用
②３次元データの活用
③遠隔臨場の活用
④情報共有システムの
活用
⑤BIM/CIM等の活用
⑥その他

プロポーザル方式、総合評価
落札方式等の実施基準等を定
め、業務発注時に導入してい
る

評
価
の
仕
方

全機関：◎ 全機関：◎ 全機関：◎ 全機関：◎ 全機関：◎

ウイークリースタンスに
関する事項を設計図書に
明示し実施している

①スケジュール管理表な
どによる情報共有に関す
る事項を設計図書に明示
し実施している

【別添－２(業務)】

中長期的な業務の発注
見通しとして、各事業
の進捗状況を公表して
いる

当該年度の業務の発注見通
しについて地域ブロック単
位で統合し、四国地整ＨＰ
の発注見通しにて公表して
いる。

Ｒ６実績値
◆－

※なお、適切な技術力や経営力を持っ
た調査設計等の業者が適切に受注で
きる環境をつくるためにも、予定価格
の事後公表の検討も行う。

Ｒ６実績値
◆９９．１％

※発注方式は「発注者指定
型」、「受注者希望型」どちら
でも良い。

※備考欄には実施した項目
を記載。

Ｒ６実績値
◆７７．７％

Ｒ６実績値
◆５３．６％

Ｒ６実績値
◆６４．３％

※他にも「合同現地踏査」など、
受発注者間で情報共有が図れ、
協議の迅速化につながる項目を
明示・実施しても良い。

※備考欄に、明示・実施した項目
を記載。

Ｒ６実績値
◆４６．４％

Ｒ６実績値
◆９６．４％

必ず実施すべき事項 実施に努める事項

指標
項目

①予定価格の適正な設定 ②予定価格の原則事後公表
①ICTを活用した生産

性向上【新】
②入札契約方式の選択・活用

【新】
③受注者との情報共有、協議の迅速化【新】 ④発注見通しの統合・公表【新】

事後公表としている、また
は、事前公表の場合でも、適
否について十分検討し、調査
設計等の業者の技術力や経営
力による適正な競争を損ねる
弊害が生じないよう適切に取
り扱っている



Ｒ７実施状況（地域独自指標・業務）

③適正な履行期
間設定

④適切な設計変
更

最新の積算基
準の適用

最新の技術者
単価等の適用
（年度途中に改
定があった場合
は見直す）

歩切り根絶（全
ての業務で歩切
り無し）

業務の内容や規
模、方法、地域の
実情等を踏まえ
た業務履行に必
要な日数のほか
照査期間や週休
２日を前提とした
休日を考慮

設計条件の変化
等に応じた適切
な設計変更（精算
変更（請負代金
額や履行期間の
適切な変更）の実
施）

徳島県 ◎

事前公表だが弊害がない
よう適切に取り扱ってい
る。 ◎

・Web会議
・遠隔臨場
・情報共有シス
テム

◎

設計金額2千万円以上
の業務において総合評
価落札方式を実施 ◎

特記仕様書に明示
している

◎

特記仕様書に明示
している

◎

R2年度（4月）より公
表

徳島市 ◎

事前公表だが弊害がない
よう適切に取り扱ってい
る。 ◎

・Web会議

◎

プロポーザル方式を適
宜実施

◎

ホームページで案
内している

× ◎

R2年度（10月）より
公表

鳴門市 ◎

事前公表だが弊害がない
よう適切に取り扱ってい
る。 ◎

・Web会議の活
用

◎

プロポーザル方式、制限
付一般競争入札等を適
宜選定 ◎

特記仕様書に明示
している

◎

特記仕様書に明示
している

◎

R2年度（7月）より公
表

小松島市 ◎

事前公表だが弊害がない
よう適切に取り扱ってい
る。 ◎

・Web会議

◎

プロポーザル方式、入
札後審査方式一般競争
入札を適宜実施 × × ◎

R4年度（4月）より公
表

阿南市 ◎

事前公表だが弊害がない
よう適切に取り扱ってい
る。 ◎

・Web会議

◎

プロポーザル方式を適
宜実施

× × ×

吉野川市 ◎

事前公表だが弊害がない
よう適切に取り扱ってい
る。 ◎

・Web会議

◎

プロポーザル方式を適
宜実施

◎

特記仕様書に明示
している

× ◎

R2年度（10月）より
公表

阿波市 ◎

事前公表だが弊害がない
よう適切に取り扱ってい
る。 ◎

・Web会議

◎

適宜選定

◎

特記仕様書に明示
している

◎

特記仕様書に明示
している

◎

R6年度（4月）より公
表

美馬市 ◎

事前公表だが弊害がない
よう適切に取り扱ってい
る。 ◎

・Web会議

◎

プロポーザル方式の実
施要綱を定め、適宜実
施 × × ◎

R3年度（4月）より公
表

三好市 ◎

事前公表だが弊害がない
よう適切に取り扱ってい
る。 ◎

・Web会議

◎

プロポーザル方式を適
宜実施

◎

特記仕様書に明示
している

× ×

勝浦町 ◎

事前公表だが弊害がない
よう適切に取り扱ってい
る。 ◎

・Web会議

◎

プロポーザル方式を適
宜実施

× × ◎

R3年度（4月）より公
表

上勝町 ◎

事前公表だが弊害がない
よう適切に取り扱ってい
る。 ◎

・Web会議

◎

プロポーザル方式を適
宜実施

× × ◎

R4年度（4月）より公
表

佐那河内村 ◎

事前公表だが弊害がない
よう適切に取り扱ってい
る。 ◎

・Web会議

◎

プロポーザル方式を適
宜実施

◎

特記仕様書に明示
している

◎

特記仕様書に明示
している

◎

R3年度（4月）より公
表

石井町 ◎

事前公表だが弊害がない
よう適切に取り扱ってい
る。 ◎

・Web会議

× × × ◎

R5年度（4月）より公
表

神山町 ◎

事前公表だが弊害がない
よう適切に取り扱ってい
る。 ◎

・Web会議

◎

プロポーザル方式を適
宜実施

× × ◎

R4年度（4月）より公
表

那賀町 ◎

事前公表だが弊害がない
よう適切に取り扱ってい
る。 ◎

・Web会議

◎

プロポーザル方式を適
宜実施

× × ◎

R2年度（10月）より
公表

牟岐町 ◎

事前公表だが弊害がない
よう適切に取り扱ってい
る。 ◎

・Web会議

◎

プロポーザル方式を適
宜実施

× × ◎

R7年度（4月）より公
表

美波町 ◎

事前公表だが弊害がない
よう適切に取り扱ってい
る。 ◎

・Web会議

◎ × × ◎

R5年度（4月）より公
表

海陽町 ◎

事前公表だが弊害がない
よう適切に取り扱ってい
る。 ◎

・Web会議

◎

プロポーザル方式を適
宜実施

× × ◎

R3年度（4月）より公
表

松茂町 ◎

事前公表だが弊害がない
よう適切に取り扱ってい
る。 ◎

・Web会議

◎

プロポーザル方式を適
宜実施

× ◎

特記仕様書に明示
している

◎

R6年度（4月）より公
表

北島町 ◎

事前公表だが弊害がない
よう適切に取り扱ってい
る。 ◎

・Web会議

◎

プロポーザル方式を適
宜実施

× × ◎

R2年度（10月）より
公表

藍住町 ◎

事前公表だが弊害がない
よう適切に取り扱ってい
る。 ◎

・Web会議

◎

プロポーザル方式を適
宜実施

× × ◎

R3年度（4月）より公
表

板野町 ◎

事前公表だが弊害がない
よう適切に取り扱ってい
る。 ◎

・Web会議

◎

プロポーザル方式を適
宜実施

× × ◎

R3年度（4月）より公
表

上板町 ◎

事後公表

◎

・Web会議

× ◎

特記仕様書に明示
している

× ◎

R3年度（4月）より公
表

つるぎ町 ◎

事前公表だが弊害がない
よう適切に取り扱ってい
る。 ◎

・Web会議

◎

プロポーザル方式を適
宜実施

× × ◎

R2年度（7月）より公
表

東みよし町 ◎

事前公表だが弊害がない
よう適切に取り扱ってい
る。 ◎

・Web会議

◎

プロポーザル方式を適
宜実施

◎

特記仕様書に明示
している

× ◎

R2年度（7月）より公
表

必ず実施すべき事項 実施に努める事項

指標
項目

①予定価格の適正な設定 ②予定価格の原則事後公表
①ICTを活用した生産

性向上【新】
②入札契約方式の選択・活用

【新】
③受注者との情報共有、協議の迅速化【新】 ④発注見通しの統合・公表【新】

事後公表としている、また
は、事前公表の場合でも、適
否について十分検討し、調査
設計等の業者の技術力や経営
力による適正な競争を損ねる
弊害が生じないよう適切に取
り扱っている

ＩＣＴを活用した業務
を発注している
①Ｗｅｂ会議の活用
②３次元データの活用
③遠隔臨場の活用
④情報共有システムの
活用
⑤BIM/CIM等の活用
⑥その他

プロポーザル方式、総合評価
落札方式等の実施基準等を定
め、業務発注時に導入してい
る

ウイークリースタンスに
関する事項を設計図書に
明示し実施している

①スケジュール管理表な
どによる情報共有に関す
る事項を設計図書に明示
し実施している

当該年度の業務の発注見通
しについて地域ブロック単
位で統合し、四国地整ＨＰ
の発注見通しにて公表して
いる。

中長期的な業務の発注
見通しとして、各事業
の進捗状況を公表して
いる



Ｒ７実施状況（地域独自指標・業務）

③適正な履行期
間設定

④適切な設計変
更

最新の積算基
準の適用

最新の技術者
単価等の適用
（年度途中に改
定があった場合
は見直す）

歩切り根絶（全
ての業務で歩切
り無し）

業務の内容や規
模、方法、地域の
実情等を踏まえ
た業務履行に必
要な日数のほか
照査期間や週休
２日を前提とした
休日を考慮

設計条件の変化
等に応じた適切
な設計変更（精算
変更（請負代金
額や履行期間の
適切な変更）の実
施）

香川県 ◎ ◎

①Web会議の活
用
③遠隔臨場の活
用
④情報共有シス
テムの活用
⑤CIM活用業務
の試行

◎ ◎ ◎ ◎ 令和２年度（４月）より
公表

高松市 ◎

事前公表だが弊害がな
いよう適切に取り扱っ
ている。
ただし、随意契約は非
公表

◎
①Web会議の活
用
④情報共有シス
テムの活用

◎
プロポーザル方式に関
するガイドラインを策
定し、令和７年度から
運用開始

◎ ◎ ◎ 令和２年度（10月）より
公表

丸亀市 ◎ 200万円以下の工事関連
業務委託は非公表。 ◎ ①Web会議 ◎ ◎ ◎ ◎ 令和2年度（4月）より公

表

坂出市 ◎ ◎

必要に応じて
「①WEB会議の
活用」ができる
体制をとってい
る。

◎ プロポーザル方式のみ ◎ △

設計図書に明示し
ていないが、工事
監督員を中心に必
要な情報共有がで
きるよう努めてい
る。

◎ 令和2年度（4月）より公
表

善通寺市 ◎

事前公表だが弊害がない
よう適切に取り扱ってい
る。
ただし、随意契約は非公
表

◎ ①Web会議の活
用 × × ◎ ◎ 令和2年度（4月）より公

表

観音寺市 ◎
事前公表だが弊害がな
いよう適切に取り扱っ
ている。

◎

必要に応じて
「①WEB会議の
活用」ができる
体制をとってい
る。

◎
必要に応じて個別にプ
ロポーザル方式取扱規
程等を定め実施してい
る。

× × ◎ R2年度（4月）より公表

さぬき市 ◎ ◎

必要に応じて
「①WEB会議の
活用」ができる
体制をとってい
る。

◎
必要に応じて個別にプ
ロポーザル方式取扱規
程等を定め実施してい
る。

×

担当者間では呼びか
けを実施しており、
受注者に過度な負担
とならないように心
がけているため、設
計書に明示はしてい
ない。

×
地元業者に委託する
案件が多く、都度協
議できるため、導入
に至っていない。

◎ 令和４年度（4月）より
公表

東かがわ市 ◎ ◎
受注者から相談
があった場合は
web会議を実施
している

◎
必要に応じて個別にプ
ロポーザル方式取扱規
程等を定め実施してい
る。

× 検討中 ×

電話及びメール等で
情報共有や協議は実
施しており、各監督
員の判断で必要とあ
れば納期の調整等を
実施している。

◎ 令和３年度（4月）より
公表

三豊市 ◎
事前公表だが弊害がな
いよう適切に取り扱っ
ている。

◎

必要に応じて
「①WEB会議の
活用」ができる
体制をとってい
る。

◎
プロポーザル方式取扱
規程を定め、対象業務
があれば導入してい
る。

◎
ウイークリースタ
ンスに関する事項
を特記仕様書に明
記している。

◎

業務開始時に業務計
画書の提示を求め計
画書に記載の打ち合
わせ時期及び、業務
工程表に基づき実施
している。

◎ 令和3年度（4月）より公
表

土庄町 ◎
事前公表だが弊害がない
よう適切に取り扱ってい
る。

◎

必要に応じて
「①WEB会議の
活用」ができる
体制をとってい
る。

◎
必要に応じて個別にプ
ロポーザル方式取扱要
領等を定め実施してい
る。

× × ◎ 令和2年度（10月）より
公表

小豆島町 ◎ ◎

必要に応じて
「①WEB会議の
活用」ができる
体制をとってい
る。

◎ 取扱要綱を作成 ◎ ×

設計書図書に明示し
てスケジュール管理
を行う必要のある案
件がほとんどないた
め、導入に至ってい
ない。

◎ 令和3年度（4月）より公
表

三木町 ◎ ◎

必要に応じて
「①WEB会議の
活用」ができる
体制をとってい
る。

× ノウハウがないため、
導入に至っていない。 × 今後、明示すること

を検討。 × 今後、明示するこ
とを検討。 ◎ 令和３年度（４月）より

公表

直島町 ◎ × × ◎ × ◎ 令和３年度（４月）より
公表

宇多津町 ◎ ◎ ①WEB会議の活
用 ◎ ◎ ◎ ◎ 令和３年度（４月）より

公表

綾川町 ◎ ◎

必要に応じて
「①WEB会議の
活用」ができる
体制をとってい
る。

× 導入に向け基準を検討 ◎ ◎ ◎ 令和３年度（４月）より
公表

琴平町 ◎ ◎

今後、必要に応
じて「①WEB会
議の活用」がで
きる体制をと
る。

◎
プロポーザル方式取扱
規程を定め、対象業務
があれば導入してい
る。

× 検討予定 ×

設計図書に明示し
ていないが、工事
監督員を中心に必
要な情報共有がで
きるよう努めてい
る。

◎ 令和２年度（４月）より
公表

多度津町 ◎ ◎

必要に応じて
「①WEB会議の
活用」ができる
体制はとってい
る。

◎
プロポーザル方式につ
いては取扱規程を定

め、対象業務があれば
導入している。

× ◎
設計図書ではなく仕
様書への記載を行っ
ている。

◎ 令和３年度（４月）より
公表

まんのう町 ◎
事後公表かつ予定価格
が100万円をこえないも
のは非公表

× ◎ ◎ ◎ ◎ 令和２年度（４月）より
公表

必ず実施すべき事項 実施に努める事項

指標
項目

①予定価格の適正な設定 ②予定価格の原則事後公表
①ICTを活用した生産

性向上【新】
②入札契約方式の選択・活用

【新】
③受注者との情報共有、協議の迅速化【新】 ④発注見通しの統合・公表【新】

事後公表としている、また
は、事前公表の場合でも、適
否について十分検討し、調査
設計等の業者の技術力や経営
力による適正な競争を損ねる
弊害が生じないよう適切に取
り扱っている

ＩＣＴを活用した業務
を発注している
①Ｗｅｂ会議の活用
②３次元データの活用
③遠隔臨場の活用
④情報共有システムの
活用
⑤BIM/CIM等の活用
⑥その他

プロポーザル方式、総合評価
落札方式等の実施基準等を定
め、業務発注時に導入してい
る

ウイークリースタンスに
関する事項を設計図書に
明示し実施している

①スケジュール管理表な
どによる情報共有に関す
る事項を設計図書に明示
し実施している

当該年度の業務の発注見通
しについて地域ブロック単
位で統合し、四国地整ＨＰ
の発注見通しにて公表して
いる。

中長期的な業務の発注
見通しとして、各事業
の進捗状況を公表して
いる



Ｒ７実施状況（地域独自指標・業務）

③適正な履行期
間設定

④適切な設計変
更

最新の積算基
準の適用

最新の技術者
単価等の適用
（年度途中に改
定があった場合
は見直す）

歩切り根絶（全
ての業務で歩切
り無し）

業務の内容や規
模、方法、地域の
実情等を踏まえ
た業務履行に必
要な日数のほか
照査期間や週休
２日を前提とした
休日を考慮

設計条件の変化
等に応じた適切
な設計変更（精算
変更（請負代金
額や履行期間の
適切な変更）の実
施）

愛媛県 ◎

事前公表だが
弊害がないよ
う適切に取り
扱っている。

◎

①Ｗｅｂ会
議の活用
②３次元
データの活
用
③遠隔臨場
の活用
④情報共有
システムの
活用
⑤BIM/CIM等
の活用

◎ ◎

設計図書に
は明示して
いないが、
出先事務所
および業界
へ文書通知
を行い実
施。

◎

共通仕様書
で履行報告
を義務付
け、進捗管
理を実施。

◎ ２年度（４月）
より公表

松山市 ◎

事前公表だが
弊害がないよ
う適切に取り
扱っている。

◎ Web会議の
活用

◎ ◎ ◎

共通仕様書
で履行報告
を義務付
け、進捗管
理を実施。

◎ ２年度（７月）
より公表

今治市 ◎

事前公表だが
弊害がないよ
う適切に取り
扱っている。

◎ Web会議の
活用

◎ ◎ × ◎

宇和島市 ◎

事前公表だが
弊害がないよ
う適切に取り
扱っている。

◎ WEB会議の
活用

◎ ◎ ◎ ◎ ２年度（７月）
より公表

八幡浜市 ◎
事後公表を実
施している。

◎ WEB会議の
活用

×

基準は定めて
いないが、業
務内容に必要
な事項があれ
ば、各方式を
選択活用して
いる。

◎

設計図書等
に明示はし
ていないが
関係各課に
対して通知
文書を通達
している。

◎

共通仕様書
で履行報告
を義務付

け、進捗管
理を実施。

◎ ２年度（７月）
より公表

新居浜市 ◎
事後公表とし
ている。

◎ Web会議の
活用

× × × ◎ ２年度（７月）
より公表

西条市 ◎

事前公表だが
弊害がないよ
う適切に取り
扱っている。

◎ Web会議の
活用

△

プロポーザル
方式の基準は
定めている
が、対象業務
がない。

× ◎

共通仕様書
で履行報告
を義務付
け、進捗管
理を実施

◎ ２年度（７月）
より公表

大洲市 ◎
事後公表とし
ている。

◎ Web会議の
活用

◎ × ◎

共通仕様書
で履行報告
を義務付
け、進捗管
理を実施

◎ ２年度（７月）
より公表

伊予市 ◎

事前公表だが
弊害がないよ
う適切に取り
扱っている。

◎ Web会議の
活用

◎ ◎ ◎ ◎ ２年度（７月）
より公表

四国中央市 ◎

事前公表だが
弊害がないよ
う適切に取り
扱っている。

◎ Web会議の
活用

◎ ◎ × ◎ ２年度（７月）
より公表

西予市 ◎

事前公表だが
弊害がないよ
う適切に取り
扱っている。

◎ Web会議の
活用

△
業務によって
プロポーザル
方式を活用

× × ◎ ２年度（７月）
より公表

東温市 ◎ 事後公表 ◎ WEB会議の
活用

◎ ◎ ◎

共通仕様書
で履行報告
を義務付
け、進捗管
理を実施。

◎

上島町 ◎

事前公表だが
弊害がないよ
う適切に取り
扱っている。

◎ WEB会議の
活用

× ◎ × ◎ ２年度（７月）
より公表

久万高原町 ◎ 事後公表 ◎ Web会議の
活用

◎ ◎ ◎

共通仕様書
で履行報告
を義務付
け、進捗管
理を実施

◎

松前町 ◎ 事後公表 ◎ WEB会議の
活用

× × × ◎ ２年度（７月）
より公表

砥部町 ◎

事前公表だが
弊害がないよ
う適切に取り
扱っている。

◎ WEB会議の
活用

◎
プロポーザル
方式のみ導入
している

× ◎

共通仕様書
で履行報告
を義務付
け、進捗管
理を実施。

◎ ２年度（７月）
より公表

内子町 ◎ 事後公表 ◎ WEB会議の
活用

× × × ◎ ２年度（７月）
より公表

伊方町 ◎

事前公表だが
弊害がないよ
う適切に取り
扱っている。

◎ WEB会議の
活用

◎ × × ◎

松野町 ◎

事前公表だが
弊害がないよ
う適切に取り
扱っている。

◎ WEB会議の
活用

◎ × × ◎ ２年度（７月）
より公表

鬼北町 ◎

事前公表だが
弊害がないよ
う適切に取り
扱っている。

◎ WEB会議の
活用 ◎ ◎ Ｒ6.4 × ◎ ２年度（10月）

より公表

愛南町 ◎

事前公表だが
弊害がないよ
う適切に取り
扱っている。

◎ WEB会議の
活用

◎ ◎ ◎

共通仕様書
で履行報告
を義務付
け、進捗管
理を実施

◎ ２年度（７月）
より公表

必ず実施すべき事項 実施に努める事項

指標
項目

①予定価格の適正な設定 ②予定価格の原則事後公表
①ICTを活用した生産

性向上【新】
②入札契約方式の選択・活用

【新】
③受注者との情報共有、協議の迅速化【新】 ④発注見通しの統合・公表【新】

事後公表としている、また
は、事前公表の場合でも、適
否について十分検討し、調査
設計等の業者の技術力や経営
力による適正な競争を損ねる
弊害が生じないよう適切に取
り扱っている

ＩＣＴを活用した業務
を発注している
①Ｗｅｂ会議の活用
②３次元データの活用
③遠隔臨場の活用
④情報共有システムの
活用
⑤BIM/CIM等の活用
⑥その他

プロポーザル方式、総合評価
落札方式等の実施基準等を定
め、業務発注時に導入してい
る

ウイークリースタンスに
関する事項を設計図書に
明示し実施している

①スケジュール管理表な
どによる情報共有に関す
る事項を設計図書に明示
し実施している

当該年度の業務の発注見通
しについて地域ブロック単
位で統合し、四国地整ＨＰ
の発注見通しにて公表して
いる。

中長期的な業務の発注
見通しとして、各事業
の進捗状況を公表して
いる



Ｒ７実施状況（地域独自指標・業務）

③適正な履行期
間設定

④適切な設計変
更

最新の積算基
準の適用

最新の技術者
単価等の適用
（年度途中に改
定があった場合
は見直す）

歩切り根絶（全
ての業務で歩切
り無し）

業務の内容や規
模、方法、地域の
実情等を踏まえ
た業務履行に必
要な日数のほか
照査期間や週休
２日を前提とした
休日を考慮

設計条件の変化
等に応じた適切
な設計変更（精算
変更（請負代金
額や履行期間の
適切な変更）の実
施）

高知県 ◎

請負対象金額500万
円未満については事
前公表だが、弊害が
ないよう適切に取り
扱っている。

◎

・Web会議
・ボーリング検
尺の遠隔臨場 ◎

総合評価落札方式
の実施要領を定め、
発注している。 ◎

実施要領を定
め、特記仕様書
に明示している。 ◎

共通仕様書に業
務工程等を記載
した業務計画書
を提出するよう規
定。

◎

高知市 ◎ ◎

①Ｗｅｂ会議
の活用

◎

基本設計・実施設計
を含む建築設計業務
において，プロポー
ザル方式を導入して
いる。

◎

県の実施要領を
参照し、実施する
ことを特記仕様
書に明示してい
る。

× ◎

室戸市 ◎ ◎

①Ｗｅｂ会議
の活用

×

基準を定めていな
い。

◎

県の実施要領を
参照し、実施する
ことを特記仕様
書に明示してい

◎

共通仕様書に業
務日程を記載し
た計画書を提出
するよう規定。

◎

市HPでも四半期ご
とに更新した発注見
通しを公開してい
る。

安芸市 ◎ × × ◎

県の実施要領を
参照し、実施する
ことを特記仕様
書に明示してい

◎ ◎

南国市 ◎ × △

プロポーザル方式の
み導入している

◎

県の実施要領を
参照し、実施する
ことを特記仕様
書に明示してい

× ◎

土佐市 ◎ × × ◎

県の実施要領を
参照し、実施する
ことを特記仕様
書に明示してい

× ◎

須崎市 ◎ ◎

①Ｗｅｂ会議
の活用

× ◎

県の実施要領を
参照し、実施する
ことを特記仕様
書に明示してい

× ◎

宿毛市 ◎

事前公表だが、弊害
がないよう適切に取り
扱っている。 ◎

①Ｗｅｂ会議
の活用

◎

基準を定め、対象業
務があれば導入して
いる ◎

県の実施要領を
参照し、実施する
ことを特記仕様
書に明示してい

◎

共通仕様書に業
務日程を記載し
た計画書を提出
するよう規定。

◎

公表している。公表
年度についてはい
つからなのか不明

土佐清水市 ◎ ◎

①Ｗｅｂ会議
の活用

◎ ◎

県の実施要領を
参照し、実施する
ことを特記仕様
書に明示してい

× ◎

四万十市 ◎ ◎

Web会議

× ◎

県の実施要領を
参照し、実施する
ことを特記仕様
書に明示してい

◎ ◎

平成30年度（４月）
より公表

香南市 ◎ ◎

Web会議の活
用

× ◎

県の実施要領を
参照し、実施する
ことを特記仕様
書に明示してい
る。

◎

共通仕様書に業
務工程等を記載
した業務計画書
を提出するよう規
定。

◎

香美市 ◎ ◎

Web会議の活
用

× ◎

県の実施要領を
参照し、実施する
ことを特記仕様
書に明示してい
る。

◎

国や県の基準を
参照し、業務計
画書を提出する
ように規定してい
る。

◎

東洋町 ◎ × × ◎

県の実施要領を
参照し、実施する
ことを特記仕様
書に明示してい

× ◎

奈半利町 ◎ ◎

Web会議の活
用

△ ◎

県の実施要領を
参照し、実施する
ことを特記仕様
書に明示してい

× ◎

田野町 ◎

実施している

×

未実施

×

基準を定めていない

◎

県の実施要領を
参照し、実施する
ことを特記仕様
書に明示してい

×

明示していない

◎

R３年度（４月）より
公表

安田町 ◎ × × ◎

県の実施要領を
参照し、実施する
ことを特記仕様
書に明示してい

× ◎

北川村 ◎ × × ◎

県の実施要領を
参照し、実施する
ことを特記仕様
書に明示してい

× ◎

馬路村 ◎ ◎

・Web会議

◎

プロポーザル方式を
実施

◎

県の実施要領を
参照し、実施する
ことを特記仕様
書に明示してい

◎

仕様書に業務工
程等を記載した
業務計画書を提
出するよう規定。

◎

芸西村 ◎ × × ◎

県の実施要領を
参照し、実施する
ことを特記仕様
書に明示してい

◎ ◎

本山町 ◎

実施している

◎

Ｗｅｂ会議の
活用

◎ ◎

県の実施要領を
参照し、実施する
ことを特記仕様
書に明示してい

◎

県の共通仕様書
に準拠

◎

平成30年度（4月）よ
り公表

大豊町 ◎ × × ◎

県の実施要領を
参照し、実施する
ことを特記仕様
書に明示してい

× ◎

土佐町 ◎ ◎

Web会議の活
用

△ ◎

県の実施要領を
参照し、実施する
ことを特記仕様
書に明示してい

◎ ◎

大川村 ◎ ×

未実施

×

基準を定めていない

◎

県の実施要領を
参照し、実施する
ことを特記仕様
書に明示してい

×

明示していない

◎

いの町 ◎

請負対象金額5000万
円未満については事
前公表だが、弊害が
ないよう適切に取り
扱っている。

◎

Ｗｅｂ会議の
活用

△

プロポーザル方式の
み導入している

◎

県の実施要領を
参照し、実施する
ことを特記仕様
書に明示してい
る。

◎

共通仕様書に業
務工程等を記載
した業務計画書
を提出するよう規
定。

◎

公表している。公表
年度についてはい
つからなのか不明

仁淀川町 ◎
事前公表だが弊害が
ないよう適切に取り
扱っている。

◎

Web会議

◎ ◎

県の実施要領を
参照し、実施する
ことを特記仕様
書に明示してい

× ◎

中土佐町 ◎

請負対象金額2500万
円未満については事
前公表だが、弊害が
ないよう適切に取り
扱っている。

× △

プロポーザル方式の
み導入している

◎

県の実施要領を
参照し、実施する
ことを特記仕様
書に明示してい
る。

◎

仕様書等に業務
工程等を記載し
た業務計画書を
提出するよう記
載。

◎

佐川町 ◎ ◎

Web会議

× ◎

県の実施要領を
参照し、実施する
ことを特記仕様
書に明示してい

◎ ◎

越知町 ◎

事前公表だが弊害が
ないよう適切に取り
扱っている。 ◎

Ｗｅｂ会議

×

基準を定めていない

◎

県の実施要領を
参照し、実施する
ことを特記仕様
書に明示してい
る。

◎

仕様書等に業務
工程等を記載し
た業務計画書を
提出するよう記
載。

◎

梼原町 ◎

事前公表

× ◎ ◎

県の実施要領を
参照し、実施する
ことを特記仕様
書に明示してい
る。

◎

県の共通仕様書
に基づき実施す
ることを特記仕様
書に明示してい
る。

◎

日高村 ◎

実施している

×

未実施

△

プロポーザル方式に
ついては個別にて対
応している。 ◎

県の実施要領を
参照し、実施する
ことを特記仕様
書に明示してい

×

明示していない。

◎

津野町 ◎

請負対象金額500万
円未満については事
前公表だが、弊害が
ないよう適切に取り
扱っている。

×

未実施

× 未実施 ◎

県の実施要領を
参照し、実施する
ことを特記仕様
書に明示してい
る。

× 明示していない ◎

四万十町 ◎

事前公表だが、弊害
がないよう適切に取り
扱っている。 ◎

Web会議

×

基準は定めていない
が、一部業務でプロ
ポーザル方式を導入
している。

◎

県の実施要領を
参照し、実施する
ことを特記仕様
書に明示してい
る。

◎ ◎

大月町 ◎ ◎

web会議

△

プロポーザル方式に
ついては個別(建築
工事等)にて対応して
いる。

◎

県の実施要領を
参照し、実施する
ことを特記仕様
書に明示してい

◎

県の共通仕様書
に準拠

◎

三原村 ◎

実施している

× × ◎

県の実施要領を
参照し、実施する
ことを特記仕様
書に明示してい

× ◎

黒潮町 ◎ ◎

web会議

△

プロポーザル方式の
み導入している

◎

県の実施要領を
参照し、実施する
ことを特記仕様
書に明示してい
る。

◎

共通仕様書に業
務工程等を記載
した業務計画書
を提出するよう規
定。

◎

必ず実施すべき事項 実施に努める事項

指標
項目

①予定価格の適正な設定 ②予定価格の原則事後公表
①ICTを活用した生産

性向上【新】
②入札契約方式の選択・活用

【新】
③受注者との情報共有、協議の迅速化【新】 ④発注見通しの統合・公表【新】

事後公表としている、また
は、事前公表の場合でも、適
否について十分検討し、調査
設計等の業者の技術力や経営
力による適正な競争を損ねる
弊害が生じないよう適切に取
り扱っている

ＩＣＴを活用した業務
を発注している
①Ｗｅｂ会議の活用
②３次元データの活用
③遠隔臨場の活用
④情報共有システムの
活用
⑤BIM/CIM等の活用
⑥その他

プロポーザル方式、総合評価
落札方式等の実施基準等を定
め、業務発注時に導入してい
る

ウイークリースタンスに
関する事項を設計図書に
明示し実施している

①スケジュール管理表な
どによる情報共有に関す
る事項を設計図書に明示
し実施している

当該年度の業務の発注見通
しについて地域ブロック単
位で統合し、四国地整ＨＰ
の発注見通しにて公表して
いる。

中長期的な業務の発注
見通しとして、各事業
の進捗状況を公表して
いる



『週休２日工事』の取り組み

令和５年度の幹事会にて「週休２日」の取り組みについて基本方針の定義の見直しを実施しましたが、方針の単純化のためにもう一度見直しを行いました。

組織 令和６年度（実施状況）R7.1.23協議会確認 令和７年度（実施状況）R7.11末現在 令和８年度（実施予定）R7.11末現在

基本方針 取り組み 基本方針 取り組み 実施に向けた検討のみで実施できなかった理由 基本方針 取り組み 実施に向けた検討のみで実施できない理由

組織 機関名 発注方式 交替制 発注方式 交替制 （理由を記入して下さい） 発注方式 交替制 （理由を記入して下さい）

国等 四国地方整備局 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 発注者指定型 あり 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 発注者指定型 あり 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 発注者指定型 あり

国等 中国四国農政局 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 発注者指定型 なし 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 発注者指定型 なし 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 発注者指定型 なし

国等 四国森林管理局 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 発注者指定型 なし 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 発注者指定型 なし 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 発注者指定型 なし

国等 四国運輸局 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 発注者指定型 あり 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 発注者指定型 あり 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 発注者指定型 あり

国等  中国四国管区警察局四国警察支局 実施に向けた検討のみ ー ー 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 発注者指定型 あり 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 発注者指定型 あり

国等 第五管区海上保安本部 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 発注者指定型 あり 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 発注者指定型 あり 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 発注者指定型 あり

国等 中国四国地方環境事務所 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 発注者指定型 なし 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 発注者指定型 なし 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 発注者指定型 なし

国等 高松高等裁判所 実施に向けた検討のみ ー ー 実施に向けた検討のみ ー ー 組織内での調整が必要なため 実施に向けた検討のみ ー ー 組織内での調整が必要なため

国等 四国財務局 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 受注者希望型 なし 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 受注者希望型 なし 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 受注者希望型 なし

国等 高松国税局 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 発注者指定型 あり 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 発注者指定型 あり 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 発注者指定型 あり

国等 西日本高速道路(株) 四国支社 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 発注者指定型 なし 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 発注者指定型 なし 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 発注者指定型 なし

国等 本州四国連絡高速道路(株) 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 発注者指定型 なし 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 発注者指定型 なし 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 発注者指定型 なし

国等 (独)水資源機構 吉野川本部 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 発注者指定型 なし 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 発注者指定型 なし 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 発注者指定型 なし

国等 大阪航空局 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 発注者指定型 あり 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 発注者指定型 あり 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 発注者指定型 あり

県 徳島県 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 発注者指定型 あり 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 発注者指定型 あり 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 発注者指定型 あり

市町村 徳島市 一部の工事で実施 受注者希望型（一部、発注者指定型） なし 一部の工事で実施 受注者希望型（一部、発注者指定型） なし 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 受注者希望型（一部、発注者指定型） なし

市町村 鳴門市 一部の工事で実施 受注者希望型（一部、発注者指定型） あり 一部の工事で実施 受注者希望型（一部、発注者指定型） あり 一部の工事で実施 受注者希望型（一部、発注者指定型） あり

市町村 小松島市 一部の工事で実施 受注者希望型 あり 一部の工事で実施 受注者希望型 あり 一部の工事で実施 受注者希望型 あり

市町村 阿南市 一部の工事で実施 発注者指定型 あり 一部の工事で実施 発注者指定型 あり 一部の工事で実施 発注者指定型 あり

市町村 吉野川市 一部の工事で実施 発注者指定型 あり 一部の工事で実施 発注者指定型 あり 一部の工事で実施 発注者指定型 あり

市町村 阿波市 一部の工事で実施 受注者希望型 なし 一部の工事で実施 受注者希望型 なし 一部の工事で実施 受注者希望型 なし

市町村 美馬市 一部の工事で実施 受注者希望型 なし 一部の工事で実施 発注者指定型（一部、受注者希望型） なし 一部の工事で実施 発注者指定型（一部、受注者希望型） なし

市町村 三好市 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 発注者指定型 あり 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 発注者指定型 あり 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 発注者指定型 あり

市町村 勝浦町 一部の工事で実施 発注者指定型 なし 一部の工事で実施 発注者指定型 なし 一部の工事で実施 発注者指定型 なし

市町村 上勝町 一部の工事で実施 受注者希望型 なし 一部の工事で実施 受注者希望型 なし 一部の工事で実施 受注者希望型 なし

市町村 佐那河内村 一部の工事で実施 発注者指定型 なし 一部の工事で実施 発注者指定型 なし 一部の工事で実施 発注者指定型 なし

市町村 石井町 一部の工事で実施 発注者指定型 なし 一部の工事で実施 発注者指定型 なし 一部の工事で実施 発注者指定型 なし

市町村 神山町 一部の工事で実施 受注者希望型 なし 一部の工事で実施 受注者希望型 なし 一部の工事で実施 受注者希望型 なし

市町村 那賀町 一部の工事で実施 受注者希望型 あり 一部の工事で実施 受注者希望型（一部、発注者指定型） あり 一部の工事で実施 受注者希望型（一部、発注者指定型） あり

市町村 牟岐町 一部の工事で実施 受注者希望型 あり 一部の工事で実施 発注者指定型 あり 一部の工事で実施 発注者指定型 あり

市町村 美波町 実施に向けた検討のみ ー なし 実施に向けた検討のみ ー なし 受注者希望型の発注方式を検討。 一部の工事で実施 受注者指定型 あり
市町村 海陽町 一部の工事で実施 受注者希望型 あり 一部の工事で実施 受注者希望型（一部、発注者指定型） あり 一部の工事で実施 受注者希望型（一部、発注者指定型） あり

市町村 松茂町 実施に向けた検討のみ ー ー 一部の工事で実施 受注者希望型（一部、発注者指定型） あり 一部の工事で実施 受注者希望型（一部、発注者指定型） あり

市町村 北島町 一部の工事で実施 発注者指定型 あり 一部の工事で実施 発注者指定型 あり 一部の工事で実施 発注者指定型 あり

市町村 藍住町 一部の工事で実施 発注者指定型 なし 一部の工事で実施 発注者指定型 なし 実施要領策定作業中のため変更となる場合あり 一部の工事で実施 発注者指定型 なし 実施要領策定作業中のため変更となる場合あり

市町村 板野町 実施に向けた検討のみ ー ー 一部の工事で実施 発注者指定型 なし 一部の工事で実施 発注者指定型 なし

市町村 上板町 実施に向けた検討のみ ー ー 実施に向けた検討のみ ー ー 実施要領等整備中のため 一部の工事で実施 発注者指定型（一部、受注者希望型） なし

市町村 つるぎ町 一部の工事で実施 受注者希望型 なし 一部の工事で実施 発注者指定型 なし 一部の工事で実施 発注者指定型（一部、受注者希望型） なし

市町村 東みよし町 一部の工事で実施 発注者指定型 なし 一部の工事で実施 発注者指定型 あり 一部の工事で実施 発注者指定型 あり

別添－３



『週休２日工事』の取り組み

令和５年度の幹事会にて「週休２日」の取り組みについて基本方針の定義の見直しを実施しましたが、方針の単純化のためにもう一度見直しを行いました。

組織 令和６年度（実施状況）R7.1.23協議会確認 令和７年度（実施状況）R7.11末現在 令和８年度（実施予定）R7.11末現在

基本方針 取り組み 基本方針 取り組み 実施に向けた検討のみで実施できなかった理由 基本方針 取り組み 実施に向けた検討のみで実施できない理由

組織 機関名 発注方式 交替制 発注方式 交替制 （理由を記入して下さい） 発注方式 交替制 （理由を記入して下さい）

別添－３

県 香川県 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 発注者指定型 あり 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 発注者指定型 あり 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 発注者指定型 あり

市町村 高松市 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 発注者指定型 なし 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 発注者指定型 なし 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 発注者指定型 なし

市町村 丸亀市 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 発注者指定型（一部、受注者希望型） なし 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 発注者指定型（一部、受注者希望型） なし 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 発注者指定型（一部、受注者希望型） なし

市町村 坂出市 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 発注者指定型 なし 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 発注者指定型 なし 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 発注者指定型 なし

市町村 善通寺市 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 発注者指定型（一部、受注者希望型） なし 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 発注者指定型（一部、受注者希望型） なし 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 発注者指定型（一部、受注者希望型） なし

市町村 観音寺市 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 発注者指定型 なし 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 発注者指定型 なし 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 発注者指定型 なし

市町村 さぬき市 実施に向けた検討のみ ー ー 一部の工事で実施 発注者指定型 なし 一部の工事で実施 発注者指定型 なし

市町村 東かがわ市 一部の工事で実施 発注者指定型（一部、受注者希望型） なし 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 発注者指定型（一部、受注者希望型） なし 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 発注者指定型（一部、受注者希望型） なし

市町村 三豊市 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 発注者指定型 なし 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 発注者指定型 なし 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 発注者指定型 なし
市町村 土庄町 実施に向けた検討のみ ー ー 一部の工事で実施 発注者指定型 あり 一部の工事で実施 発注者指定型 あり
市町村 小豆島町 一部の工事で実施 発注者指定型（一部、受注者希望型） なし 一部の工事で実施 発注者指定型（一部、受注者希望型） なし 一部の工事で実施 発注者指定型（一部、受注者希望型） なし

市町村 三木町 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 発注者指定型（一部、受注者希望型） あり 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 発注者指定型（一部、受注者希望型） あり 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 発注者指定型（一部、受注者希望型） あり
市町村 直島町 実施に向けた検討のみ ー ー 一部の工事で実施 発注者指定型 あり 一部の工事で実施 発注者指定型 あり
市町村 宇多津町 一部の工事で実施 発注者指定型 なし 一部の工事で実施 発注者指定型（一部、受注者希望型） なし 一部の工事で実施 発注者指定型（一部、受注者希望型） なし

市町村 綾川町 実施に向けた検討のみ ー ー 一部の工事で実施 発注者指定型（一部、受注者希望型） なし 一部の工事で実施 発注者指定型（一部、受注者希望型） なし
市町村 琴平町 実施に向けた検討のみ ー ー 一部の工事で実施 受注者希望型（一部、発注者指定型） なし 一部の工事で実施 受注者希望型（一部、発注者指定型） なし

市町村 多度津町 実施に向けた検討のみ ー ー 実施に向けた検討のみ ー ー
令和７年度は対象工事の絞り込みや要領の整備等、実施
に向けての取り組みを行っている状態。令和８年４月か
ら導入予定。

一部の工事で実施 発注者指定型 なし 令和８年４月から導入予定。

市町村 まんのう町 実施に向けた検討のみ ー ー 実施に向けた検討のみ ー ー 令和８年度実施に向けて協議中。 一部の工事で実施 発注者指定型 なし 令和８年４月から導入予定。

県 愛媛県 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 発注者指定型 あり 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 発注者指定型 あり 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 発注者指定型 あり

市町村 松山市 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 受注者希望型（一部、発注者指定型） なし 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 受注者希望型（一部、発注者指定型） なし 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 受注者希望型（一部、発注者指定型） なし

市町村 今治市 一部の工事で実施 受注者希望型 なし 一部の工事で実施 受注者希望型（一部、発注者指定型） あり 一部の工事で実施 受注者希望型（一部、発注者指定型） あり

市町村 宇和島市 一部の工事で実施 受注者希望型 なし 一部の工事で実施 発注者指定型 なし 一部の工事で実施 発注者指定型 あり

市町村 八幡浜市 一部の工事で実施 発注者指定型 なし 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 発注者指定型 あり 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 発注者指定型 あり

市町村 新居浜市 一部の工事で実施 受注者希望型（一部、発注者指定型） なし 一部の工事で実施 受注者希望型（一部、発注者指定型） なし 一部の工事で実施 受注者希望型（一部、発注者指定型） なし

市町村 西条市 一部の工事で実施 発注者指定型 なし 一部の工事で実施 発注者指定型 なし 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 発注者指定型 あり

市町村 大洲市 一部の工事で実施 受注者希望型 なし 一部の工事で実施 受注者希望型 なし 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 発注者指定型 なし

市町村 伊予市 一部の工事で実施 受注者希望型 なし 一部の工事で実施 発注者指定型 なし 一部の工事で実施 発注者指定型 なし

市町村 四国中央市 一部の工事で実施 受注者希望型 なし 一部の工事で実施 発注者指定型 なし 一部の工事で実施 発注者指定型 なし

市町村 西予市 実施に向けた検討のみ ー なし 一部の工事で実施 受注者希望型 あり 一部の工事で実施 受注者希望型 あり

市町村 東温市 一部の工事で実施 受注者希望型 なし 一部の工事で実施 受注者希望型 なし 一部の工事で実施 受注者希望型 なし

市町村 上島町 一部の工事で実施 受注者希望型 あり 一部の工事で実施 受注者希望型 なし 一部の工事で実施 受注者希望型 なし

市町村 久万高原町 一部の工事で実施 受注者希望型 なし 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 受注者希望型 なし 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 受注者希望型 あり

市町村 松前町 一部の工事で実施 発注者指定型 あり 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 発注者指定型 あり 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 発注者指定型 あり

市町村 砥部町 一部の工事で実施 発注者指定型 なし 一部の工事で実施 発注者指定型 なし 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 発注者指定型 なし

市町村 内子町 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 受注者希望型 なし 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 受注者希望型（一部、発注者指定型） なし 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 受注者希望型（一部、発注者指定型） なし

市町村 伊方町 一部の工事で実施 受注者希望型（一部、発注者指定型） なし 一部の工事で実施 受注者希望型 なし 一部の工事で実施 受注者希望型 なし
市町村 松野町 一部の工事で実施 発注者指定型 なし 一部の工事で実施 発注者指定型 なし 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 発注者指定型 なし
市町村 鬼北町 一部の工事で実施 発注者指定型 なし 一部の工事で実施 発注者指定型 なし 一部の工事で実施 発注者指定型 なし

市町村 愛南町 一部の工事で実施 受注者希望型 なし 一部の工事で実施 受注者希望型 なし 一部の工事で実施 受注者希望型 なし



『週休２日工事』の取り組み

令和５年度の幹事会にて「週休２日」の取り組みについて基本方針の定義の見直しを実施しましたが、方針の単純化のためにもう一度見直しを行いました。

組織 令和６年度（実施状況）R7.1.23協議会確認 令和７年度（実施状況）R7.11末現在 令和８年度（実施予定）R7.11末現在

基本方針 取り組み 基本方針 取り組み 実施に向けた検討のみで実施できなかった理由 基本方針 取り組み 実施に向けた検討のみで実施できない理由

組織 機関名 発注方式 交替制 発注方式 交替制 （理由を記入して下さい） 発注方式 交替制 （理由を記入して下さい）

別添－３

県 高知県 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 発注者指定型 あり 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 発注者指定型 あり 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 発注者指定型 あり
市町村 高知市 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 発注者指定型 あり 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 発注者指定型（一部、受注者希望型） あり 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 発注者指定型（一部、受注者希望型） あり
市町村 室戸市 一部の工事で実施 受注者希望型 あり 一部の工事で実施 発注者指定型 あり 一部の工事で実施 発注者指定型 あり

市町村 安芸市 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 発注者指定型 あり 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 発注者指定型 あり 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 発注者指定型 あり

市町村 南国市 一部の工事で実施 受注者希望型（一部、発注者指定型） あり 一部の工事で実施 受注者希望型（一部、発注者指定型） あり 一部の工事で実施 受注者希望型（一部、発注者指定型） あり

市町村 土佐市 一部の工事で実施 受注者希望型（一部、発注者指定型） なし 一部の工事で実施 受注者希望型（一部、発注者指定型） なし 一部の工事で実施 受注者希望型（一部、発注者指定型） なし

市町村 須崎市 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 発注者指定型（一部、受注者希望型） なし 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 発注者指定型（一部、受注者希望型） なし 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 発注者指定型（一部、受注者希望型） なし

市町村 宿毛市 一部の工事で実施 受注者希望型（一部、発注者指定型） あり 一部の工事で実施 受注者希望型（一部、発注者指定型） あり 一部の工事で実施 受注者希望型（一部、発注者指定型） あり

市町村 土佐清水市 一部の工事で実施 受注者希望型（一部、発注者指定型） なし 一部の工事で実施 発注者指定型 なし 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 発注者指定型 なし

市町村 四万十市 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 発注者指定型（一部、受注者希望型） なし 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 発注者指定型 あり 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 発注者指定型 あり

市町村 香南市 一部の工事で実施 受注者希望型 なし 一部の工事で実施 受注者希望型 なし 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 発注者指定型（一部、受注者希望型） あり

市町村 香美市 一部の工事で実施 受注者希望型 なし 一部の工事で実施 受注者希望型 あり 一部の工事で実施 受注者希望型 あり

市町村 東洋町  一部の工事で実施 受注者希望型 あり 一部の工事で実施 受注者希望型 あり 一部の工事で実施 受注者希望型 あり

市町村 奈半利町 一部の工事で実施 受注者希望型 あり 一部の工事で実施 発注者指定型 あり 一部の工事で実施 発注者指定型 あり

市町村 田野町 一部の工事で実施 受注者希望型（一部、発注者指定型） あり 一部の工事で実施 受注者希望型（一部、発注者指定型） あり 一部の工事で実施 受注者希望型（一部、発注者指定型） あり

市町村 安田町 一部の工事で実施 受注者希望型 なし 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 発注者指定型 なし 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 発注者指定型 なし

市町村 北川村 一部の工事で実施 受注者希望型 なし 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 発注者指定型 なし 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 発注者指定型 なし

市町村 馬路村 一部の工事で実施 発注者指定型 あり 一部の工事で実施 発注者指定型 あり 一部の工事で実施 発注者指定型 あり

市町村 芸西村 一部の工事で実施 発注者指定型（一部、受注者希望型） なし 一部の工事で実施 発注者指定型（一部、受注者希望型） なし 一部の工事で実施 発注者指定型（一部、受注者希望型） なし

市町村 本山町 一部の工事で実施 発注者指定型（一部、受注者希望型） あり 一部の工事で実施 発注者指定型（一部、受注者希望型） あり 一部の工事で実施 発注者指定型（一部、受注者希望型） あり

市町村 大豊町 一部の工事で実施 発注者指定型（一部、受注者希望型） なし 一部の工事で実施 発注者指定型（一部、受注者希望型） なし 一部の工事で実施 発注者指定型（一部、受注者希望型） なし

市町村 土佐町 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 発注者指定型（一部、受注者希望型） あり 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 発注者指定型（一部、受注者希望型） あり 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 発注者指定型（一部、受注者希望型） あり

市町村 大川村 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 発注者指定型 なし 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 発注者指定型 なし 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 発注者指定型 なし

市町村 いの町 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 発注者指定型 あり 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 発注者指定型 あり 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 発注者指定型 あり

市町村 仁淀川町 一部の工事で実施 受注者希望型 なし 一部の工事で実施 受注者希望型 なし 一部の工事で実施 受注者希望型 なし

市町村 中土佐町 一部の工事で実施 受注者希望型 なし 一部の工事で実施 発注者指定型 あり 一部の工事で実施 発注者指定型 あり

市町村 佐川町 実施に向けた検討のみ ー ー 一部の工事で実施 受注者希望型 なし 一部の工事で実施 受注者希望型 なし

市町村 越知町 一部の工事で実施 受注者希望型 なし 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 発注者指定型 なし 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 発注者指定型 なし

市町村 梼原町 一部の工事で実施 発注者指定型 なし 一部の工事で実施 発注者指定型 なし 一部の工事で実施 発注者指定型 なし

市町村 日高村 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 発注者指定型 あり 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 発注者指定型 あり 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 発注者指定型 あり

市町村 津野町 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 受注者希望型 なし 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 受注者希望型 なし 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 受注者希望型 なし

市町村 四万十町 一部の工事で実施 受注者希望型 なし 一部の工事で実施 受注者希望型（一部、発注者指定型） なし 一部の工事で実施 受注者希望型（一部、発注者指定型） なし

市町村 大月町 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 発注者指定型 なし 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 発注者指定型 なし 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 発注者指定型 なし

市町村 三原村 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 受注者希望型 なし 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 受注者希望型 なし 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 受注者希望型 なし

市町村 黒潮町 実施に向けた検討のみ ー ー 一部の工事で実施 受注者希望型 なし 全ての工事で実施（週休２日実施困難工事除く） 受注者希望型 なし


